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は
じ
め
に

清
代
満
洲M

an
ju

語
の
一
語
彙
に
ア
ゲage

が
あ
る
。
乾
隆
三
六
（
一
七
七
一
）
年

告
成
の
満
満
・
満
漢
辞
書
『
御
製
増
訂
清
文
鑑
』
に
は
、
ア
ゲ
に
つ
い
て
以
下
の
よ

う
な
三
種
の
語
解
を
載
せ
て
い
る
。

・beye
i

ahů
n

be
age

sem
bi.

自
己
の
　
兄
　
を

ア
ゲ
と
い
う
。

〔
巻
一
〇
・
人
部
人
倫
類
〕

・n
iyalm

a
be

ku
n

du
lem

e
age

sem
e

hů
lam

bi.

人
　
　
　
を
　
敬
っ
て

ア
ゲ
（
兄
長
）
と
呼
ぶ
。
〔
巻
一
〇
・
人
部
老
少
類
〕

・han
i

fungnere
unde

juse
be

age
sem

e
tukiyem

bi.

ハ
ン
の

ま
だ
封
爵
し
な
い
子
ら
を
ア
ゲ
　
と
　
敬
称
す
る
。
〔
巻
三
・
君
部
君
類
〕

こ
の
よ
う
に
ア
ゲ
に
は
「
兄
」「
兄
長
」「
皇
子
」
の
三
様
の
語
義
が
あ
り
、
家
庭

を
含
む
ご
く
日
常
的
な
社
会
生
活
か
ら
、
特
殊
な
宮
廷
社
会
に
至
る
ま
で
、
広
範
な

場
面
で
常
用
さ
れ
る
語
彙
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
朋
輩

な
か
ま

間
の
敬
称
と
し
て
の
「
兄

長
」（
た
と
え
ば
康
煕
六
〇
﹇
一
七
二
一
﹈
年
成
書
の
『
寧
古
塔
紀
略
』
に
「
等
輩
、
彼
此

称
呼
し
て
阿
哥
と
曰
ふ
」
と
あ
る
）
が
、
親
族
呼
称
と
し
て
の
「
兄
」
か
ら
派
生
し
た

語
義
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
疑
い
を
容
れ
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
「
兄
」
系
列
と
第
三

の
語
義
「
皇
子
」（
ハ
ン
の
子
ら
）
は
、
ほ
と
ん
ど
異
質
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

か
く
も
大
き
く
隔
た
る
二
系
統
の
語
義
が
一
語
に
共
存
す
る
か
ら
に
は
、
両
者
を
媒

介
す
る
意
味
的
な
連
関
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
寡
聞
に
し
て
説
得
的
な
言
説
の

あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。

他
方
、「
皇
子
」
と
し
て
の
ア
ゲ
に
関
し
て
は
、『
清
稗
類
鈔
』
称
謂
類
「
阿
哥
」

に
見
え
る

諸
皇
子
皆
称
「
阿
哥
」。
以
行
列
之
大
・
二
・
三
・
四
等
数
目
、
冠
之
於
上
。

皇
帝
与
人
言
及
、
亦
称
之
為
「
阿
哥
」。
且
有
見
之
於
諭
旨
者
。

と
い
う
記
述
あ
た
り
が
、
最
も
流
布
し
た
説
明
で
あ
ろ
う
。
清
朝
の
定
例
で
は
、
未

封
の
「
皇
子
」
を
ひ
と
し
く
ア
ゲage

と
呼
称
し
、
一
五
歳
に
達
し
た
後
、
授
爵
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
たq

。
も
っ
と
も
、
ト
ゥ
リ
シ
ェ
ン（
図
理

T
u

lišen

）の『
異
域

録
』（
一
八
世
紀
初
め
、
ヴ
ォ
ル
ガ
河
下
流
域
の
ト
ル
グ
ー
ト
部
に
派
遣
さ
れ
た
清
朝
使
節

の
見
聞
録
）
に
よ
る
と
、
ト
ル
グ
ー
ト
部
の
ア
ユ
キ=

ハ
ン
が
大
聖
ハ
ン
（
康
煕
帝
）

に
は
「
ア
ゲ
（
皇
子
）
ら
が
何
人
い
る
の
か
」
と
尋
ね
た
の
に
対
し
て
、
清
朝
側
の

使
節
が「

い
ま
（
康
煕
五
三
年
）、
親
王

チ
ン
ワ
ン

、
郡
王

ギ
ュ
ン
ワ
ン

、
貝
勒
ベ
イ
レ

、
貝
子
ベ
イ
セ

に
封
じ
．
．

、
大
聖
ハ
ン

に
従
っ
て
狩
猟
に
赴
き
、
我
ら
の
見
た
も
の
は
十
六
人
。
他
に
．
．

何
人
の
ア
ゲ
が

い
る
の
か
は
、
宮
中
よ
り
い
ま
だ
出
で
ず
、
我
ら
は
見
る
こ
と
を
得
な
か
っ
た

の
で
知
ら
な
い
。」（
傍
点
筆
者
）

と
返
答
し
て
お
りw

、
既
封
未
封
の
区
別
は
慣
例
上
、
さ
ほ
ど
厳
密
で
は
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

以
上
は
し
か
し
、
清
朝
入
関
後
の
ア
ゲ（
皇
子
）に
関
す
る
認
識
で
あ
っ
て
、
入
関

前
と
は
事
情
を
異
に
す
る
。『
満
文
老
档
』
を
通
覧
す
る
と
、
す
で
に
太
祖
ヌ
ル
ハ

清
朝
入
関
前
の
〈
ア
ゲ
〉age

に
つ
い
て

―
天
命
期
を
中
心
に

―

増
　
　
井
　
　
寛
　
　
也



チ
の
時
代
か
ら
ア
ゲ
が
頻
用
さ
れ
て
い
た
事
実
を
容
易
に
看
取
し
得
る
が
、「
大
阿

哥
」「
二
阿
哥
」
の
よ
う
な
排
行
順
の
呼
称
と
は
違
っ
て
、
人
名
に
付
し
て
「
某
ア

ゲ
」
と
記
録
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
し
、
ま
た
事
例
の
す
べ
て
が
「
ハ
ン
の
子
」

（
皇
子
）
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
否
、
む
し
ろ
意
味
し
な
い
場
合
が
少

な
か
ら
ず
あ
り
、
一
概
に
ア
ゲ
を
「
皇
子
」
と
規
定
し
て
よ
い
も
の
か
、
躊
躇
を
禁

じ
得
な
い
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
太
祖
期
の
天
命
年
間
を
中
心
と
し
て
、
従
来
、
看

過
さ
れ
て
き
た
感
の
あ
る
称
号
と
し
て
の
ア
ゲ
に
考
察
を
加
え
、
語
義
と
関
連
さ
せ

つ
つ
、
そ
の
歴
史
的
な
あ
り
か
た
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

Ⅰ

太
祖
天
命
年
間
の
ア
ゲ
と
「
ハ
ン
の
ウ
ク
ス
ン
」

（
１
）
ア
ゲ
の
身
分
と
そ
の
範
囲

周
知
の
よ
う
に
、
清
朝
の
皇
族
は
「
宗
室
」（
ウ
ク
ス
ンu

ksu
n

）
と
こ
れ
に
準
ず

る
「
覚
羅
」（
ギ
ョ
ロ

G
ioro

）
と
に
大
別
さ
れ
る
。
由
来
、
ウ
ク
ス
ン
は
ム
ク
ン

m
u

ků
n

と
と
も
に
、
女
直

ジ
ュ
シ
ェ
ン

／
満
洲

マ
ン
ジ
ュ

人
社
会
に
存
在
し
た
個
々
の
父
系
出
自
集
団
を

指
す
、
あ
り
ふ
れ
た
普
通
名
詞
で
あ
っ
た
が
、
ヌ
ル
ハ
チ
（
以
下
、
太
祖
と
表
記
）
が

八
旗
制
を
確
立
し
た
翌
年
（
い
わ
ゆ
る
天
命
元
﹇
一
六
一
六
﹈
年
）
に
、
ゲ
ン
ギ
ェ
ン=

ハ
ン
と
し
て
即
位
し
、
自
己
の
属
す
る
血
統
（
ギ
ラ
ンgiran

）
の
排
他
的
な
尊
貴
化

を
意
図
し
は
じ
め
る
と
、
そ
の
ウ
ク
ス
ン
は“beisei

giran
”

―
す
な
わ
ち
「
諸
ベ

イ
レ
の
血
統
」e

（
太
祖
の
祖
父
ギ
ョ
チ
ャ
ン
ガ
を
含
む
六
兄
弟
﹇「
六
祖
」N

in
g

g
u

n

M
afa

＝
ニ
ン
グ
タ
の
諸
ベ
イ
レN

in
ggu

tai
B

eise

﹈
の
血
統
）
―
を
ひ
く
「
ハ
ン
の
ウ

ク
ス
ン
」
と
し
て
特
別
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
太
祖
を
継
い
だ
ス
レ=

ハ
ン
、

太
宗
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
大
清
皇
帝
即
位
を
目
前
に
控
え
た
天
聰
九
（
一
六
三
五
）
年
、

「
ハ
ン
の
ウ
ク
ス
ン
」
を
祖
父
タ
ク
シ
の
支
派
（
＝
太
祖
・
ム
ル
ハ
チ
・
シ
ュ
ル
ガ
チ
・

バ
ヤ
ラ
四
兄
弟
の
子
孫
）
と
そ
れ
以
外
の
全
支
派
に
二
分
し
、
後
者
を
国
姓
に
ち
な
ん

で
「
覚
羅
」
と
総
称
さ
せ
、
皇
帝
即
位
後
の
崇
徳
三
（
一
六
三
八
）
年
に
は
ウ
ク
ス

ン
を
タ
ク
シ
の
系
統
に
限
定
し
た
。「
宗
室
」
と
「
覚
羅
」
の
決
定
的
な
分
離
は
こ

こ
に
始
ま
る
。

と
こ
ろ
で
、
天
命
以
前
は
さ
て
お
き
、
天
命
・
天
聰
両
期
（
＝
後
金
国
時
代
）、
ハ

ン
の
一
門
が
帯
び
た
称
号
に
は
、
大
別
し
て
ベ
イ
レ
（b

eile

／
貝
勒
）
、
タ
イ
ジ

（taiji

／
台
吉
）、
ア
ゲ
（age

／
阿
格
）
の
三
種
が
あ
っ
た
。
こ
の
三
者
の
関
係
を
先

行
研
究r

を
参
照
し
て
、
筆
者
な
り
に
整
理
す
れ
ば
、
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

①
広
義
の
ベ
イ
レ
（
＝
「
議
政
ベ
イ
レ
」）
と
は
、
太
祖
の
子
・
姪
・
孫
に
し
て
国

政
の
機
務
に
参
画
す
る
も
の
を
指
し
、
原
則
と
し
て
太
祖
と
同
母
弟
シ
ュ
ル
ガ

チ
の
嫡
子
、
な
ら
び
に
そ
の
嫡
出
子
孫
か
ら
構
成
さ
れt

、
庶
子
と
そ
の
子
孫
は

厳
格
に
排
除
さ
れ
た
。

②
議
政
ベ
イ
レ
は
、
八
旗
各
グ
サ
を
領
有
す
る
管
旗
ベ
イ
レ
（
ホ
シ
ョ=

ベ
イ
レ
）

と
、
そ
う
で
な
い
各
グ
サ
所
属
の
不
管
旗
ベ
イ
レ
と
に
二
分
さ
れ
、
前
者
に
は

上
位
の
大
ベ
イ
レ
（
天
命
元
年
設
置；

ダ
イ
シ
ャ
ン
・
ア
ミ
ン
・
マ
ン
グ
ル
タ
イ
・

ホ
ン
タ
イ
ジ
）
と
下
位
の
小
ベ
イ
レ
（
天
命
五
年
設
置y；

デ
ゲ
レ
イ
・
ヨ
ト
・
ジ
ル

ガ
ラ
ン
・
ア
ジ
ゲ
・
ド
ル
ゴ
ン
・
ド
ド
）
の
区
別
が
あ
っ
た
。

③
太
祖
の
子
・
姪
・
孫
に
し
て
議
政
ベ
イ
レ
に
任
じ
ら
れ
な
い
も
の
は
ア
ゲ
と
称

さ
れ
た
が
、
大
ベ
イ
レ
で
も
ご
く
ま
れ
に
タ
イ
ジ
や
ア
ゲ
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
、
小
ベ
イ
レ
と
不
管
旗
ベ
イ
レ
は
む
し
ろ
逆
に
タ
イ
ジ
な
い
し
ア
ゲ
と

称
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
従
来
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
ベ
イ
レ
・
タ
イ
ジ
・
ア
ゲ
の
三
称
号
は
多

少
の
不
統
一
こ
そ
あ
れ
、
こ
の
順
で
上
下
に
序
列
化
さ
れ
る
と
同
時
に
、
議
政
（
管

旗
・
不
管
旗
）
ベ
イ
レ
を
含
む
太
祖
の
子
・
姪
・
孫
に
対
す
る
汎
称
が
広
義
の
ア
ゲ

で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
議
政
ベ
イ
レ
を
除
い
た
も
の
が
狭
義
の
ア
ゲ
で
あ
っ
た
と
規
定

し
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
満
文
史
料
に
徴
し
て
み
る
と
、
ア
ゲ
の
覆
う
範

囲
は
太
祖
の
子
・
姪
・
孫
を
は
る
か
に
越
え
て
い
た
こ
と
が
容
易
に
判
明
す
る
。
本

一
一

清
朝
入
関
前
の
〈
ア
ゲ
〉age

に
つ
い
て
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稿
巻
末
の
第
Ⅰ
表
〈
太
祖
期
の
ア
ゲ
／
太
祖
期
・
太
宗
期
に
共
通
す
る
ア
ゲ
〉
は
、

『
満
文
老
档
』（
以
下
『
老
档
』
と
略
称
）
の
検
索
結
果
を
も
と
に
作
成
し
た
人
名
一
覧

表
で
あ
りu

、
こ
れ
を
通
観
す
る
と
き
、

①
少
な
く
と
も
三
二
名
を
算
す
る
太
祖
天
命
年
間
の
ア
ゲ
の
う
ち
、
二
六
名
ま
で

は
太
祖
の
子
と
孫
、
太
祖
の
姪
（
三
弟
ム
ル
ハ
チ
・
シ
ュ
ル
ガ
チ
・
バ
ヤ
ラ
の
子
）、

太
祖
の
従
姪
と
再
従
姪
（
伯
父
リ
ド
ゥ
ン
の
孫
、
二
祖
リ
オ
チ
ャ
ン
・
三
祖
ソ
オ
チ

ャ
ン
ガ
の
曾
孫
）
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
太
祖
か
ら
見
て
卑
属
世
代
で
あ
っ
た

（
付
図
〈
ウ
ク
ス
ン
世
系
図
〉
波
線
部
）。

②
残
る
六
名
の
ア
ゲ
（
第
Ⅰ
表
で
下
線
を
施
し
た
№
４
ア
ド
ゥ
ン
・
６
ア
ラ
ン
ジ
ュ
・

11
バ
ド
ゥ
リ
・
15
デ
ル
ゲ
ル
・
19
エ
セ
ン
デ
リ
・
21
フ
ル
ガ
ン
﹇
ヒ
ヤ=

ア
ゲ
﹈）
は
、

そ
の
素
性
を
確
認
し
て
み
る
と
、
明
ら
か
に
太
祖
一
門
と
は
異
姓
異
血
統
に
属

す
る
非
ウ
ク
ス
ン
成
員
で
あ
っ
た
。

③
天
命
四
年
三
月
二
日
条
のA

m
ba

A
ge

（
太
祖
次
子
ダ
イ
シ
ャ
ン
）
が
初
見
事
例

で
あ
り
、
天
命
五
年
三
月
一
〇
日
条
のA

jige
A

ge
（
太
祖
第
一
二
子
ア
ジ
ゲ
）

が
そ
れ
に
次
ぎ
、
天
命
六
年
以
降
、
ア
ゲ
号
を
帯
び
て
記
録
に
登
場
す
る
人
物

が
著
し
く
増
加
す
る
。

と
い
う
事
実
を
た
だ
ち
に
指
摘
し
得
る
。
結
局
、
天
命
期
の
ア
ゲ
と
は
『
老
档
』
に

即
し
て
確
認
し
得
る
限
り
、「
ハ
ン
の
ウ
ク
ス
ン
」（
＝
「
六
祖
」
の
子
孫
）
に
し
て
太

祖
の
児
輩
・
孫
輩
に
位
置
す
る
も
の
と
、「
ハ
ン
の
ウ
ク
ス
ン
」
に
所
属
し
な
い
も

の
に
二
分
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
皇
子
」
と
は
大
き
く
様
相
を

異
に
す
る
。
な
お
、
後
者
の
人
物
群
に
つ
い
て
は
別
に
一
項
を
設
け
て
考
察
す
る
は

ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
前
者
だ
け
を
取
り
上
げ
る
。

ウ
ク
ス
ン
所
属
の
ア
ゲ
は
、
世
代
的
に
は
太
祖
の
児
輩
（「
六
祖
」
を
第
一
世
代
と

し
て
起
算
す
れ
ば
第
四
世
代
）・
孫
輩
（
同
じ
く
第
五
世
代
）
に
わ
た
り
、
傍
系
的
に
は

第
四
世
代
に
お
い
て
最
も
血
縁
の
疎
遠
な
範
囲
（
＝
六
祖
の
曾
孫
）
に
ま
で
及
ん
で

い
た
。
こ
の
意
味
で
ア
ゲ
と
は
太
祖
の
ウ
ク
ス
ン
卑
属
成
員
に
対
す
る
汎
称
で
あ
っ

た
。
と
い
う
よ
り
、
一
層
正
確
に
は
、
ウ
ク
ス
ン
成
員
は
「
六
祖
」
か
ら
の
出
自
を

共
有
す
る
点
で
基
本
的
に
同
質
的
な
存
在
と
観
念
さ
れ
、
だ
か
ら
こ
そ
卑
属
世
代
が

一
様
に
ア
ゲ
と
呼
称
さ
れ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
同
質
性
も
太
祖

中
心
的
な
観
点
か
ら
検
討
し
な
お
す
と
き
、
そ
こ
に
は
判
然
た
る
格
差
が
露
呈
し
て

く
る
。
ま
ず
第
一
に
、
太
祖
か
ら
見
て
近
縁
な
タ
ク
シ
系
統
の
ア
ゲ
が
、
二
六
名
中

の
二
二
名
（
第
Ⅱ
表
〈
太
宗
期
に
の
み
現
れ
る
ア
ゲ
〉i

を
含
め
る
と
五
〇
名
中
の
四
〇
名
）

と
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
に
反
し
て
、
そ
れ
を
越
え
た
範
囲
、
言
い
換
え
る
と
後
の

「
覚
羅
」
身
分
に
あ
た
る
疎
族
の
ア
ゲ
は
、
ム
ハ
リ
ヤ
ン（
総
兵
官
）・
ア
ン
ガ
ラ
（
副

将
）・
ブ
ル
ギ（
副
将
）・
セ
レ（
遊
撃
）の
わ
ず
か
四
名
（
天
聰
年
間
の
五
名
を
含
め
て
九

名
）
に
過
ぎ
ず
、
い
ず
れ
も
ア
ゲ
と
し
て
は
天
命
八
年
に
な
ら
な
い
と
登
場
し
な
い
。

ま
た
、
六
祖
の
子
孫
と
い
っ
て
も
、
第
Ⅰ
表
に
は
長
祖
デ
シ
ク
・
五
祖
ボ
オ
ラ
ン

ガ
・
六
祖
ボ
オ
シ
の
子
孫
ら
が
未
見
で
あ
っ
て
、
は
な
は
だ
偏
頗
な
分
布
を
呈
す
る
。

無
論
、
意
図
的
な
除
外
の
結
果
で
は
な
い
。
要
は
そ
れ
ら
未
見
の
人
物
に
、
ム
ハ
リ

ヤ
ン
ら
の
よ
う
な
高
位
の
世
職
に
よ
っ
て
報
い
ら
れ
る
活
躍
が
な
か
っ
た
ま
で
で
、

裏
を
返
せ
ば
タ
ク
シ
系
統
外
の
疎
族
は
そ
の
程
度
の
関
心
と
評
価
し
か
喚
起
し
な
か

っ
た
の
で
あ
るo

。
タ
ク
シ
系
統
を
他
系
統
か
ら
画
す
る
一
線
は
、
太
祖
期
か
ら
す
で

に
截
然
た
る
も
の
が
あ
っ
た
。

第
二
は
タ
ク
シ
系
統
内
部
に
お
け
る
嫡
出
系
統
と
非
嫡
出
系
統
の
格
差
で
あ
る
。

タ
ク
シ
の
嫡
子
太
祖
と
側
出
子
（
＝
側
妃
の
所
出
）
バ
ヤ
ラ
を
比
較
す
る
と
、
前
者

の
嫡
長
子
チ
ュ
イ
ェ
ン
（
一
五
八
〇
年
生
）・
嫡
次
子
ダ
イ
シ
ャ
ン
（
一
五
八
三
年
生
）

の
諸
子
が
早
く
も
天
命
年
間
に
ア
ゲ
と
し
て
登
場
し
、
さ
ら
に
天
聰
九
年
に
は
チ
ュ

イ
ェ
ン
の
孫
ム
ル
フ
が
登
場
す
る
。
対
す
る
後
者
の
三
子
バ
イ
ン
ト
ゥ
・
グ
ン
ガ
ダ

イ
・
シ
ハ
ン
が
登
場
す
る
の
は
、
よ
う
や
く
天
聰
年
間
中
葉
で
あ
る
。
太
祖
（
一
五

五
九
年
生
）
と
バ
ヤ
ラ
（
一
五
八
二
年
生
）
に
は
一
世
代
近
い
年
齢
差
が
あ
り
、
単
純

に
初
出
年
次
だ
け
を
比
較
し
て
も
意
味
が
な
い
の
で
、
出
生
年
次
に
着
目
し
て
み
る

と
、
バ
イ
ン
ト
ゥ
（
一
五
九
九
年
生
）
は
チ
ュ
イ
ェ
ン
長
子
ド
ゥ
ド
ゥ
（
一
五
九
七
年

一
二
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生
）、
ダ
イ
シ
ャ
ン
長
子
ヨ
ト
（
一
五
九
九
年
生
）、
さ
ら
に
太
祖
母
弟
シ
ュ
ル
ガ
チ

の
五
子
ジ
ャ
イ
サ
ン
グ
（
一
五
九
八
年
生
）・
六
子
ジ
ル
ガ
ラ
ン
（
一
五
九
九
年
生
）
ら

と
は
ほ
ぼ
同
年
代
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
バ
イ
ン
ト
ゥ
以
外
は
す
べ
て
天
命
六
年
ま

で
に
初
出
す
る
。
事
情
は
太
祖
系
統
で
も
同
断
で
あ
っ
て
、
天
聰
八
年
に
や
っ
と
初

出
す
る
庶
子
ラ
イ
ン
ブ
（
一
三
子
・
一
六
一
一
年
生
）
に
対
し
て
、
一
歳
年
下
の
嫡
子

ド
ル
ゴ
ン
（
一
四
子
・
一
六
一
二
年
生
）
の
初
出
は
、
か
え
っ
て
一
〇
年
も
早
い
天
命

九
年
で
あ
っ
た
。

い
ま
や
明
白
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
個
人
の
能
力
や
資
質
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

太
祖
中
心
的
に
定
ま
る
血
縁
の
「
質
」（
嫡
庶
）
と
「
量
」（
親
疎
）
に
準
拠
し
て
、

政
権
内
で
の
地
位
・
枢
要
性
が
大
き
く
左
右
さ
れ
、
こ
れ
と
連
動
し
て
ア
ゲ
と
し
て

の
初
出
年
次
や
出
現
頻
度
も
、
遅
速
高
下
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
考
え
て

〈
ウ
ク
ス
ン
世
系
図
〉
を
通
覧
す
る
と
き
、
見
か
け
上
、
タ
ク
シ
系
統
は
ア
ゲ
が
第

五
・
六
世
代
に
も
継
続
す
る
の
に
反
し
て
、
そ
れ
以
外
の
疎
族
系
統
は
第
四
世
代
に

と
ど
ま
る
こ
と
、
さ
ら
に
タ
ク
シ
系
統
で
あ
っ
て
も
、
太
祖
の
庶
出
の
弟
ム
ル
ハ
チ
、

同
じ
く
側
出
の
弟
バ
ヤ
ラ
、
そ
し
て
太
祖
の
庶
子
た
ち
か
ら
発
す
る
系
統
は
、
や
は

り
ア
ゲ
が
第
四
世
代
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
、
こ
の
二
点
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

ら
に
照
ら
せ
ば
、
あ
た
か
も
太
祖
・
シ
ュ
ル
ガ
チ
の
嫡
子
（
側
出
子
ア
バ
タ
イ
を
含
む
）

系
統
以
外
の
ウ
ク
ス
ン
第
五
・
六
世
代
は
、
す
べ
て
ア
ゲ
か
ら
除
外
さ
れ
た
か
の
よ

う
見
え
る
が
、
あ
り
よ
う
は
太
祖
に
と
っ
て
著
し
く
枢
要
性
の
劣
る
疎
族
や
庶
弟
・

庶
子
の
子
孫
は
、
ア
ゲ
と
呼
称
さ
れ
こ
そ
す
れ
、
通
常
、
国
政
の
表
舞
台
に
登
場
し

な
い
た
め
、
ア
ゲ
と
し
て
記
録
さ
れ
る
機
会
自
体
、
稀
少
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
、

よ
り
実
情
に
即
し
た
理
解
で
あ
ろ
う
。

要
約
し
よ
う
。
天
命
期
の
ア
ゲ
は
太
祖
下
位
世
代
（
第
四
・
五
世
代
）
の
ウ
ク
ス

ン
成
員
を
広
く
覆
っ
て
お
り
、
議
政
ベ
イ
レ
の
ご
と
き
太
祖
直
近
の
親
族
で
あ
る
と
、

疎
遠
な
傍
系
親
族
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
範
疇
と
し
て
は
ひ
と
し
く
ア
ゲ
に
類
別
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
成
員
間
の
同
質
性
は
、
ひ
と
り
「
ハ
ン
の
ウ
ク
ス

ン
」
の
み
な
ら
ず
、
元
来
、
ウ
ク
ス
ン
な
ら
ば
ど
れ
も
が
備
え
る
、
父
系
出
自
集
団

と
し
て
の
属
性
で
あ
っ
た!0

。
天
命
期
の
ア
ゲ
と
は
結
局
、
そ
う
し
た
基
層
の
上
に
、

「
ハ
ン
の
ウ
ク
ス
ン
」
意
識
と
太
祖
中
心
的
な
選
別
原
理
が
か
ぶ
さ
り
な
が
ら
、
な

お
同
質
性
の
払
拭
に
は
至
ら
な
い
過
渡
的
情
況
を
集
約
的
に
表
現
す
る
存
在
で
あ
っ

た
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
や
や
先
走
っ
て
い
え
ば
、
ウ
ク
ス
ン
成
員
の
族
的
同
質
性

を
根
底
か
ら
覆
し
た
の
は
、
太
宗
崇
徳
三
年
に
お
け
る
「
宗
室
」
と
「
覚
羅
」
の
分

離
、
お
よ
び
前
者
に
対
す
る
九
等
爵
制
の
施
行
で
あ
っ
た
。

な
ら
ば
、
ア
ゲ
の
出
現
が
例
外
な
く
天
命
四
年
以
後
に
係
る
と
い
う
事
実
は
、
い

か
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。「
ハ
ン
の
ウ
ク
ス
ン
」
意
識
醸
成
の
画
期
的
な
契

機
を
、
太
祖
の
ゲ
ン
ギ
ェ
ン=

ハ
ン
即
位
に
帰
し
て
よ
い
と
す
れ
ば
、
天
命
四
（
一

六
一
九
）
年
の
初
見
と
い
う
の
は
虚
心
に
判
断
す
る
限
り
、
や
や
遅
き
に
失
す
る
印

象
を
否
め
な
い
。
そ
の
際
、
初
見
例
がA

m
ba

A
ge

（
ダ
イ
シ
ャ
ン
）
で
あ
り
、
一
年

遅
れ
で
現
れ
る
第
二
例
がA

jige
A

ge

（
ア
ジ
ゲ
）
で
あ
る
の
は
、
い
さ
さ
か
示
唆
的

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
両
者
が
ア
ン
バ

am
ba

・
ア
ジ
ゲ

ajige

、
す
な
わ
ち

「
大
小
」
を
も
っ
て
呼
応
し
あ
う
か
ら
で
あ
る
が
、
ア
ジ
ゲ
が
小

ア
ジ
ゲ
ア
ゲ
ゆ
え
に
そ
う

呼
称
さ
れ
、
実
名
は
別
に
あ
っ
た
こ
と!1

を
直
接
立
証
す
る
の
は
困
難
な
の
で
、
し
ば

ら
く
不
問
に
付
し
て
お
く
。
と
も
あ
れ
、
天
命
四
年
当
時
、
ダ
イ
シ
ャ
ン
（
三
七
歳
）

を
大
ア
ン
バ
ア
ゲ
、
つ
ま
り
「
最
年
長
の
ア
ゲ
」
と
す
る
範
囲
は
、
太
祖
の
子
姪
、
就
中
、

太
祖
と
シ
ュ
ル
ガ
チ
の
諸
子
を
越
え
な
い!2

。
こ
の
こ
と
は
ア
ゲ
号
の
適
用
が
当
初
、

右
の
範
囲
か
ら
始
ま
り
、
遅
れ
て
よ
り
傍
系
の
ウ
ク
ス
ン
卑
属
へ
波
及
し
た
こ
と
を

端
的
に
示
唆
す
る
。

ア
ゲ
の
出
現
年
次
を
考
定
す
る
上
で
、
ダ
イ
シ
ャ
ン
の
兄
チ
ュ
イ
ェ
ン
の
存
在
は

と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
チ
ュ
イ
ェ
ン
は
太
祖
の
嫡
長
子
と
し
て
、
一

旦
ハ
ン
位
継
承
者
に
擬
さ
れ
な
が
ら
、
万
暦
四
一
年
、
廃
嫡
・
幽
閉
の
憂
き
目
に
あ

い
、
二
年
後
の
万
暦
四
三
（
一
六
一
五
）
年
、
奇
し
く
も
天
命
建
元
の
前
年
に
没
す

る
か
ら
で
あ
る
。
後
、
天
命
八
（
一
六
二
三
）
年
に
至
っ
て
太
祖
が
エ
ル
デ
ニ=

バ
ク

一
三

清
朝
入
関
前
の
〈
ア
ゲ
〉age

に
つ
い
て
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一
四

シ
を
断
罪
し
た
際
、
チ
ュ
イ
ェ
ン
を
回
想
し
て
「
先
の
ア
ン
バ=

ア
ゲ
の
在
世
し
た

折n
en

deh
e

A
m

ba
A

ge
ibih

e
fon

de

」!3

云
々
と
語
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
当
時
、

故
人
の
チ
ュ
イ
ェ
ン
を
「
先
の
ア
ン
バ=

ア
ゲ
」
と
呼
称
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で

あ
る
。
し
か
る
に
、『
旧
満
洲
档
』
荒
字
档
の
、
幽
閉
の
経
緯
に
ふ
れ
た
詳
細
な
記

事
は
、
チ
ュ
イ
ェ
ン
をA

m
ba

A
ge

で
は
な
く
、
終
始
、ahů

n
gga

ju
i/am

ba
ju

i

（
い
ず
れ
も
太
祖
の
目
か
ら
見
た
「
長
子
」
の
意
）
を
も
っ
て
言
及
す
る
の
み
で
あ
っ
た!4

。

エ
ル
デ
ニ=

バ
ク
シ
が
荒
字
档
の
前
半
部
分
（
万
暦
三
五
年
〜
四
三
年
末
ま
で
を
収
録
）

を
編
纂
し
た
と
推
測
さ
れ
る
天
命
元
年
な
い
し
天
命
初
年!5

、
す
で
に
ア
ゲ
が
公
的
な

尊
称
と
し
て
通
用
定
着
し
て
い
た
の
な
ら
、
必
ず
や
チ
ュ
イ
ェ
ン
は
ア
ン
バ=

ア
ゲ

の
呼
称
で
記
録
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
事
実
は
そ
れ
に
反
し
、
ア
ゲ
号

の
公
的
な
通
用
は
早
く
と
も
天
命
初
年
以
後
と
推
定
さ
れ
る
以
上
、
ア
ゲ
が
天
命
四

年
に
初
見
す
る
の
も
別
段
異
と
す
る
に
足
ら
ず
、
ま
た
天
命
六
年
以
後
に
ア
ゲ
号
を

帯
び
る
人
物
が
増
加
す
る
こ
と
も
容
易
に
首
肯
し
得
る
。
併
せ
て
付
言
す
れ
ば
、
朝

鮮
側
の
文
献
に
よ
っ
て
確
認
し
得
る
ア
ゲ
の
上
限
も
、
せ
い
ぜ
い
サ
ル
フ
戦
役
後
の

天
命
五
・
六
年
ま
で
し
か
遡
る
こ
と
は
で
き
な
い!6

。

ダ
イ
シ
ャ
ン
か
ら
一
年
遅
れ
で
ア
ゲ
と
し
て
記
録
さ
れ
た
幼
弟
ア
ジ
ゲ
は
、
こ
の

と
き
弱
冠
一
六
歳
の
少
年
で
あ
っ
た
。
ア
ジ
ゲ
と
母
弟
ド
ル
ゴ
ン
・
ド
ド
の
三
人
は
、

生
母
ウ
ラ=

ナ
ラ
氏
の
身
分
（
太
祖
最
後
の
大
妃
）
と
い
い
、
太
祖
直
属
軍
団
（
両
黄

旗
）
の
相
続
者
で
あ
っ
た
こ
と
と
い
い
、
幼
少
な
が
ら
ハ
ン
位
継
承
有
資
格
者
と
し

て
、
ホ
シ
ョ=

ベ
イ
レ
に
任
じ
ら
れ
た
太
祖
・
シ
ュ
ル
ガ
チ
兄
弟
の
嫡
出
子
孫
に
伍

し
、
ダ
イ
シ
ャ
ン
（
天
命
四
年
時
点
、
次
代
ハ
ン
最
有
力
候
補
）
ら
諸
兄
に
も
遜
色
な

い
枢
要
性
を
誇
っ
た
。
こ
の
た
め
ア
ゲ
と
し
て
の
初
出
年
齢
は
、
筆
者
が
目
睹
し
た

範
囲
内
で
も
最
年
少
（〈
ウ
ク
ス
ン
世
系
図
〉
に
付
記
し
て
お
い
た
各
ア
ゲ
の
初
見
年
齢
参

照
）
に
属
し
、
各
々
ア
ジ
ゲ
一
六
歳
（
天
命
五
年
）、
ド
ル
ゴ
ン
一
三
歳
（
天
命
九
年
）、

ド
ド
一
三
歳
（
天
聰
元
年
）
で
あ
っ
た
。
特
に
ド
ル
ゴ
ン
の
初
出
な
ど
は
そ
の
婚
儀

と
同
時
で
あ
る
が
、
当
時
、
貴
顕
子
弟
の
初
婚
年
齢
が
普
通
、
一
六
歳
前
後
で
あ
っ

た
（
太
祖
の
初
婚
が
一
六
歳
の
と
き!7

で
あ
る
し
、
上
記
チ
ュ
イ
ェ
ン
・
ダ
イ
シ
ャ
ン
と
そ
の

長
子
と
の
年
齢
差
も
参
考
に
な
る
）
と
こ
ろ
に
按
じ
て
、
一
三
歳
は
や
や
早
婚
の
部
類

と
は
い
え
、
成
婚
後
は
周
囲
か
ら
成
人
と
し
て
認
知
処
遇
さ
れ
た
に
相
違
な
い
。
と

す
る
と
、
ア
ジ
ゲ
は
長
子
ホ
ト
を
儲
け
た
天
命
四
年
一
一
月!8

か
ら
逆
算
し
て
、
同
年

初
め
に
は
す
で
に
結
婚
し
、
ア
ゲ
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
可
能
性
さ
え
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
そ
の
場
合
、
ダ
イ
シ
ャ
ン
は
自
分
よ
り
二
二
歳
も
年
少
の
、
い
か
に
枢
要
と
い

え
見
る
べ
き
功
績
も
な
い
ア
ジ
ゲ
と
同
時
期
に
、
ア
ゲ
と
し
て
初
見
し
た
こ
と
に
な

り
、
あ
ま
り
に
も
均
衡
を
欠
く
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
ア
ゲ
の
公
的
な
呼
称
が
天

命
四
年
に
始
ま
っ
た
と
考
え
な
い
限
り
、
こ
の
矛
盾
を
整
合
さ
せ
る
す
べ
は
あ
る
ま

い
。

（
２
）
尊
称
と
し
て
の
ア
ゲ
、
親
族
呼
称
と
し
て
の
ア
ゲ

前
節
の
叙
述
か
ら
、
ア
ゲ
は
天
命
四
年
、
太
祖
子
姪
の
尊
称
と
し
て
公
称
化
さ
れ

は
じ
め
、
つ
い
で
よ
り
傍
系
の
ウ
ク
ス
ン
卑
属
世
代
に
拡
張
さ
れ
た
、
と
の
推
論
が

一
応
許
さ
れ
よ
う
。
ひ
る
が
え
っ
て
、
こ
の
尊
称
が
当
初
、
太
祖
の
家
庭
内
で
使
用

さ
れ
は
じ
め
た
と
す
れ
ば
、
ア
ゲ
は
こ
の
と
き
す
で
に
「
ハ
ン
の
子
」
を
意
味
し
て

い
た
可
能
性
も
な
く
は
な
い
。
そ
の
当
否
を
確
認
す
る
に
は
満
文
単
体
で
記
述
さ
れ

た
『
老
档
』
よ
り
も
、
訳
語
の
比
較
対
照
が
可
能
な
合
璧
文
献
、
特
に
満
漢
蒙
三
体

『
満
洲
実
録
』
が
最
適
で
あ
る
が
、
惜
し
く
も
こ
の
要
求
を
満
た
す
事
例
は
、
サ
ル

フ
戦
役
の
叙
述
に
登
場
す
る
、
ア
ン
バ=

ア
ゲ
（
天
命
四
年
三
月
二
日
）
た
だ
一
例
に

過
ぎ
な
い!9

。『
満
洲
実
録
』
の
サ
ル
フ
戦
記
は
『
老
档
』（
延
い
て
は
『
旧
満
洲
档
』）

の
そ
れ
を
ほ
ぼ
忠
実
に
な
ぞ
っ
て
い
る@0

の
で
、
こ
こ
で
は
『
老
档
』
を
引
用
し
、
文

中
の
﹇

﹈
内
に
漢
文
・
蒙
文
『
満
洲
実
録
』
の
訳
語
を
補
っ
て
お
く
。

D
u

ici
B

eile

はH
an

の
前
に
馬
に
乗
っ
た
ま
ま
で
や
っ
て
来
て
、「A

m
ba

B
eile

が
行
っ
た
の
は
本
当
か
。
も
し
本
当
な
ら
ば
我
もage

と
﹇『
実
録
』
で
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は
削
除
﹈
一
緒
に
行
き
た
い
」
と
言
う
の
で
、H

an

は
「A

m
ba

A
ge

﹇
汝
兄

/yek
e

aq-a
čin

u
]

は
哨
探
の
よ
う
に
様
子
を
探
り
に
行
っ
た
。
汝
は
後
か
ら

我
等
と
一
緒
に
行
け
」
と
言
っ
た
が
、D

u
ici

B
eile

は
「A

m
ba

A
ge

﹇
大

兄/yeke
aq-a

﹈
を
独
り
先
に
遣
わ
し
な
が
ら
、
我
等
は
皆
ど
う
し
て
後
に
い

ら
れ
よ
う
か
」
と
言
っ
て
ま
た
出
発
し
た
。（
天
命
四
年
三
月
二
日
条@1

）

太
祖
と
ド
ゥ
イ
チ=
ベ
イ
レ
（
ホ
ン
タ
イ
ジ
）
の
発
言
双
方
に
現
れ
るA

m
ba

A
ge

（
ア
ン
バ=

ベ
イ
レ
、
ダ
イ
シ
ャ
ン
）
が
、
天
命
四
年
に
お
い
て
さ
え
「
ハ
ン
の
子
」
で

は
な
く
、「
兄
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
訳
語
に
照
ら
し
て
紛
れ
も

な
い
。
同
じ
く
兄
を
指
す
用
語
で
も
、
客
観
的
関
係
名
称
と
し
て
使
用
さ
れ
る
ア
フ

ンahů
n

と
は
違
っ
て
、
ア
ゲ
は
「
兄
上
」「
兄
さ
ん
」「
兄
貴
」
の
ご
と
き
、
親
愛

さ
を
こ
め
た
呼
び
か
け
と
し
て
用
い
ら
れ@2

、
上
記
の
ア
ゲ
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。

し
か
し
、
筆
者
が
そ
れ
以
上
に
注
目
し
た
い
の
は
、
満
文
に
関
す
る
限
り
、
太
祖
の

発
言
し
たA

m
ba

A
ge

ま
で
が
、
い
か
な
る
修
飾
成
分
も
帯
び
て
い
な
い
こ
と
（﹇
汝

兄/yeke
aq-a

●
●]

の
傍
線
部
は
、
当
然
補
足
的
意
訳
で
あ
る
）、
換
言
す
れ
ば
太
祖
は
我

が
子
ダ
イ
シ
ャ
ン
を
、
あ
た
か
も
弟
が
長
兄
を
呼
ぶ
よ
う
に
ア
ン
バ=

ア
ゲ
と
呼
び
、

『
老
档
』
編
者
も
こ
と
さ
ら
そ
れ
を
改
修
し
た
節
が
な
い
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

引
き
続
き
太
祖
が
我
が
子
を
ア
ゲ
と
呼
ん
だ
実
例
を
引
用
し
、
そ
の
種
の
発
言
が

日
常
化
し
て
い
た
こ
と
を
立
証
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
『
老
档
』
天
命
五
年
三
月
二
五

日
条@3

に
、
太
祖
第
二
の
大
妃
フ
チ
ャ
氏
（
マ
ン
グ
ル
タ
イ
・
デ
ゲ
レ
イ
の
生
母
）
と
ダ

イ
シ
ャ
ン
の
密
通
疑
惑
に
関
連
し
て

そ
こ
でH

a
n

は
「『
自
分
が
亡
く
な
っ
た
後
、
我
が
小
さ
い
子
等
とA

m
b

a

F
u

jin

をA
m

ba
A

ge

に
愛
し
み
養
っ
て
も
ら
い
た
い
』
と
我
が
言
っ
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
そ
の
言
に
よ
っ
てA

m
ba

F
u

jin

はA
m

ba
B

eile

に
心
を
寄
せ
る

よ
う
に
な
っ
て
、
全
く
用
も
な
い
の
に
故
な
く
一
日
に
二
三
度
人
を
遣
わ
し
、

さ
よ
う
に
行
動
し
た
の
で
あ
る
ぞ
」
と
言
っ
た
。

と
あ
る
。
さ
ら
に
『
老
档
』
天
命
八
年
五
月
九
日
条@4

に
も
、
子
弟
に
嫁
い
で
き
た
妻

た
ち
が
立
場
を
弁
え
ず
尊
大
に
振
舞
う
の
を
、
太
祖
が
例
を
挙
げ
て
訓
戒
し
た
際
の

発
言
が

H
an

が
言
う
に
は
「
最
初
我
も
轎
に
乗
ら
ず
、
后
妃
も
轎
に
乗
ら
な
か
っ
た
が
、

Jaisan
ggů

A
ge

の
母
（
シ
ュ
ル
ガ
チ
の
四
娶
福
晋
フ
ジ
ン

グ
ワ
ル
ギ
ャ
氏
）
が
在
世
の
折

我
に
不
遜
で
、
我
が
家
に
酒
宴
の
た
め
に
往
来
す
る
と
き
、
轎
に
乗
っ
て
往
来

し
た
。
そ
の
よ
う
に
悪
か
っ
た
の
で

殃
わ
ざ
わ
い

が
至
っ
て
死
ん
だ
。
ま
た
、C

ergei

の
妹
で
あ
るH

ooge

の
母
（
太
宗
元
妃
ニ
ュ
フ
ル
氏
）
は
、
自
分
の
父
の
家
に
往

来
す
る
と
き
、A

m
ba

A
ge

の
門
、A

jige
A

ge

の
門
を
橇
に
乗
っ
た
ま
ま
過

ぎ
、
我
が
門
に
橇
に
乗
っ
た
ま
ま
入
っ
て
来
た
。
そ
の
よ
う
に
不
遜
で
悪
か
っ

た
の
で
、
殃
が
至
っ
て
夫
に
捨
て
ら
れ
た
。
…
…
子
弟
の
婦
等
も
…
…
尊
属
の

者
に
対
し
て
甚
だ
し
く
不
遜
で
あ
る
な
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
サ
ル
フ
戦
記
同
様
、
太
祖
自
身
の
発
言
中
の
ア
ゲ
で

あ
る
こ
と
、
後
者
に
お
い
て
ア
ジ
ゲ=

ア
ゲ
、
ジ
ャ
イ
サ
ン
グ=

ア
ゲ
（
シ
ュ
ル
ガ
チ

第
五
子
）
が
ア
ン
バ=

ア
ゲ
と
同
時
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
二
点
か
ら
推

し
て
、
こ
れ
ら
の
ア
ゲ
も
い
ま
や
「
兄
」
に
引
き
つ
け
て
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
問
題
の
焦
点
は
従
っ
て
、
自
己
の
子
姪
を
「
兄
さ
ん
」
と
呼
ん
で
怪
し
ま

な
い
、
世
代
原
理
を
無
視
し
た
か
の
よ
う
な
変
則
的
呼
称
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
べ

き
か
、
に
移
る
。

い
ま
問
題
に
し
て
い
る
呼
称
法
の
論
理
は
、
文
化
人
類
学
の
術
語
で
い
う
テ
ク
ノ

ニ
ミ
ーtek

n
on

ym
y

（
子
供
本
位
の
呼
称
法
）
に
準
拠
し
て
説
明
す
る
の
が
、
最
も

適
切
な
よ
う
で
あ
る
。
テ
ク
ノ
ニ
ミ
ー
と
は
あ
る
人
物
を
呼
称
す
る
に
際
し
て
、
個

人
名
や
通
常
の
親
族
名
称
の
使
用
を
避
け
、
子
供
の
名
前
を
介
在
さ
せ
る
迂
回
間
接

的
な
呼
称
様
式
を
指
す@5

。
一
般
的
に
こ
の
概
念
は
「
子
供
に
ち
な
ん
で
親
を
呼
ぶ
慣

習
」
を
意
味
す
る
が
、
両
親
以
外
の
親
族
に
対
す
る
広
義
の
テ
ク
ノ
ニ
ミ
ー
も
め
ず

ら
し
く
は
な
い
。
前
者
の
例
と
し
て
は
、
太
祖
が
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
妻
を
こ
と
さ
ら

「
ホ
オ
ゲ
の
母H

ooge
i

en
iye

」（
前
引
『
老
档
』）
と
言
及
し
た
り
、
ま
た
ホ
ン
タ

一
五

清
朝
入
関
前
の
〈
ア
ゲ
〉age

に
つ
い
て
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イ
ジ
と
マ
ン
グ
ル
タ
イ
が
各
々
長
男
の
名
に
ち
な
ん
で
「
ホ
オ
ゲ
の
父
ベ
イ
レ

H
ooge

am
a

beile

」、「
マ
イ
タ
リ
の
父
ベ
イ
レM

aitari
am

a
beile

」
と
称
さ

れ
た@6

の
が
好
個
の
証
左
と
い
う
べ
く
、
貴
人
に
限
ら
ず
女
直

ジ
ュ
シ
ェ
ン

／
満
洲
マ
ン
ジ
ュ

人
社
会
一
般

に
行
わ
れ
た
婉
曲
丁
重
な
実
名
忌
避
と
解
し
て
よ
か
ろ
う@7

。

一
方
、
後
者
の
例
と
し
て
、
こ
こ
で
は
特
に
、
シ
ロ
コ
ゴ
ロ
フ
が
二
〇
世
紀
初
め

頃
、
黒
龍
江
省
愛
琿
地
方
の
満
洲
族
に
お
い
て
観
察
し
た
用
例
を
挙
げ
て
お
こ
う@8

。

極
め
て
興
味
深
い
の
は
…
…
自
己
が
子
供
達
を
有
す
る
場
合
に
の
み

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

、
自
己
の

子
供
達
が
彼
女
（
ウ
ヘ
ヘ

w
u

h
eh

e

﹇
弟
の
妻
﹈
）
を
呼
ぶ
よ
う
に
ウ
ヘ
メ

w
u

h
em

e

﹇
叔
父
の
妻
﹈
と
呼
ん
で
良
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
そ
し
て

若
し
自
己
が
子
供
達
を
有
す
る
場
合

．
．
．
．
．
．
．
．
．

に
は
、
―
自
己
に
対
す
る
彼
女
の
敬
意
を

示
す
た
め
に
―
エ
チ
ケečk

e

〔
父
親
の
弟
〕﹇
ア
ー
ム
ヂām

├

di

（
父
親
の
兄
）

の
誤
か
？
﹈
と
呼
ぶ
。
自
己
は
総
て
の
ウ
ル
ンw

u
ru

n

﹇
息
子
の
妻
﹈
を
そ

の
個
人
名
で
呼
び
、
そ
し
て
彼
女
達
は
自
己
を
ア
マ

am
a

〔
父
〕
と
呼
び
、

も
し
彼
女
達
に
子
供
が
あ
れ
ば

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

、
そ
の
子
供
達
の
よ
う
に
自
己
を
イ
ェ
ー
イ
ェ

jē
je

〔
父
親
の
父
親
〕
と
呼
ぶ
。（
傍
点
と
﹇

﹈
内
は
筆
者
の
補
足
）

こ
れ
ら
の
事
例
が
通
常
の
テ
ク
ノ
ニ
ミ
ー
と
著
し
く
異
る
の
は
、
言
及
の
基
準
点

た
る
子
供
の
名
前
を
前
置
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
い
き
な
り
自
分
の
「
子
供
達
の
よ
う

に
」
呼
び
か
け
る
点
で
あ
っ
て
、
ア
ゲ
の
用
法
と
の
符
合
は
強
調
す
る
ま
で
も
な
い
。

こ
の
種
の
テ
ク
ノ
ニ
ミ
ー
は
、
話
者
の
視
点
が
我
が
子
の
そ
れ
に
同
化
融
合
し
た
結

果
と
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
日
頃
、
父
親
が
年
少
の
子
供
（
特
に
最
年
少
者
）

の
視
点
に
立
っ
て
、
年
か
さ
の
息
子
た
ち
を
「
兄
さ
ん
」
と
愛
称
し
て
い
た
か
ら
こ

そ
、
太
祖
は
ダ
イ
シ
ャ
ン
を
ア
ン
バ=

ア
ゲ
（
長
兄
）
と
呼
ん
で
、
な
ん
ら
怪
し
む

と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

太
祖
の
家
庭
内
で
行
わ
れ
た
テ
ク
ノ
ニ
ミ
ー
に
起
源
す
る
尊
称
は
、
実
は
他
に
も

い
く
つ
か
『
老
档
』
か
ら
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ム
ジam

ji

（
伯
父
）
と
エ
チ
ケ

ecik
e

（
叔
父
）
の
尊
称
的
用
法
は
、
そ
の
最
も
顕
著
な
類
例
と
い
う
べ
き
も
の
で
、

こ
の
二
つ
の
親
族
呼
称
が
天
命
・
天
聰
年
間
に
尊
称
的
に
使
用
さ
れ
た
事
実
は
、
す

で
に
神
田
信
夫
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る@9

。
氏
が
網
羅
し
た
ア
ム
ジ
と
エ
チ
ケ

の
用
例
を
、『
太
祖
老
档
』
所
載
の
そ
れ
に
限
っ
て
表
示
し
た
も
の
が
第
Ⅳ
表
〈『
太

祖
老
档
』
中
の
ア
ム
ジ
と
エ
チ
ケ
〉（〈
ウ
ク
ス
ン
世
系
図
〉
第
三
世
代
下
線
部
）
で
あ

る
。
こ
の
表
か
ら
容
易
に
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
ア
ム
ジ
と
エ
チ
ケ
は
す
べ
て
太
祖

の
兄
弟
・
従
兄
弟
・
再
従
兄
弟
、
つ
ま
り
は
ウ
ク
ス
ン
の
傍
系
同
世
代
成
員
に
あ
た

る
。
神
田
氏
の
説
く
よ
う
に
、
家
庭
内
で
子
供
ら
が
こ
れ
ら
の
親
族
を
「
ア
マ
（
父
）

た
る
ヌ
ル
ハ
チ
と
の
年
齢
の
上
下
に
よ
っ
て
日
常
某
ア
ム
ジ
、
某
エ
チ
ケ
と
呼
ん
で

い
た
」#0

と
こ
ろ
に
由
来
し
、
も
と
よ
り
「
そ
れ
に
は
敬
称
の
意
味
も
こ
め
ら
れ
て
い

た
に
違
い
な
い
」#1

。
の
み
な
ら
ず
、
太
祖
自
身
が
上
記
の
同
世
代
傍
系
親
族
を
実
際

に
某
ア
ム
ジ
・
某
エ
チ
ケ
と
呼
び
か
け
た
実
例
（
第
Ⅳ
表
の
傍
線
部
）#2

も
あ
る
の
で
、

尊
称
化
の
順
序
と
し
て
は
太
祖
が
子
供
ら
の
視
点
か
ら
ア
ム
ジ
・
エ
チ
ケ
と
呼
び
か

け
、
つ
い
で
余
人
が
太
祖
に
倣
っ
て
尊
称
的
に
使
用
す
る
と
い
う
、
二
段
階
の
経
過

を
た
ど
っ
た
に
相
違
な
い
。
同
種
の
事
例
に
は
加
え
て
、
ナ
ク
チ
ュn

akcu

（
母
の

兄
弟
）・
グgu

（
父
の
姉
妹
）・
グ
フgu

fu

（
グ
の
夫
）
な
ど
の
呼
称
が
あ
る
。
ア
ブ

タ
イ=

ナ
ク
チ
ュ
（
太
祖
大
妃
ウ
ラ=

ナ
ラ
氏
の
弟
）、
ジ
ャ
ン
河ビ
ラ

の
グ
（
太
祖
の
同
母
妹

ア
ジ
ゲ=

フ
ジ
ン
）、
ヤ
ン
シ
ュ=

グ
フ
（
ア
ジ
ゲ=

フ
ジ
ン
の
夫
）、
ス
バ
ハ
イ=

グ
フ

（
太
祖
宗
妹
の
夫#3

）、
イ
ェ
チ
ェ
ン=

グ
フ
（
太
祖
の
妹
の
夫
）、
バ
ト
ゥ
ル=

グ
フ
（
太
祖

の
従
姉
妹
の
夫
﹇
エ
イ
ド
ゥ=

バ
ト
ゥ
ル
﹈）
な
ど
は
そ
の
実
例
で
あ
る#4

。
こ
こ
に
挙
が

る
親
族
呼
称
も
ま
た
、
す
べ
て
太
祖
諸
子
の
視
点
か
ら
見
た
、
通
称
的
・
尊
称
的
呼

び
か
け
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
、
実
際
の
系
譜
関
係
に
照
ら
し
て
疑
問
の
余
地

が
な
い
。

以
上
を
要
す
る
に
、
称
号
と
し
て
の
ア
ゲ
は
、
ア
ゲ
固
有
の
語
義
た
る
「
兄
」
か

ら
二
次
的
に
派
生
し
た
、
テ
ク
ノ
ニ
ミ
ー
起
源
の
尊
称
で
あ
る
と
結
論
し
得
る
。
す

な
わ
ち
、
一
般
の
家
庭
と
同
じ
く
太
祖
の
家
庭
内
で
も
、
恐
ら
く
は
子
供
た
ち
の
幼

少
期
か
ら
日
常
化
し
て
い
た
に
相
違
な
い
呼
び
か
け
の
ア
ゲ
が
、
や
が
て
個
人
名
を

一
六
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冠
し
た
「
某
ア
ゲ
」
形
式
で
使
用
さ
れ
る
一
方
、
成
人
し
た
太
祖
諸
子
姪
に
対
す
る

通
称
、
延
い
て
は
尊
称
に
転
化
す
る
に
至
り
、
つ
い
で
よ
り
傍
系
的
な
ウ
ク
ス
ン
子

弟
全
体
を
も
覆
う
一
般
的
尊
称
へ
逐
次
拡
大
を
遂
げ
た
も
の
と
把
握
さ
れ
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
も
一
言
し
た
通
り
、
ア
ゲ
号
の
初
出
は
天
命
四
年
三
月
条
の

サ
ル
フ
戦
記
ま
で
く
だ
り
、
そ
れ
以
前
の
事
例
は
『
老
档
』『
旧
档
』
と
も
に
確
認

で
き
な
い
た
め
、
ア
ゲ
の
公
称
化
を
こ
の
頃
と
推
定
し
て
お
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
、
ア
ム
ジ
・
エ
チ
ケ
の
確
認
し
得
る
初
出
が
こ
れ
ま
た
天
命
五
・
六
年#5

で
あ

り
、
ナ
ク
チ
ュ
・
グ
・
グ
フ
の
用
例
も
や
は
り
天
命
五
・
六
年
以
降
の
出
現
に
係
る
、

と
い
う
事
実
が
指
摘
さ
れ
て
よ
い
。
こ
れ
ら
の
尊
称
に
通
底
す
る
テ
ク
ノ
ニ
ミ
ー
的

一
貫
性
か
ら
判
断
し
て
、
天
命
四
年
の
意
味
は
増
し
こ
そ
す
れ
減
ず
る
こ
と
は
な
く
、

こ
こ
に
至
っ
て
筆
者
は
三
田
村
泰
助
氏
が
か
つ
て
唱
え
た
万
暦
四
六
（
一
六
一
八
）

年
＝
天
命
元
年
説#6

に
あ
ら
た
め
て
想
到
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
説
に
拠
れ
ば
、
通

説
の
天
命
元
年
＝
万
暦
四
四
（
一
六
一
六
）
年
と
は
、
飽
く
ま
で
も
太
祖
の
ゲ
ン
ギ

ェ
ン=

ハ
ン
即
位
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
ず
、
現
実
の
建
国
建
元
と
は
朝
鮮
側
史
料
の

所
伝
通
り
、
万
暦
四
七
（
一
六
一
九
）
年
の
国
書
に
記
さ
れ
た
「
天
命
二
年
後
金
国

汗
」
こ
そ
が
嚆
矢
で
あ
っ
て
、
し
か
も
天
命
元
年
は
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
。
す
な

わ
ち
、
万
暦
四
七
年
三
月
、
ま
さ
に
存
亡
を
賭
し
た
サ
ル
フ
戦
役
に
劇
的
な
勝
利
を

お
さ
め
た
太
祖
は
、
国
家
興
隆
の
機
運
を
確
信
し
、
と
り
あ
え
ず
建
国
・
建
元
の
体

裁
を
整
え
た
の
で
あ
る
が
、「
七
大
恨
」
を
発
し
て
対
明
宣
戦
に
踏
み
切
り
、
撫

順
・
清
河
を
攻
陥
し
た
前
年
こ
そ
、
む
し
ろ
建
国
・
建
元
の
起
点
に
相
応
し
い
と
い

う
の
で
、
遡
っ
て
万
暦
四
六
年
を
天
命
元
年
と
定
め
、
四
七
年
を
天
命
二
年
と
し
て

朝
鮮
に
国
書
を
通
じ
た
。
そ
し
て
後
に
『
太
祖
実
録
』
の
編
纂
に
際
し
、
ゲ
ン
ギ
ェ

ン=

ハ
ン
即
位
を
建
国
建
元
に
直
結
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
、
と
―
。

こ
う
考
え
る
と
き
、
太
祖
が
サ
ル
フ
戦
勝
利
の
余
勢
を
駆
っ
て
開
原
・
鉄
嶺
を
席

巻
す
る
か
た
わ
ら
、
内
ハ
ル
ハ
五
部
の
強
敵
ジ
ャ
イ
サ
イ
を
捩
じ
ふ
せ
、
さ
ら
に
は

海
西
最
後
の
独
立
勢
力
イ
ェ
ヘ
国
を
滅
ぼ
し
て
全
ジ
ュ
シ
ェ
ン
族
統
一
の
宿
願
を
果

た
す
な
ど
、
目
覚
ま
し
い
成
功
を
お
さ
め
た
、
い
わ
ゆ
る
天
命
四
年
（
一
六
一
九
）

は
、
尊
貴
な
る
「
ハ
ン
の
ウ
ク
ス
ン
」
へ
の
志
向
が
ひ
と
き
わ
高
揚
し
、
ア
ゲ
や
ア

ム
ジ
・
エ
チ
ケ
等
が
尊
称
と
し
て
公
的
に
呼
称
さ
れ
は
じ
め
る#7

に
は
、
ま
こ
と
に
好

適
な
画
期
的
年
次
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
ア
ゲ
号
初
出
年
次
の
一
見
意
外
な
遅
さ

も
、
ひ
と
ま
ず
腑
に
落
ち
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

Ⅱ

非
ウ
ク
ス
ン
系
の
ア
ゲ
と
太
祖
期
の
功
臣
集
団

前
章
の
叙
述
に
し
て
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
ア
ゲ
と
は
女
直

ジ
ュ
シ
ェ
ン

／
満
洲
マ
ン
ジ
ュ

人
の
家
庭

内
で
普
遍
的
に
観
察
さ
れ
た
テ
ク
ノ
ニ
ミ
ー
慣
行
の
、
太
祖
の
家
庭
内
に
お
け
る
一

表
出
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
太
祖
諸
子
の
出
生
に
伴
っ
て
発
生
し
、
そ
の
成
長
に
随

っ
て
定
着
し
た
、
太
祖
自
身
に
よ
る
息
子
た
ち
へ
の
愛
称
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
が
、
太
祖
の
ゲ
ン
ギ
ェ
ン=

ハ
ン
即
位
を
機
に
「
ハ
ン
の
ウ
ク
ス
ン
」
が
尊
貴

化
す
る
な
か
で
、
ア
ゲ
は
通
説
天
命
四
年
か
ら
公
的
な
尊
称
と
し
て
記
録
に
登
場
し
、

ウ
ク
ス
ン
の
傍
系
卑
属
に
も
拡
張
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
論
冒
頭
で
も
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
ア
ゲ
に
は
も
う
一
種
、
ウ
ク

ス
ン
に
所
属
し
な
い
ア
ゲ
が
存
在
し
、
太
祖
期
に
六
例
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
第
Ⅰ
表
の
№
４
ア
ド
ゥ
ン
・
№
６
ア
ラ
ン
ジ
ュ
・
№
11
バ
ド
ゥ
リ
・
№
15
デ
ル

ゲ
ル
・
№
19
エ
セ
ン
デ
リ
・
№
21
フ
ル
ガ
ン
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
太
宗
期
で
も

第
Ⅱ
表
№
52
ナ
ン
チ
ュ
（
南
●
）・
第
Ⅲ
表
№
59
ム
ン
ガ
ト
ゥ
（
孟
阿
図
）
の
二
例
を

新
た
に
付
加
し
得
る
。
筆
者
の
知
る
限
り
、
従
来
、
こ
れ
ら
非
ウ
ク
ス
ン
系
の
ア
ゲ

に
正
面
か
ら
考
察
を
加
え
た
論
考
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
第
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
表

か
ら
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
非
ウ
ク
ス
ン
系
ア
ゲ
の
出
現
は
天
聰
八
年
一
二
月
の
ナ

ン
チ
ュ
を
年
代
的
下
限
と
す
る
。
別
言
す
る
と
、「
ハ
ン
の
ウ
ク
ス
ン
」
が
タ
ク
シ

系
統
と
ギ
ョ
ロ
に
二
分
さ
れ
た
天
聰
九
年
に
ち
ょ
う
ど
前
後
し
て
、
非
ウ
ク
ス
ン
系

ア
ゲ
は
跡
を
絶
つ
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
、
か
れ
ら
の
あ
り
か
た
が
ウ
ク
ス
ン
の
構

一
七

清
朝
入
関
前
の
〈
ア
ゲ
〉age

に
つ
い
て
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造
に
深
く
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、

上
記
の
八
名
を
俎
上
に
あ
げ
て
そ
の
周
辺
を
逐
一
検
討
し
て
み
た
い
。

〔
ア
ド
ゥ
ン
〕

ア
ド
ゥ
ン
は
ア
ド
ゥ
ン=

ヒ
ヤ
（h

iya

＝
侍
衛
）
と
も
称
さ
れ
、

「（
奴
酋
の
）
前
鋒
」#8

、「
奴
酋
の
親
信
せ
る
者
」#9

と
目
さ
れ
た
側
近
の
寵
臣
で
あ
っ
た

が
、
ハ
ン
位
継
承
問
題
に
容
喙
し
、
諸
ベ
イ
レ
を
離
間
さ
せ
た
行
為
が
太
祖
を
激
怒

さ
せ
、
天
命
六
年
九
月
に
失
脚
、
幽
閉
後
ま
も
な
く
没
し
た
。
こ
の
た
め
か
、
ま
と

ま
っ
た
伝
記
は
存
在
し
な
い
が
、
鴛
淵
一
氏
が
断
片
的
な
史
料
を
総
合
し
て
描
い
た

人
物
像$0

に
よ
れ
ば
、
概
ね
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ア
ド
ゥ
ン
は
建
州
ジ
ャ
ク
ム
地
方

の
タ
タ
ラ
姓ハ

ラ

（h
ala

）
出
身
で
、
ジ
ュ
ル=

シ
ル
ハ
を
父
と
し
、『
老
档
』
天
命
三
年

四
月
条
に

黄
旗
グ
サ=

エ
ジ
ェ
ン
と
し
て
登
場
す
る
人
物
で
あ
り
、「『
燃
黎
室
記

述
』﹇
己
未
年
条
﹈
所
引
『
姜
弘
立
別
録
』
や
、『
春
坡
堂
日
月
録
』
等
に
よ
れ
ば
、

「
奴
酋
八
将
」
の
第
八
と
し
て
「
阿
斗
、
奴
従
弟
」
と
も
言
っ
て
居
り
、
当
時
強
勇

の
点
に
於
て
傑
出
し
た
人
で
あ
っ
た
ら
し
」$1

く
、
太
祖
期
の
元
老
集
団

「
五
大
臣

ス
ン
ジ
ャ
＝
ア
ン
バ
ン

」
に
は
一
歩
譲
る
に
せ
よ
、
威
望
こ
れ
に
次
ぐ
重
臣
と
評
価
す
る
の
が

当
を
得
て
い
よ
う
。

た
だ
、
鴛
淵
氏
は
こ
の
阿
斗
が
字
音
と
「
奴
の
従
弟
」
の
二
点
で
ア
ド
ゥ
ン=

ア

ゲ
に
比
定
可
能
と
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
に
相
当
す
る
ア
ゲ
（
氏
に
お
い
て
は
「
皇
子
」

の
意
）
が
見
当
た
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
断
定
は
慎
重
に
避
け
て
い
る
が
、
後
述
の
ア

ラ
ン
ジ
ュ
・
バ
ド
ゥ
リ
・
デ
ル
ゲ
ル
・
エ
セ
ン
デ
リ
ら
は
紛
れ
も
な
く
非
ウ
ク
ス
ン

で
あ
る
か
ら
、
ア
ド
ゥ
ン
＝
阿
斗
と
解
し
て
も
な
ん
ら
支
障
は
な
い
。
な
お
、
近
年
、

「
太
祖
の
姨お

ば

（deh
em

e

﹇
母
の
妹
﹈）
の
子
」
と
さ
れ
る
ブ
サ
ン
が
ア
ド
ゥ
ン
の
弟
で

あ
る
と
判
明
し
た$2

の
で
、「
奴
の
従
弟
」
と
は
正
し
く
は
母
方
の
従
弟
（
姨
表
弟
）
と

解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
ア
ド
ゥ
ン
は
太
祖
の
生
母
ヒ
タ
ラ
氏
（
ア
グ=

ド
ゥ

ド
ゥ
の
娘
）
の
妹
が
ジ
ュ
ル=

シ
ル
ハ
に
嫁
い
で
生
ん
だ
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

満
洲
語
で
は
中
表
兄
弟
を
も
慣
用
的
に
「
兄
弟
」
と
呼
び
（
後
述
）、
母エ
メ

と
そ
の
姉

妹
を
一
括
し
て
「
母エ

たメ

ちテ

」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る$3

よ
う
に
、
も
と
も
と
太
祖
に
と
っ

て
ア
ド
ゥ
ン
は
親
密
な
親
族
で
あ
っ
た
。

ア
ド
ゥ
ン
が
出
自
す
る
タ
タ
ラ
姓
は
毛
憐
衛
の
系
統
を
引
き$4

、
主
と
し
て
渾
河
流

域
の
ジ
ャ
ク
ム
地
方
と
朝
鮮
東
北
辺
外
の
ワ
ル
カ
部
ア
ン
チ
ュ
ラ
ク
地
方
に
ま
た
が

っ
て
同
一
ム
ク
ン
（
同
族
集
団
）
の
成
員
が
分
布
し
て
い
た
が
、『
八
旗
通
志
初
集
』

（
以
下
『
初
集
』
と
略
称
）
旗
分
志
に
よ
る
と
、
ジ
ャ
ク
ム
地
方
の
族
人
が
擁
し
た
勢

力
は
八
旗
全
体
で
七
個
も
の
国
初
ニ
ル
を
編
成
す
る$5

ほ
ど
で
あ
っ
た
―
も
と
よ
り
ム

ク
ン
の
連
帯
は
旗
ご
と
ニ
ル
ご
と
に
分
断
さ
れ
た
に
せ
よ
―
。
そ
の
う
ち
四
個
が
ア

ド
ゥ
ン
と
同
じ
く

黄
旗
（→

白
旗→

正
白
旗
）
に
属
し
、
さ
ら
に
そ
の
一
個
は

天
聰
九
年
、
専
管
ニ
ル
と
し
て
ア
ド
ゥ
ン
の
近
族
イ
ン
グ
ル
ダ
イ
に
認
定
さ
れ
て
い

る
。
専
管
ニ
ル
と
は
ニ
ル=

エ
ジ
ェ
ン
の
世
襲
を
許
さ
れ
、「
丁
役
を
免
じ
た
」$6

特
権

的
な
功
臣
所
有
の
ニ
ル
を
い
い
、
ア
ド
ゥ
ン
失
脚
後
も
そ
の
一
門
が
保
持
し
た
勢
力

を
彷
彿
さ
せ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
四
個
ニ
ル
の
タ
タ
ラ
姓
一
党
は
、
万
暦
一
五
（
一

五
八
八
）
年
頃
に
は
太
祖
に
帰
附
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る$7

。

〔
ア
ラ
ン
ジ
ュ
〕

ア
ラ
ン
ジ
ュ
は
『
老
档
』
に
はY

u
n

g
šu

n

の
「
兄

A
lanju

A
ge

」（
第
Ⅰ
表
・
備
考
欄
注
記
）
と
し
て
現
れ
る
。『
初
集
』
巻
一
六
二
所
載

の
阿
蘭
柱
札
爾
固
斉
伝
と
雍
舜
伝
に
よ
れ
ば
、
両
者
は
正
確
に
は
兄
弟
で
は
な
く
再

従
兄
弟
（
ア
ラ
ン
ジ
ュ
の
父
ア
ゲ=

バ
ヤ
ン
と
ユ
ン
シ
ュ
ン
の
父
ド
ゥ
イ
チ=

バ
ヤ
ン
が
従
兄

弟
）
に
あ
た
る
。
ア
ラ
ン
ジ
ュ
は
建
州
ワ
ル
カ
シ
地
方
の
ド
ン
ゴ
姓
出
身

で
あ
り
、「
五
大
臣
」
の
一
人
ホ
ホ
リ
（
太
祖
の
女
婿
）
と
は
同
姓ハ
ラ

同
族
ム
ク
ン
な
が
ら
、
別

個
の
勢
力
を
構
成
し
て
い
た
。
そ
の
父
ア
ゲ=

バ
ヤ
ン
は
「
章
佳

ジ
ャ
ン
ギ
ャ

地
方
の

杭
家

ハ
ン
ギ
ャ

章
京

ジ
ャ
ン
ギ
ン

」（
ジ
ャ
ン
ギ
ャ
城
に
拠
る
ニ
ン
グ
タ
第
六
祖
ボ
オ
シ
の
長
子
カ
ン
ギ
ャ$8

）
の

女
婿
で
あ
っ
た
が
、
太
祖
の
兵
が
ジ
ャ
ン
ギ
ャ
城
を
攻
め
た
万
暦
一
五
年
頃$9

、
杭
家

章
京
へ
の
助
兵
を
拒
絶
し
て
太
祖
に
投
じ
た
と
い
う
。

ア
ラ
ン
ジ
ュ
は
「
五
大
臣
」
に
次
ぐ
重
臣
集
団
「
十
ジ
ャ
ル
グ
チ
」（
札
爾
固
斉

/jargů
ci

）
の
首
位
に
登
用
さ
れ
、
天
命
建
元
八
年
前
の
万
暦
三
六
（
一
六
〇
八
）
年
、

ウ
ラ
国
征
討
時
の
戦
闘
に
陣
没
し
た%0

。
こ
の
た
め
、
事
跡
の
詳
細
は
伝
存
し
な
い
が
、

一
八
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と
も
か
く
か
れ
が
ア
ゲ
と
公
式
に
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
死
後
、
わ
け
て

も
天
命
四
年
以
後
に
相
違
な
い
。
ま
た
ユ
ン
シ
ュ
ン
は
天
聰
初
年
、

紅
旗
の
グ
サ

=

エ
ジ
ェ
ン
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
同
一
ム
ク
ン
の
ホ
ホ
リ
系
・
ル
ク
ス
系
・
カ
ラ

系
の
諸
ニ
ル
を
除
い
た
、
ア
ラ
ン
ジ
ュ
と
ユ
ン
シ
ュ
ン
の
一
党
だ
け
で
も
三
個
の
国

初
ニ
ル
（

紅
旗
）
を
保
有
し%1

、
う
ち
二
個
が
天
聰
九
年
、
専
管
ニ
ル
（
ア
ラ
ン
ジ
ュ

三
弟
ブ
ル
カ
ン
、
ア
ゲ=
バ
ヤ
ン
親
兄
の
子
ラ
ン
ゲ
の
長
子
ド
ゥ
ン
シ
ル
）
に
認
定
さ
れ
て

お
り
、
勢
力
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

〔
バ
ド
ゥ
リ
／
ム
ン
ガ
ト
ゥ
〕

バ
ド
ゥ
リ
・
ム
ン
ガ
ト
ゥ
兄
弟
は
『
初
集
』

巻
一
五
五
・
巴
篤
里
伝
や
、『
八
旗
満
洲
氏
族
通
譜
』（
以
下
『
通
譜
』
と
略
称
）
巻
一

九
・
巴
篤
理
札
爾
固
斉
伝
に
よ
る
と
、
建
州
マ
チ
ャ
地
方
の
ト
ゥ
ン
ギ
ャ
姓
出
身
で

あ
り
、
太
祖
最
初
の
大
妃
ト
ゥ
ン
ギ
ャ
氏
（
チ
ュ
イ
ェ
ン
・
ダ
イ
シ
ャ
ン
の
生
母
）
の

父
に
あ
た
る
タ
ブ
ン=

バ
ヤ
ン
（
ト
ゥ
ン
ギ
ャ
地
方
出
身
）
と
は
同
一
ム
ク
ン
に
属
し

た
。
バ
ド
ゥ
リ
は
太
祖
に
来
帰
し
た
後
、
有
能
さ
を
買
わ
れ
て
世
職
最
高
位
の
総
兵

官
を
授
与
さ
れ
、「
十
ジ
ャ
ル
グ
チ
」、
さ
ら
に
は

黄
旗
グ
サ=

エ
ジ
ェ
ン
（
在
任

期
間
は
不
明
で
あ
る
が
、『
初
集
』
本
伝
に
よ
れ
ば
天
命
六
年
以
前
）
に
任
じ
ら
れ
、
天
聰

八
年
、
大
同
か
ら
明
の
内
地
へ
侵
攻
し
た
際
に
陣
没
し
て
い
る
。
経
歴
か
ら
し
て
、

や
は
り
準
「
五
大
臣
」
級
の
重
臣
で
あ
り
、『
燃
黎
室
記
述
』
己
未
年
条
が
「
奴
酋

八
将
」
の
第
七
に
挙
げ
る
「
所
道
里

バ

ド

ゥ

リ

、
奴
の
姪
子
」
と
は
バ
ド
ゥ
リ
そ
の
人
に
他
な

ら
な
い%2

。
清
側
の
文
献
に
は
太
祖
の
「
姪
子
」
を
裏
づ
け
る
証
左
は
見
当
た
ら
な
い

が
、
ア
ド
ゥ
ン
の
例
に
照
ら
し
て
も
事
実
無
根
の
風
聞
と
は
考
え
に
く
い
。
ト
ゥ
ン

ギ
ャ
姓
は
マ
チ
ャ
を
は
じ
め
、
ト
ゥ
ン
ギ
ャ
・
ヤ
ル
グ
・
ギ
ャ
ハ
・
長
白
山
や
遼
東

の
撫
順
・
開
原
等
の
各
地
に
多
数
の
ム
ク
ン
成
員
が
分
布
し
、
次
に
ふ
れ
る
フ
ル
ガ

ン
は
ヤ
ル
グ
地
方
の
同
族
で
あ
っ
た
。
旗
分
志
に
よ
る
と
、
マ
チ
ャ
地
方
の
バ
ド
ゥ

リ
一
党
だ
け
で
三
個
の
国
初
ニ
ル
（

黄
旗→

正
白
旗
）
を
編
成
し
、
う
ち
バ
ド
ゥ

リ
所
管
の
一
個
が
死
後
の
天
聰
九
年
、
専
管
ニ
ル
に
認
定
さ
れ%3

、
三
子
ジ
ョ
ロ
に
授

与
さ
れ
て
い
る
。
太
祖
に
帰
附
し
た
年
次
は
文
献
に
よ
り
一
定
し
な
い
が
、
い
ま
だ

幼
か
っ
た
万
暦
一
六
、
七
年
の
こ
と
で
あ
ろ
う%4

。

〔
ヒ
ヤ=

ア
ゲ
〕

す
な
わ
ち
ダ
ル
ハ
ン=

ヒ
ヤD

arh
an

H
iya

と
賜
号
さ
れ

た
フ
ル
ガ
ン
の
謂
で
あ
る
。
万
暦
一
六
（
一
五
八
八
）
年
、
建
州
ヤ
ル
グ
寨
長
の
父

フ
ラ
フ
（
太
祖
の
姉
婿
）
に
随
っ
て
太
祖
に
投
じ
、
同
時
に
来
帰
し
た
ス
ワ
ン
部
長

の
フ
ュ
ン
ド
ン
、
ド
ン
ゴ
部
長
の
ホ
ホ
リ
と
と
も
に
「
五
大
臣
」
に
登
用
さ
れ
た
。

『
老
档
』
天
命
九
年
正
月
十
日
条%5

に
彼
の
死
（
前
年
八
月
二
〇
日
）
を
伝
え
て

D
arh

an
H

iya

は
…
…
幼
時
にH

an

が
連
れ
て
来
て
（
第
五
）
子
と
し
て
養
っ

た
。
言
辞
が
優
れ
、
計
略
が
多
く
、
五
大
臣
級
の
高
位
の
大
臣
と
し
て
い
た
が
、

晩
年
か
ら
変
心
し
て
悖
逆
な
の
で
、
降
だ
し
て
い
た
。
降
だ
し
て
間
も
な
く
亡

く
な
っ
た
。
四
十
八
歳
で
あ
っ
た
。

と
あ
る
よ
う
に
、
一
四
歳
で
ギ
ョ
ロ
姓
を
賜
姓
さ
れ
、
太
祖
の
養
子
（
第
五
子
待
遇
）%6

と

な
っ
て
以
来
、
才
能
を
発
揮
し
て
頭
角
を
現
わ
し
、「
五
大
臣
」（
後
に
は
都
堂
）
と

正
黄
旗
グ
サ=

エ
ジ
ェ
ン
を
兼
ね
た
。
と
こ
ろ
が
、
天
命
六
年
一
一
月
、
ハ
ン
位
継

承
問
題
に
口
を
挾
ん
だ
の
が
も
と
で
都
堂
職
を
解
任
、
三
等
総
兵
官
へ
降
格
さ
れ
た

の
み
か
「
言
に
与
か
る
こ
と
を
や
め
さ
せ
」
ら
れ
、
事
実
上
失
脚
し
て
し
ま
う
。
上

記
「
変
心
し
て
悖
逆
な
の
で
、
降
だ
し
て
い
た
」
と
は
こ
の
こ
と
を
指
す
。
フ
ル
ガ

ン
の
属
し
た
ヤ
ル
グ
地
方
の
ト
ゥ
ン
ギ
ャ
姓
は
、
前
出
の
バ
ド
ゥ
リ
と
同
族
関
係
に

あ
り
、
フ
ル
ガ
ン
一
門
だ
け
で
三
個
の
国
初
ニ
ル
（
正
黄
旗→

白
旗→

正
白
旗
）
を

保
有
し%7

、
す
べ
て
専
管
ニ
ル
（
フ
ル
ガ
ン
六
弟
ダ
ル
タ
イ%8

、
四
子
ジ
ュ
ン
タ
、
六
子
ア
ラ

ミ
）
に
認
定
さ
れ
て
い
る
。

〔
デ
ル
ゲ
ル
／
ナ
ン
チ
ュ
〕

デ
ル
ゲ
ル
は
「D

elger

の
母
はG

in
ta

isi

B
eile

の
妻
でH

an

に
と
っ
て
嫂aša

」（
第
Ⅰ
表
備
考
欄
注
記
）
と
あ
る
よ
う
に
、
海

西
イ
ェ
ヘ
国
の
国
主
ギ
ン
タ
イ
シ
の
長
子
で
あ
り
、
ギ
ン
タ
イ
シ
は
ホ
ン
タ
イ
ジ
生

母
に
あ
た
る
イ
ェ
ヘ=

ナ
ラ
氏
（
太
祖
第
三
の
大
妃
）
の
実
兄
に
他
な
ら
な
い
。
イ
ェ

ヘ
国
討
滅
（
天
命
四
年
八
月
）
の
状
況
を
詳
記
す
る
『
老
档
』
に
よ
る
と
、
逡
巡
の

あ
げ
く
降
伏
を
拒
み
、
居
城
本
丸
に
立
て
籠
も
っ
て
自
焚
し
た
も
の
の
死
に
き
れ
ず
、

一
九

清
朝
入
関
前
の
〈
ア
ゲ
〉age

に
つ
い
て

267



結
局
捕
縛
さ
れ
た
ギ
ン
タ
イ
シ
を
、
太
祖
は
冷
然
と
縊
り
殺
さ
せ
た
反
面
、「
三
十

六
歳
に
な
っ
た
今
日
死
ぬ
の
で
あ
る
か
。
縛
ら
ず
そ
の
ま
ま
斬
り
殺
せ
」
と
縄
目
の

恥
辱
を
拒
み
、
潔
く
死
を
望
ん
だ
デ
ル
ゲ
ル
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
助
命
し
た
上
、

身
柄
を
「
汝
の
兄
を
大
い
に
愛
し
み
養
え
」
と
ホ
ン
タ
イ
ジ
に
預
け
置
い
た
と
い
う
。

『
初
集
』
巻
一
五
〇
・
徳
爾
格
勒
伝
に
は
、
そ
の
後
、
梅
勒
章
京
（
副
将
）
の
世
職
を

授
与
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
事
跡
は
不
明
で
あ
る
。
海
西
フ
ル
ン
族
の
ハ

ダ
・
ウ
ラ
・
イ
ェ
ヘ
・
ホ
イ
フ
ァ
四
国
は
、
す
べ
て
ナ
ラ
姓
を
王
族
に
戴
く
け
れ
ど

も
、
同
一
ム
ク
ン
に
属
す
る
の
は
前
二
者
に
限
ら
れ
る
。
旗
分
志
に
よ
れ
ば
イ
ェ
ヘ=

ナ
ラ
姓
の
場
合
、
西
城
の
ギ
ン
タ
イ
シ
系
と
東
城
の
ブ
ヤ
ン
グ
・
ブ
ル
ハ
ン
グ
兄
弟

系
を
合
わ
せ
て
、
八
旗
全
体
で
計
九
個
も
の
国
初
ニ
ル
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る%9

。

天
聰
九
年
、
専
管
ニ
ル
二
個
の
保
有
が
確
定
し
た
ナ
ン
チ
ュ
は
デ
ル
ゲ
ル
の
長
子
で

あ
り
、
太
宗
に
と
っ
て
は
舅
表
兄
の
子
に
あ
た
る
。

〔
エ
セ
ン
デ
リ
〕

エ
セ
ン
デ
リ
に
つ
い
て
は
「U

rg
°u

d
a

i
E

fu

の
子

E
senderi

A
ge

」（
第
Ⅰ
表
備
考
欄
注
記
﹇
天
命
七
年
二
月
﹈）
が
落
馬
し
て
死
亡
し
た
と

伝
え
ら
れ
る
の
で
、
海
西
ハ
ダ
国
の
国
主
メ
ン
ゲ
ブ
ル
長
子
ウ
ル
グ
ダ
イ
の
子
で
あ

っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。『
満
洲
実
録
』
で
は
太
祖
が
ハ
ダ
国
を
最
終
的
に
併
合
し
た

万
暦
二
九
（
一
六
〇
一
）
年
の
翌
々
年
、
メ
ン
ゲ
ブ
ル
に
与
え
る
予
定
で
あ
っ
た
太
祖

の
三
女
マ
ン
グ
ジ=

ゲ
ゲ
を
、
ウ
ル
グ
ダ
イ
が
代
っ
て
娶
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
エ
セ
ン
デ
リ
自
身
も
郡
主
（
シ
ュ
ル
ガ
チ
の
孫
娘
）
を
娶
っ
た
よ
う
で
あ
る^0

。

ウ
ル
グ
ダ
イ
は
は
じ
め
副
将
、
後
に
は
総
兵
官
の
世
職
を
授
与
さ
れ
、
さ
ら
に
天
命

七
年
頃
に
は
都
堂
に
任
じ
ら
れ
、
翌
年
財
物
の
隠
匿
に
縁
坐
し
て
都
堂
を
革
職
さ
れ

た
が
、
ま
も
な
く
旧
職
に
復
し
た
ら
し
い
。
都
堂
と
は
遼
東
進
出
後
、
死
亡
に
よ
る

欠
員
と
老
齢
化
の
目
立
つ
五
大
臣
に
代
置
さ
れ
た
政
務
処
理
機
関^1

で
あ
り
、
構
成
員

の
顔
ぶ
れ
は
太
祖
庶
子
タ
ン
グ
ダ
イ
と
側
出
子
ア
バ
タ
イ
の
他
、「
五
大
臣
」
か
ら

横
滑
り
し
た
ホ
ホ
リ
と
フ
ル
ガ
ン
、
お
よ
び
ア
ド
ゥ
ン
ら
で
あ
り
、
ウ
ル
グ
ダ
イ
は

ア
ド
ゥ
ン
失
脚
後
に
補
充
さ
れ
た
ら
し
い
。
八
旗
全
体
で
は
ハ
ダ
王
族
系
の
ニ
ル
は

八
個
に
達
す
る^2

が
、
ウ
ル
グ
ダ
イ
の
族
人
・
属
下
は
孫
の
ケ
シ
ネ
に
至
っ
て
二
個
の

専
管
ニ
ル
（
正
藍
旗→

黄
旗
）
と
し
て
認
定
さ
れ
た
。

以
上
、
非
ウ
ク
ス
ン
系
の
ア
ゲ
八
人
の
周
辺
を
検
討
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
を
要

素
別
に
表
示
す
れ
ば
左
表
の
よ
う
に
な
る
。
表
中
、
フ
ル
ガ
ン
が
「
五
大
臣
」
中
の

最
年
少
者
、
ア
ド
ゥ
ン
が
側
近
の
ヒ
ヤ
、
ア
ラ
ン
ジ
ュ
と
バ
ド
ゥ
リ
が
「
十
ジ
ャ
ル

グ
チ
」、
デ
ル
ゲ
ル
父
子
と
エ
セ
ン
デ
リ
が
海
西
フ
ル
ン
諸
国
最
高
の
貴
種
で
あ
っ

た
こ
と
に
鑑
み
て
、
い
ず
れ
も
太
祖
政
権
を
支
え
た
重
臣
で
あ
る
と
同
時
に
、
名
望

と
実
力
に
お
い
て
「
五
大
臣
」
に
比
肩
す
る
か
、
そ
れ
に
準
ず
る
格
づ
け
を
有
す
る

功
臣
た
ち
で
あ
っ
た
。

二
〇

268

人
　
名

称
号
／
続
柄

旗
　
属

①
姓
氏
　
②
姻
縁
　
③
来
帰
　
④
官
職
　
⑤
専
管
ニ
ル

フ
ル
ガ
ン

ヒ
　
ヤ

正
黄
旗→

①
ト
ゥ
ン
ギ
ャ
　
②
太
祖
姉
婿
フ
ラ
フ
の
子
　
③
万
暦
16
年

白
旗→

④
五
大
臣
／
都
堂
／
グ
サ=

エ
ジ
ェ
ン
　
⑤
専
管
ニ
ル
三
個

正
白
旗

（
四
子
ジ
ュ
ン
タ
・
六
子
ア
ラ
ミ
・
六
弟
ダ
ル
タ
イ
）

ア
ド
ゥ
ン

ヒ
　
ヤ

黄
旗→

①
タ
タ
ラ
　
②
太
祖
の
姨
表
弟
　
③
万
暦
15
年
　
④
グ
サ=

正
白
旗
　

エ
ジ
ェ
ン
／
都
堂
　
⑤
﹇
専
管
ニ
ル
一
個
（
同
族
イ
ン
グ
ル

ダ
イ
）﹈

ア
ラ
ン
ジ
ュ
ジ
ャ
ル
グ
チ

紅
旗
　

①
ド
ン
ゴ
　
③
万
暦
15
年
　
④
十
ジ
ャ
ル
グ
チ
（
再
従
弟
ユ

ン
シ
ュ
ン→

グ
サ=

エ
ジ
ェ
ン
）

⑤
専
管
ニ
ル
二
個
（
三

弟
ブ
ル
カ
ン
・
従
兄
弟
ラ
ン
ゲ
の
長
子
ド
ゥ
ン
シ
ル
）

バ
ド
ゥ
リ

ジ
ャ
ル
グ
チ

黄
旗→

①
ト
ゥ
ン
ギ
ャ
　
③
万
暦
16
・
17
年
　
④
十
ジ
ャ
ル
グ
チ
／

ム
ン
ガ
ト
ゥ
バ
ド
ゥ
リ
弟
正
白
旗
　

グ
サ=

エ
ジ
ェ
ン
　
⑤
専
管
ニ
ル
一
個
（
三
子
ジ
ョ
ロ
）

デ
ル
ゲ
ル

イ
ェ
ヘ
王
族

黄
旗→

①
イ
ェ
ヘ=

ナ
ラ
　
②
太
祖
の
妻
兄
ギ
ン
タ
イ
シ
の
子
　
③

ナ
ン
チ
ュ

デ
ル
ゲ
ル
子
正
黄
旗
　

天
命
４
年
　
⑤
専
管
ニ
ル
二
個
（
長
子
ナ
ン
チ
ュ
）

エ
セ
ン
デ
リ
ハ
　
ダ
王
族
正
藍
旗→

①
ハ
ダ=

ナ
ラ
　
②
太
祖
の
女
婿
ウ
ル
グ
ダ
イ
（
都
堂
）
の

黄
旗
　

子
　
③
万
暦
29
年
　
⑤
専
管
ニ
ル
二
個
（
子
ケ
シ
ネ
）



二
一

清
朝
入
関
前
の
〈
ア
ゲ
〉age

に
つ
い
て

し
か
し
、
表
示
し
た
よ
う
な
条
件
の
み
で
ア
ゲ
と
呼
称
さ
れ
た
の
な
ら
ば
、
同
等

の
有
資
格
者
に
は
こ
と
欠
か
な
い
。
就
中
、
天
聰
九
年
に
お
け
る
専
管
ニ
ル
の
認
定

対
象
（
上
表
の
八
名
を
含
む
）
に
は
、
太
祖
の
庶
子
や
「
六
祖
」
の
子
孫
（
ギ
ョ
ロ
）

を
除
外
す
れ
ば
、「
五
大
臣
」、「
十
ジ
ャ
ル
グ
チ
」、
太
祖
の
姻
戚
を
は
じ
め
、
建
国

期
の
主
だ
っ
た
功
臣
た
ち
（
な
い
し
そ
の
後
継
者
）
が
列
挙
さ
れ
て
い
る^3

。
上
表
の
ア

ゲ
八
名
に
は
、
自
余
の
功
臣
群
と
は
ま
た
別
個
の
要
素
が
加
味
さ
れ
て
い
た
、
と
推

断
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
太
祖
政
権
の
基
盤
は
元
来
、
股
肱
の
古
参
グ
チ
ュgu

cu

（
身
辺
に
近

侍
す
る
従
者
）
を
中
核
に
配
し
つ
つ
、
建
州
マ
ン
ジ
ュ
五
部
に
乱
立
す
る
大
小
の
在

地
豪
族
（
ア
ン
バ
ンam

ban

）
を
懐
柔
す
る
か
、
服
従
さ
せ
て
形
成
さ
れ
た
家
臣
団

に
あ
り
、
太
祖
と
し
て
は
か
れ
ら
の
忠
誠
を
つ
な
ぎ
離
反
を
防
止
す
べ
く
、
恩
威
両

面
で
腐
心
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
別
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
主
だ
っ
た
衆
大

臣
ら

u
ju

lah
a

geren
am

basa

」（
有
力
家
臣
）
と
「
側
近
の
ヒ
ヤ
らh

an
cik

i

h
iyasa

」（
有
力
家
臣
の
子
弟
が
中
核
）
は
太
祖
を
「
父
な
る
ベ
イ
レ

beile
am

a

」

と
呼
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
主
君ejen

に
対
す
る
有
力
家
臣
の
従
属

が
家
父
長
的
権
威
へ
の
恭
順
に
即
し
て
理
解
さ
れ
、
名
分
的
に
は
太
祖
の
「
子
」

ju
i

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る^4

。
か
か
る
紐
帯
に
加
え
て
、
太
祖

は
通
婚
に
よ
る
姻
縁
結
合
や
賜
姓
に
よ
る
族
縁
擬
制
な
ど
の
手
段
を
併
用
し
て
、
家

臣
た
ち
と
の
結
合
強
化
に
努
め
、
あ
る
い
は
家
臣
の
幼
い
子
弟
を
対
象
と
し
た
内
廷

で
の
養
育
は
、
太
祖
と
の
間
に
「
視
る
こ
と
子
姪
に
同
じ
」^5

と
い
う
親
密
な
一
体
感

を
醸
成
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
ハ
ン
の
子
姪
並
み
に
処
遇
さ
れ
た
重
臣
た
ち
に
ア
ゲ

号
が
許
さ
れ
た
と
の
推
定
も
成
り
立
つ
け
れ
ど
も
、「
五
大
臣
」
を
筆
頭
と
す
る
建

国
期
の
功
臣
な
い
し
そ
の
子
弟
の
な
か
で
、
上
記
八
名
だ
け
が
ア
ゲ
と
称
さ
れ
た
特

段
の
理
由
と
な
す
に
は
、
な
お
説
明
不
足
と
評
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

さ
て
、
太
祖
の
元
老
集
団
を
構
成
し
た
「
五
大
臣
」
中
、
周
囲
か
ら
唯
一
ア
ゲ
と

呼
称
さ
れ
た
の
が
他
な
ら
ぬ
フ
ル
ガ
ン
で
あ
っ
た
。
太
祖
と
の
年
齢
差
か
ら
見
る
と
、

フ
ル
ガ
ン
以
外
の
四
人
は
五
歳
以
内
に
と
ど
ま
る
の
に
比
し
て
、
フ
ル
ガ
ン
の
み
は

一
七
歳
も
年
少
で
あ
っ
た^6

。
太
祖
が
フ
ル
ガ
ン
を
手
許
に
引
き
取
り
「
子
と
し
て
養

っ
た
」
の
は
、
無
論
こ
の
年
齢
差
を
前
提
と
す
る
が
、
当
時
、
養
取
（
収
養
）
に
よ

る
血
縁
擬
制
が
他
の
栄
誉
に
ま
さ
る
破
格
の
殊
遇
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
太

祖
自
ら
フ
ル
ガ
ン
に
対
し
て
「
汝
を
（
子
と
し
て
）
同
等
の
者
か
ら
陞
せ
て
貴
く
し

て
養
う
よ
う
な
こ
と
は
、
汝
と
同
等
の
諸
大
臣
が
願
っ
て
も
得
ら
れ
な
い
こ
と
だ
」^7

と
明
言
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
養
子
と
い
え
ば
、
フ
ル
ガ
ン
と
酷
似
す
る
興
味
深

い
平
行
現
象
が
、
時
代
的
に
は
や
や
先
行
す
る
が
、
モ
ン
ゴ
ル
王
侯
の
タ
イ
ジ
号
に

も
観
察
さ
れ
る
。「
台
吉

タ
イ
ジ

、
是
れ
王
子
家
の
子
孫
な
り
」（『
三
雲
籌
俎
考
』
巻
二
、
夷

語
解
説
）
と
あ
る
よ
う
に
、
本
来
、
タ
イ
ジtayi

i

は
ボ
ル
ジ
ギ
ッ
ト
氏
チ
ン
ギ
ス

家
一
門
に
の
み
許
さ
れ
た
称
号
で
あ
っ
た
が
、
ト
ゥ
メ
ト
部
ア
ル
タ
ン=

ハ
ン
の
寵

臣
た
る
脱
脱

ト
ク
ト

（
妥
妥
）
は
同
族
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
恰
台
吉
」K

iy-a
Tayi

●i

（kiy-a

＝
侍
衛
）
と
号
し
た
。
タ
イ
ジ
号
を
帯
び
た
の
は
「
俺
答
ア
ル
タ
ン

の
義
子
に
係
る
」

た
め
で
あ
り
、「
そ
の
生
む
所
の
子
孫
は
、
虜
王
（qa

an

）
の
正
族
に
非
ず
ん
ば
、

又
た
台
吉
の
名
を
称
さ
ず
」（『
三
雲
籌
俎
考
』
巻
二
、
封
貢
考
・
大
同
豊
州
灘
順
義
王
子

派
部
落
）
と
あ
っ
て
、
一
代
限
り
の
称
号
で
あ
っ
た
。
名
実
と
も
に
「
恰
台
吉

ヒ
ヤ
＝
タ
イ
ジ

」
は

ヒ
ヤ=

ア
ゲ
そ
の
も
の
と
い
う
べ
く
、
フ
ル
ガ
ン
の
ア
ゲ
号
が
養
子
（
義
子
）
に
由

来
す
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
疑
い
を
容
れ
な
い
。

右
、
最
も
典
型
的
な
フ
ル
ガ
ン
を
例
に
と
っ
て
、
万
暦
一
六
年
、
一
四
歳
で
太
祖

の
養
子
と
な
っ
た
が
ゆ
え
に
、
子
姪
に
準
じ
て
処
遇
さ
れ
ア
ゲ
と
号
さ
れ
た
こ
と
、

さ
ら
に
内
廷
で
の
養
育
を
経
て
太
祖
身
辺
の
ヒ
ヤ
に
任
じ
ら
れ
重
用
さ
れ
た
こ
と
を

指
摘
し
て
み
た
。
フ
ル
ガ
ン
以
外
の
ア
ゲ
に
関
し
て
も
、
概
ね
同
様
の
事
情
が
あ
て

は
ま
る
も
の
と
筆
者
は
信
ず
る
が
、
い
ず
れ
も
養
取
を
立
証
す
べ
き
明
文
を
欠
き
推

測
の
域
を
出
な
い
。
ま
ず
、
ア
ド
ゥ
ン=

ヒ
ヤ
の
場
合
、
彼
と
は
同
旗
・
同
姓ハ
ラ

・
同

族
ム
ク
ン

・
同
地
・
同
世
代
の
関
係
に
あ
っ
た
ダ
イ
ン
ブ^8

が
、
天
命
七
年
頃
、
個
々
の
群

臣
と
と
も
に
太
祖
に
忠
誠
を
誓
っ
た
誓
詞
に
お
い
て
、「
父
な
る
ハ
ンH

an
am

a
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は
我
ダ
イ
ン
ブ
を
養
子
の
よ
う
にu

jih
e

ju
i

gese

養
っ
た
」^9

と
語
っ
て
い
る
。
こ
の

文
言
か
ら
判
断
す
る
と
、
ど
う
や
ら
ダ
イ
ン
ブ
自
身
は
養
子
で
な
か
っ
た
ら
し
い
が
、

太
祖
を
「
父
な
る
ハ
ン
」
と
呼
び
得
る
有
力
家
臣
で
は
あ
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、

「
養
っ
た
ハ
ン
を
棄
て
て
逃
げ
た
」
後
、
天
命
三
年
に
再
び
来
帰
し
て
（『
満
洲
名
臣

伝
』
巻
五
、
達
音
布
伝
）、「
逃
げ
て
も
ま
た
愛
し
み
養
」（
上
掲
誓
詞
の
後
段
）
わ
れ
た

経
緯
は
、
太
祖
の
並
々
な
ら
ぬ
恩
顧
を
物
語
る
。
こ
の
ダ
イ
ン
ブ
に
も
ま
さ
る
殊
遇

ゆ
え
に
、
ア
ド
ゥ
ン
は
「
側
近
の
ヒ
ヤ
」
の
列
に
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ

も
そ
も
「
側
近
の
ヒ
ヤ
」
は
ハ
ン
の
家
父
長
的
権
威
に
服
す
る
「
子
」
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
、
実
際
、
ヒ
ヤ
の
な
か
に
は
太
祖
が
「
ヒ
ヤ
の
名
を
与
え
子
と
し
て
養
っ

た
」&0

も
の
も
存
在
し
た
。

つ
ぎ
の
バ
ド
ゥ
リ
も
確
証
に
欠
け
る
が
、
朝
鮮
側
に
「
奴
の
姪
子

お

い

」
と
誤
っ
て
伝

聞
し
た
背
景
に
は
、「
同
等
の
者
か
ら
陞
せ
て
貴
く
し
て
養
」
わ
れ
た
養
子
な
れ
ば

こ
そ
の
寵
遇
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
加
う
る
に
、
バ
ド
ゥ
リ
は
自
ら
「
幼
時

か
ら
諸
ベ
イ
レ
に
近
侍
し
て
久
し
い
歳
月
を
閲
し
た
」
と
奏
言
し
て
お
り
、
こ
れ
を

幼
時
の
内
廷
養
育
を
経
て
ヒ
ヤ
に
任
じ
ら
れ
た
経
歴
と
解
す
る&1

な
ら
、
養
子
で
あ
っ

た
蓋
然
性
は
一
層
高
く
な
る
。
ア
ラ
ン
ジ
ュ
の
場
合
は
、
唯
一
天
命
以
前
（
の
万
暦

三
六
年
）
に
陣
没
し
て
い
た
事
例
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
ア
ラ
ン
ジ
ュ
が
ア
ゲ
と

公
的
に
追
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
天
命
四
年
以
後
に
せ
よ
、
陣
没
以
前
に
お

い
て
太
祖
子
姪
に
準
じ
て
処
遇
さ
れ
た
事
実
が
な
け
れ
ば
、
ア
ゲ
と
は
称
さ
れ
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ア
ラ
ン
ジ
ュ
は
十
ジ
ャ
ル
グ
チ
の
筆
頭
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
と

比
較
し
て
付
言
す
べ
き
人
物
が
、
同
じ
く
天
命
以
前
に
戦
死
し
た
名
門
ワ
ン
ギ
ャ
姓

の
シ
ラ
バ=

ジ
ャ
ル
グ
チ
で
あ
る
。
シ
ラ
バ
は
万
暦
二
一
（
一
五
九
三
）
年
、
フ
ル
ギ

ャ
チ
寨
に
ハ
ダ
国
の
軍
勢
を
追
撃
し
た
と
き
、
身
を
挺
し
て
太
祖
の
弟&2

を
救
い
戦
死

す
る
。
こ
の
シ
ラ
バ
を
『
満
洲
名
臣
伝
』
は
「
侍
衛
西
喇
布

シ
　
ラ
　
バ

」&3

と
か
「
常
に
太
祖
を

翼
衛
す
」&4

と
伝
え
、
疑
い
な
く
ヒ
ヤ
の
身
で
ジ
ャ
ル
グ
チ
を
兼
任
し
て
い
た
。
ま
た
、

シ
ラ
バ
の
族
兄
ボ
ル
ジ
ン=

ヒ
ヤ
が
「
十
ジ
ャ
ル
グ
チ
」
に
任
じ
ら
れ
て
お
り&5

、
側

近
の
ヒ
ヤ
か
ら
適
任
者
を
「
十
ジ
ャ
ル
グ
チ
」
に
補
充
す
る
経
路
が
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
し
て
み
る
と
、
建
州
系
ア
ゲ
の
フ
ル
ガ
ン
、
ア
ド
ゥ
ン
、
バ
ド
ゥ
リ
、
ア
ラ

ン
ジ
ュ
は
す
べ
て
ヒ
ヤ
で
あ
っ
た
点
で
一
線
に
並
び
、
彼
ら
が
後
に
ア
ゲ
と
号
さ
れ

た
の
も
、
太
祖
が
少
年
期
に
内
廷
に
引
き
取
っ
て
「
子
と
し
て
養
」
い
、
つ
い
で

「
ヒ
ヤ
の
名
を
与
え
」
て
近
侍
さ
せ
た
か
ら
に
相
違
な
か
ろ
う
。

海
西
系
の
ア
ゲ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
太
祖
は
先
述
の
よ
う
に
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
に

デ
ル
ゲ
ル
の
身
柄
を
「
汝
の
兄sin

i
ahů

n

を
大
い
に
愛
し
み
養
え
」
と
い
っ
て
預

け
置
い
た
。
デ
ル
ゲ
ル
が
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
「
兄
」
に
あ
た
る
と
い
う
の
は
、
ア
フ
ン

ahů
n

が
実
の
兄
ば
か
り
か
、
副
次
的
に
堂
兄
や
中
表
兄
を
も
包
摂
し
た&6

か
ら
で
あ

り
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
か
ら
ア
ゲ
と
呼
称
さ
れ
得
る
立
場
に
あ
っ
た
。
し
か
も
、
太
祖
大

妃
の
兄
の
子
に
し
て
イ
ェ
ヘ
国
嫡
流
に
あ
た
る
デ
ル
ゲ
ル
は
、
旧
イ
ェ
ヘ
国
の
勢
力

を
円
滑
に
収
服
す
る
た
め
に
も
、
養
子
と
す
る
に
は
最
適
の
人
選
で
あ
っ
た
。
も
っ

と
も
、
帰
服
時
の
年
齢
が
三
六
歳
で
あ
る
か
ら
、
内
廷
の
養
育
を
伴
わ
な
い
名
目
的

養
子
と
把
握
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い&7

。
エ
セ
ン
デ
リ
は
太
祖
の
外
孫
に
あ
た
る
。
太

祖
の
姉
妹
・
息
女
・
孫
女
な
ど
、
功
臣
家
に
婚
出
し
た
女
子
の
子
が
内
廷
で
養
育
さ

れ
た
り
、
長
じ
て
公
主
な
ど
宗
室
女
子
の
降
嫁
を
う
け
る
例
も
稀
で
は
な
く
、
ま
し

て
エ
セ
ン
デ
リ
は
ハ
ダ
国
の
正
嫡
に
あ
た
り
、
デ
ル
ゲ
ル
同
様
、
政
略
的
に
は
養
子

に
列
せ
し
め
る
べ
き
恰
好
の
人
選
で
あ
っ
た&8

。
な
お
、
天
聰
年
間
に
現
れ
る
ム
ン
ガ

ト
ゥ
と
ナ
ン
チ
ュ
に
つ
い
て
は
、
兄
バ
ド
ゥ
リ
と
同
時
に
太
祖
に
養
取
さ
れ
た
と
思

し
き
前
者
に
対
し
て
、
後
者
は
父
デ
ル
ゲ
ル
と
も
ど
も
太
祖
の
養
子
に
な
っ
た
と
は

想
定
し
づ
ら
い
の
で
、
恐
ら
く
は
太
宗
に
養
取
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
太
祖
期
の
非
ウ
ク
ス
ン
系
ア
ゲ
に
つ
い
て
一
通
り
検
討
し
て
み
た
。
か
れ

ら
が
建
州
系
有
力
豪ア

ン

族バ
ン

の
年
少
の
子
弟
で
あ
る
か
、
海
西
ハ
ダ
・
イ
ェ
ヘ
両
国
の
王

族
嫡
統
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
て
、
前
者
を
子
飼
い
の
腹
心
と
し
て
政
権
基
幹
部
に

取
り
込
み
、
後
者
と
そ
の
配
下
部
衆
を
円
滑
に
八
旗
体
制
内
に
吸
収
す
べ
き
要
請
に

応
え
る
政
治
的
手
段
こ
そ
が
養
取
に
他
な
ら
ず
、
か
く
て
ハ
ン
の
子
姪
同
然
の
処
遇
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を
受
け
る
に
至
っ
た
養
子
た
ち
が
非
ウ
ク
ス
ン
系
ア
ゲ
の
実
体
で
あ
っ
た
と
、
筆
者

は
理
解
す
る
。

結
び
に
代
え
て

―
天
聰
九
年
以
後
の
ア
ゲ
―

大
ベ
イ
レ
の
一
人
と
し
て
ハ
ン
位
を
継
承
し
た
太
宗
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
、
ハ
ン
権
強

化
の
一
環
と
し
て
、
対
等
の
共
同
統
治
者
と
も
い
う
べ
き
他
の
三
大
ベ
イ
レ
、
ダ
イ

シ
ャ
ン
・
ア
ミ
ン
・
マ
ン
グ
ル
タ
イ
を
、
天
聰
末
年
ま
で
に
あ
る
い
は
失
脚
さ
せ
、

あ
る
い
は
屈
服
さ
せ
た
。
太
祖
時
代
に
は
な
お
成
員
間
の
同
質
性
を
と
ど
め
た
ウ
ク

ス
ン
が
、
内
部
の
身
分
的
分
化
を
露
呈
し
は
じ
め
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
頃
で
あ
る&9

。

そ
の
画
期
は
二
つ
あ
り
、
第
一
は
ギ
ョ
ロ
（
覚
羅
）
身
分
の
制
定
（
天
聰
九
﹇
一
六
三

五
﹈
年
正
月
）、
第
二
は
九
等
爵
の
制
定
（
崇
徳
初
年
）
で
あ
る
。
い
ま
、
そ
の
大
要

を
整
理
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る*0

。

①
ギ
ョ
ロ
身
分
の
制
定
と
は
、「
ハ
ン
の
ウ
ク
ス
ン
」
か
ら
タ
ク
シ
の
血
統
支
派

（
＝
太
祖
兄
弟
と
そ
の
子
孫
）
を
除
外
し
た
全
血
統
支
派
を
ギ
ョ
ロ
と
規
定
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ギ
ョ
ロ
は
ウ
ク
ス
ン
内
部
の
下
級
成
員
と
し

て
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

②
崇
徳
元
（
一
六
三
六
）
年
四
月
、
大
清
皇
帝
に
即
位
し
た
太
宗
は
「
祖
父
福
王

（
タ
ク
シ
）
以
後
の
子
孫
兄
弟
」
に
「
そ
の
功
徳
を
視
て
」*1

授
封
す
べ
く
、
新
た

に
和
碩
親
王

ホ
シ
ョ
＝
チ
ン
ワ
ン

・
多
羅
郡
王

ド
ロ
＝
ギ
ュ
ン
ワ
ン

・
多
羅
貝
勒

ド
ロ
＝
ベ
イ
レ

・
固
山
貝
子

グ
サ
＝
ベ
イ
セ

の
四
等
爵
を
創
設
し
、
同

三
年
八
月
に
は
そ
の
下
位
に
鎮
国
公
・
輔
国
公
・
鎮
国
将
軍
・
輔
国
将
軍
・
奉

国
将
軍
を
増
設
し
て
九
等
爵
制
度
が
成
立
す
る
。

③
こ
の
と
き
、
ギ
ョ
ロ
は
九
等
爵
の
授
封
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
た
の
で
、
遂
に
ウ

ク
ス
ン
外
の
準
皇
族
身
分
へ
下
降
し
、
以
後
、
ウ
ク
ス
ン
と
い
え
ば
タ
ク
シ
系

宗
室
を
指
す
の
み
か
、
こ
の
語
彙
自
体
が
清
朝
宗
室
専
用
の
固
有
名
詞
へ
と
転

化
す
る
に
至
っ
た
。

④
九
等
爵
の
も
と
で
、
タ
ク
シ
系
の
子
孫
は
太
祖
と
シ
ュ
ル
ガ
チ
の
嫡
出
子
孫
と
、

こ
れ
を
除
く
庶
出
子
孫
の
、
上
下
二
類
の
宗
室

ウ
ク
ス
ン

に
判
然
と
弁
別
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
上
級
宗
室
の
う
ち
、
も
と
の
議
政
ベ
イ
レ
は
和
碩
親
王
・
多
羅
郡
王
・

多
羅
貝
勒
を
、
そ
の
他
は
固
山
貝
子
以
下
、
輔
国
公
以
上
を
授
爵
さ
れ
た
。
対

す
る
下
級
宗
室
は
鎮
国
以
下
の
三
将
軍
を
授
爵
さ
れ
、
こ
こ
に
も
入
ら
な
い
等

外
者
は
間
散
宗
室
と
し
て
一
括
さ
れ
た
。

上
記
四
点
を
約
言
す
れ
ば
、
ハ
ン
と
血
統
を
生
得
的
に
共
有
す
る
が
故
に
、
総
体

と
し
て
の
尊
貴
さ
を
保
証
さ
れ
た
太
祖
期
の
ウ
ク
ス
ン
が
、
太
宗
に
よ
る
ハ
ン
権

力
・
権
威
の
強
化
に
伴
っ
て
、
そ
の
基
盤
と
す
る
出
自
／
血
縁
原
理
（
成
員
相
互
の

同
質
性
と
一
体
性
を
本
質
と
す
る
ム
ク
ン
制
原
理
）
の
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
封
爵
の

与
奪
陞
降
権
を
掌
握
す
る
ハ
ン
に
尊
貴
さ
の
根
源
を
求
め
る
重
層
的
身
分
秩
序
（
ハ

ン
―
上
級
ウ
ク
ス
ン
―
下
級
ウ
ク
ス
ン
―
ギ
ョ
ロ
）
へ
と
席
を
譲
る
過
程
と
し
て
把
握
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
制
度
の
改
変
過
程
で
、
ア
ゲ
も
不
可
避
的
に

変
容
を
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
い
ま
の
筆
者
に
は
そ
の
経
緯
を
詳
論
す
べ
き
十
分

な
用
意
が
な
い
の
で
、
さ
し
あ
た
り
下
記
の
よ
う
な
結
果
中
心
の
展
望
を
提
示
す
る

に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

太
祖
の
ゲ
ン
ギ
ェ
ン=

ハ
ン
即
位
を
契
機
に
浮
上
す
る
太
祖
中
心
的
な
序
列
原
理

と
、
ウ
ク
ス
ン
下
位
世
代
を
ア
ゲ
の
範
疇
に
類
別
す
る
同
質
性
の
共
存
が
天
命
期
の

特
質
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
太
宗
期
の
ア
ゲ
は
以
下
の
よ
う
に
形
容
さ
れ
よ
う
。
ま

ず
、
天
聰
九
年
、
ギ
ョ
ロ
身
分
の
制
定
に
よ
っ
て
、
ア
ゲ
は
タ
ク
シ
系
統
に
限
定
さ

れ
、
翌
崇
徳
元
年
、
爵
制
の
創
始
に
と
も
な
い
タ
ク
シ
系
統
が
上
下
二
級
の
宗
室
に

序
列
化
さ
れ
る
と
、
ア
ゲ
は
庶
出
系
下
級
ウ
ク
ス
ン
の
尊
称
と
し
て
残
っ
た*2

。
と
こ

ろ
が
、
崇
徳
三
年
、
九
等
爵
が
出
揃
う
と
、
ア
ゲ
は
鎮
国
将
軍
以
下
の
爵
位
を
授
封

さ
れ
る
か
、
無
封
な
ら
ば
間
散
宗
室
と
称
さ
れ
た
。
か
く
し
て
入
関
前
の
ア
ゲ
は
九

等
爵
制
の
な
か
へ
一
旦
解
消
す
る
の
で
あ
っ
て
、「
皇
子
」
を
意
味
す
る
入
関
後
の
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関
前
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ア
ゲ
〉age

に
つ
い
て



ア
ゲ
と
は
自
ず
か
ら
断
絶
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う*3

。
一
方
、
こ
う
し

た
ウ
ク
ス
ン
の
厳
格
な
階
層
化
は
、
内
部
に
擬
制
的
血
縁
者
の
介
在
す
べ
き
余
地
を

と
ど
め
ず
、
た
め
に
非
ウ
ク
ス
ン
系
の
ア
ゲ
は
天
聰
九
年
以
後
、
記
録
か
ら
姿
を
消

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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二
五

清
朝
入
関
前
の
〈
ア
ゲ
〉age

に
つ
い
て

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
長祖
徳世庫 素赫臣 　興阿65

尼揚古 瓦爾哈71
二祖
劉　闡 陸虎臣 索爾和 穆哈廉24（50） 塔爾布

薩弼翰54（42）
三祖
索長阿 履　泰 拝　塔62

務　泰 威　準 阿蘭泰柱35（52） 巴哈達
望　善70 昂阿拉８（不詳）
洞峨洛 龍　錫48（39）

綽奇阿朱古 阿度巴顔61
龍　敦 珠巴礼 奥　塔53（44）

伊巴礼 岳　塔45（47）
鐸　弼64 布爾吉12（38）
薩哈爾察68
掛爾察66
托博輝69

四祖 喇　岱 額蘇特 穆爾　51（19）
覚昌安 礼　敦 博伊和斉63 塞　勒27（39） 崇徳元．固山貝子

阿　頼
塔克世 弩爾哈斉 英幽死 杜　度18/16（23/24）

［太祖］ 尼　堪25（15）崇徳元．固山貝子
代　善７（37） 岳　託33（23）崇徳元．和碩親王

碩　託28（22）崇徳元．固山貝子
薩哈廉26（20）崇徳元．和碩親王
瓦克達32（18）崇徳元．固山貝子
◆瑪　占50（25）崇徳元．固山貝子

■阿　拝１（39）崇徳４．鎮国将軍
■湯古代30（37）崇徳４．鎮国将軍

邁達礼49（30）
莽古爾泰失脚 広　顧42（29）

額弼論40（27）
■塔　拝29（33）天聰8?．輔国将軍
◆阿巴泰２/３（33） 博和託37（25）崇徳元．固山貝子

博　洛38（23）崇徳元．固山貝子
皇太極［太宗］ 豪　格43（22）
■巴布泰10（32）崇徳６．輔国将軍
徳格類14（26） 徳克西克39（19）
■巴布海９（28）
阿済格５（16） 和　度44（18）崇徳元．固山貝子
■頼慕布46（24） 樓　親
多爾袞17（13）
多　鐸（13） 多　尼

■穆爾哈斉 達爾察13（40） 多爾博
務達海31（24）崇徳４．輔国将軍

舒爾哈斉 阿　敏（34/35）失脚 愛度礼34（23）崇徳元．固山貝子
失脚 図　倫 屯斉喀58（22）崇徳元．固山貝子

屯　斉57（22）崇徳元．固山貝子
塞桑武22（24） 洛　托47（21）崇徳元．固山貝子
済爾哈朗23（23）
費揚武20（19）崇徳元．固山貝子

◆巴雅喇67 拝音図36（34）順治２．鎮国将軍
五祖 鞏阿岱41（25）順治初．固山貝子?
包郎阿 郎　騰 錫　翰55（22）

六祖 伯　林 拝　三
宝　実

〔記号説明〕人名＝天命年間のアゲ；人名＝天聰年間のアゲ；人名＝天命～天聰年間のアゲ；数字＝表Ⅰ～Ⅳ中の人名№；
（ ）内＝初出年齢；太字＝大ベイレ；網かけ＝タイジ号保有者；◆＝側出子；■＝庶出子

〔備考〕 ①人名右端の爵位と授爵年次は『満文老档』に加えて､『皇朝文献通考』巻246～248｢封建考｣を参考にした｡
②多鐸がタイジ号を保有した明証はないが､ここではタイジであったと仮定しておく｡

付図　〈ウクスン世系図〉（人名表記・年齢は『愛新覚羅宗譜』に準拠）
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二
六

第
Ⅰ
表
　
太
祖
期
の
ア
ゲ
／
太
祖
期
・
太
宗
期
に
共
通
す
る
ア
ゲ

（
典
拠：

『
太
祖
老
档
』→

『
祖
档
』；

『
太
宗
老
档
』→

『
宗
档
』；

『
天
聰
九
年
档
』→

『
九
档
』）

﹇
初
・
末
は
各
档
案
で
の
最
初
と
最
後
の
事
例
、
※
は
参
考
例
﹈

№

人
　
名

年
　
月
　
日

出
典
　
頁

備
　
考

１

A
baiA

ge
初

天
命
８
年
正
月
27
日

『
祖
档
』
638

末

天
命
10
年
10
月
３
日

『
祖
档
』
988

初

天
聰
４
年
３
月
１
日

『
宗
档
』
332

末

崇
徳
元
年
７
月
25
日

『
宗
档
』
1209

―

天
聰
９
年
８
月
８
日

『
九
档
』
41

２

A
bataiA

ge

初

天
命
６
年
閏
２
月
26
日

『
祖
档
』
275

こ
れ
以
前
の
万
暦
39
年
にA

bataiT
aiji

末

天
命
９
年
正
月
１
日

『
祖
档
』
881

こ
の
条
以
後
はA

bataiT
aiji

３

A
btaiA

ge

初

天
命
７
年
２
月
９
日

『
祖
档
』
520

末

天
命
７
年
３
月
９
日

『
祖
档
』
564
「A

btaiN
akcu

の
旗グ
サ

は
、
…
…A

btai

A
ge

の
旗グ
サ

は
…
…
」

４

A
du

n
A

ge

初

天
命
６
年
閏
２
月
26
日

『
祖
档
』
274

末

天
命
６
年
11
月
18
日

『
祖
档
』
413

天
命
６
年
９
月
、
失
脚
幽
閉

５

A
jige

A
ge

初

天
命
５
年
３
月
10
日

『
祖
档
』
218

末

天
命
９
年
正
月
１
日

『
祖
档
』
881

こ
の
条
以
後
はA

jige
T

aiji,A
jige

A
ge

B
eile

初

天
聰
元
年
12
月
８
日

『
宗
档
』
110

こ
の
条
以
前
はA

jige
Taiji

末

天
聰
６
年
正
月

『
宗
档
』
660

こ
の
条
の
前
後
はA

jige
Taiji,A

jige
B

eile

６

A
lan

ju
A

ge

初

天
命
６
年
２
月

『
祖
档
』
260

Y
u

n
gšu

n

の
「
兄A

lan
ju

A
ge

」（
万

末

天
命
６
年
７
月
10
日

『
祖
档
』
354

暦
36
年
の
ウ
ラ
攻
め
に
戦
没
）

７

A
m

ba
A

ge

初

天
命
４
年
３
月
２
日

『
祖
档
』
128

（D
aišan

）

末

天
命
８
年
５
月
９
日

『
祖
档
』
762

８

A
n

ggara
A

ge

初

天
命
８
年
９
月
５
日

『
祖
档
』
863

末

天
命
８
年
９
月
24
日

『
祖
档
』
876
「A

n
g

g
a

ra
A

g
e

の
娘
で
あ
る
公
主

(A
n

ggara
A

ge
iju

igege)

」

初

天
聰
元
年
正
月
14
日

『
宗
档
』
6

―

天
聰
９
年
６
月
９
日

『
九
档
』
177

天
聰
９
年
12
月
、
刑
死

９

B
abu

h
aiA

ge

初

天
命
８
年
３
月
11
日

『
祖
档
』
688

初

天
聰
６
年
正
月
２
日

『
宗
档
』
621

―

天
聰
９
年
９
月
７
日

『
九
档
』
273

10

B
abu

taiA
ge

初

天
命
８
年
７
月
８
日

『
祖
档
』
846

末

天
命
10
年
10
月
３
日

『
祖
档
』
988

初

天
聰
元
年
正
月
20
日

『
宗
档
』
10

末

天
聰
６
年
５
月
11
日

『
宗
档
』
766

11

B
adu

riA
ge

初

天
命
６
年
12
月
７
日

『
祖
档
』
439

末

天
命
７
年
６
月
16
日

『
祖
档
』
614

12

B
u

rgiA
ge

初

天
命
８
年
７
月
８
日

『
祖
档
』
842

13

D
arja

A
ge

初

天
命
６
年
11
月
23
日

『
祖
档
』
424

末

天
命
７
年
３
月
23
日

『
祖
档
』
583

14

D
egeleiA

ge

初

天
命
６
年
３
月
27
日

『
祖
档
』
298

こ
の
条
以
前
にD

egeleiT
aiji

あ
り

末

天
命
８
年
９
月
９
日

『
祖
档
』
867

こ
の
条
以
後D

egeleiT
aiji

15

D
elger

A
ge

初

天
命
10
年
正
月
７
日

『
祖
档
』
958
「D

elger

の
母
はG

in
taisiB

eile

の

妻
でH

an

に
と
っ
て
嫂aša

」

16

D
odo

A
ge

初

天
命
６
年
３
月
４
日

『
祖
档
』
280

天
命
６
年
以
後
、D

odo
T

aiji

と
し
て

末

天
命
９
年
４
月
22
日

『
祖
档
』
912

も
し
ば
し
ば
登
場
（
い
ず
れ
もD

u
du

初

天
聰
元
年
12
月
８
日

『
宗
档
』
110

と
の
混
同
か
？→

注
u
参
照
）

17

D
orgon

A
ge

初

無
年
月
（

）

『
祖
档
』
1104
『
満
洲
実
録
』
で
はD

orgon
T

aiji

初

天
聰
元
年
12
月
８
日

『
宗
档
』
110

18

D
u

du
A

ge

初

天
命
７
年
４
月
５
日

『
祖
档
』
595

朝
鮮
史
料
で
は
豆
斗
羅
古
／
斗
斗
阿
古

末

天
命
９
年
正
月
１
日

『
祖
档
』
881

初

天
聰
元
年
２
月

『
宗
档
』
50

こ
の
条
の
前
後
はD

u
du

T
aiji

末

天
聰
元
年
12
月
８
日

『
宗
档
』
110

こ
の
条
以
後
はD

u
du

T
aiji

19
E

sen
deriA

ge

初

天
命
７
年
２
月
３
日

『
祖
档
』
506
「U

rgů
daiE

fu

の
子E

senderiA
ge

」

20

F
iyanggů

A
ge

初

天
命
８
年
３
月
23
日

『
祖
档
』
698

初

天
聰
６
年
正
月
１
日

『
宗
档
』
620

末

崇
徳
元
年
12
月
30
日

『
宗
档
』
1502

―

天
聰
９
年
正
月
１
日

『
九
档
』
3

21

H
iya

A
ge(D

a
初

天
命
６
年
11
月
18
日

『
祖
档
』
413

天
命
９
年

５
月
28
日
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七

清
朝
入
関
前
の
〈
ア
ゲ
〉age

に
つ
い
て

rh
an

H
iya)

末

天
命
９
年
正
月
11
日

『
祖
档
』
894

天
命
８
年
10
月
20
日
死
没

22
Jaisanggů

A
ge

初

天
命
６
年
３
月
３
日

『
祖
档
』
280

末

天
命
８
年
９
月
９
日

『
祖
档
』
867

こ
の
条
に
前
後
し
てJaisanggů

T
aiji

23

Jirgalang
A

ge

初

天
命
６
年
閏
２
月
26
日

『
祖
档
』
275

末

天
命
８
年
９
月
23
日

『
祖
档
』
876

こ
の
条
以
後
はJirgalan

g
T

aiji

―

天
聰
９
年
７
月
20
日

『
九
档
』
211

24

M
uhaliyan

Age

初

天
命
８
年
２
月
７
日

『
祖
档
』
648

※

天
命
８
年
７
月
８
日

『
祖
档
』
847
「M

u
h

aliyan

の
（
子
）D

arbu

」

25

N
ikan

A
ge

初

天
命
９
年
４
月
22
日

『
祖
档
』
912

初

天
聰
６
年
正
月
５
日

『
宗
档
』
625

天
聰
４
年
４
月
17
日
（
頁359

）
にN
ikan

T
aiji

と
見
え
、
以
後
はA

ge

末

崇
徳
元
年
４
月
18
日

『
宗
档
』
1012

―

天
聰
９
年
５
月
14
日

『
九
档
』
137

26

Sahaliyan
A

ge

初

天
命
８
年
７
月
21
日

『
祖
档
』
853

こ
の
条
以
後
はS

ah
aliyan

T
aiji

27

S
ele

A
ge

初

天
命
８
年
２
月
27
日

『
祖
档
』
673

末

天
命
８
年
４
月
２
日

『
祖
档
』
710

初

天
聰
５
年
正
月
30
日

『
宗
档
』
471

末

天
聰
５
年
２
月
19
日

『
宗
档
』
477

―

天
聰
９
年
６
月
９
日

『
九
档
』
177

28

Š
oto

A
ge

初

天
命
６
年
11
月
１
日

『
祖
档
』
401

こ
の
条
に
前
後
し
てŠ

oto
T

aiji

、
や

や
遅
れ
てŠ

oto
B

eile

と
し
て
も
登
場

末

天
命
９
年
正
月
１
日

『
祖
档
』
881

こ
の
条
以
後
はŠ

oto
T

aiji

初

天
聰
５
年
８
月
23
日

『
宗
档
』
548

天
聰
４
年
６
月
、T

aiji

を
革
去

末

崇
徳
元
年
８
月
10
日

『
宗
档
』
1231

29

T
abaiA

ge

初

天
命
６
年
12
月
11
日

『
祖
档
』
442

末

天
命
10
年
10
月
３
日

『
祖
档
』
988

―

天
聰
９
年
10
月
29
日

『
九
档
』
330

30

Tanggů
daiAge

初

天
命
６
年
５
月
25
日

『
祖
档
』
333

末

天
命
９
年
正
月
４
日

『
祖
档
』
886

初

天
聰
元
年
正
月
20
日

『
宗
档
』
10

末

崇
徳
元
年
４
月
18
日

『
宗
档
』
1012

―

天
聰
９
年
９
月
７
日

『
九
档
』
273

31

U
dah

aiA
ge

初

天
命
９
年
正
月
24
日

『
祖
档
』
909
「U

dahaiA
ge

の
妹
で
あ
る
公
主
（U

da-

haiA
ge

inon
gege)

」

32

W
akda

A
ge

初

天
命
８
年
９
月
16
日

『
祖
档
』
872

末

天
命
８
年
９
月
21
日

『
祖
档
』
875

初

天
聰
元
年
５
月
27
日

『
宗
档
』
82

末

天
聰
２
年
８
月
６
日

『
宗
档
』
139

―

天
聰
９
年
９
月
25
日

『
九
档
』
285

33

Y
oto

A
ge

初

天
命
６
年
７
月
12
日

『
祖
档
』
367

こ
の
条
に
前
後
し
てY

oto
B

eile

と
も

末

天
命
11
年
８
月
４
日

『
祖
档
』
1088

天
命
９
年
正
月
１
日
以
後
、
こ
こ
に
至

る
ま
で
はY

oto
T

aiji

第
Ⅱ
表
　
太
宗
期
に
の
み
現
れ
る
ア
ゲ
（
典
拠：

『
太
宗
老
档
』→

『
宗
档
』；

『
天
聰
九
年

档
』→

『
九
档
』；

『
内
国
史
院
档
天
聰
八
年
』→

『
内
档
』）

№

人
　
名

年
　
月
　
日

出
典
　
頁

備
　
考

34

A
idariA

ge/

初

天
聰
６
年
正
月

『
宗
档
』
661

→

『
内
档
』
天
聰
８
年
７
月
23
日

A
idu

riA
ge

初

天
聰
９
年
５
月
14
日

『
九
档
』
137

35

阿
格
阿
蘭
台
朱

初

天
聰
８
年
正
月
初
６
日

『
内
档
』
52

子
巴
哈
塔

36

B
ain

tu
A

ge

初

天
聰
６
年
正
月
２
日

『
宗
档
』
621

末

崇
徳
元
年
９
月
28
日

『
宗
档
』
1295

37

阿
哥
博
和
托

初

天
聰
８
年
５
月
11
日

『
内
档
』
82

38

B
olo

A
ge

初

天
聰
10
年
４
月
３
日

『
宗
档
』
986

末

崇
徳
元
年
４
月
18
日

『
宗
档
』
1012

―

天
聰
９
年
４
月
26
日

『
九
档
』
117

39

阿
哥
●
席
庫

初

天
聰
８
年
５
月
11
日

『
内
档
』
82

D
en

gsiku

＝
●
席
庫
／
徳
克
西
克

40

E
bilu

n
A

ge

初

天
聰
９
年
４
月
17
日

『
九
档
』
105

天
聰
９
年
12
月
、
刑
死

41

Gů
nggadaiAge

初

天
聰
４
年
２
月
３
日

『
宗
档
』
453

末

崇
徳
元
年
11
月
25
日

『
宗
档
』
1463

42

G
uw

anggun
Age

初

天
聰
６
年
２
月
29
日

『
宗
档
』
715

→

『
内
档
』
天
聰
８
年
５
月
11
日



276

二
八

43
H

ooge
A

ge

初

天
聰
４
年
４
月
５
日

『
宗
档
』
348

ほ
と
ん
ど
はH

ooge
T

aiji,H
ooge

B
eile

と
し
て
登
場

44

H
oto

A
ge

初

崇
徳
元
年
５
月
１
日

『
宗
档
』
1031

45

Joota
A

ge

初

天
聰
４
年
４
月
５
日

『
宗
档
』
348

46

頼
木
布
阿
哥

初

天
聰
８
年
４
月
初
６
日

『
内
档
』
73
「
父
汗
諸
小
福
晋
所
生
諸
子
」

47

L
oto

A
ge

初

天
聰
10
年
４
月
３
日

『
宗
档
』
986

→

『
内
档
』
天
聰
８
年
８
月
21
日

末

崇
徳
元
年
４
月
18
日

『
宗
档
』
1012

48

L
u

n
gsiA

ge

初

天
聰
５
年
10
月
28
日

『
宗
档
』
592

49

M
aidariA

ge

初

天
聰
６
年
２
月
29
日

『
宗
档
』
715

50

M
ajan

A
ge

初

崇
徳
元
年
４
月
18
日

『
宗
档
』
1012

→

『
内
档
』
天
聰
８
年
５
月
11
日

―

天
聰
９
年
５
月
14
日

『
九
档
』
137

51

M
u

rh
u

A
ge

初

天
聰
９
年
５
月
14
日

『
九
档
』
137

52

阿
哥
南
●

初

天
聰
８
年
12
月
14
日

『
内
档
』
126

53

O
oda

A
ge

初

天
聰
４
年
６
月
29
日

『
宗
档
』
395
「O

od
a

A
g

e

の
妻
の
公
主
（O

od
a

A
ge

isargan
[ju

i?]
gege

）」

54

阿
格
薩
弼
干

初

天
聰
８
年
４
月
24
日

『
内
档
』
78

55

S
ih

an
A

ge

初

天
聰
５
年
８
月
12
日

『
宗
档
』
536

56

Š
u

san
A

ge

初

天
聰
９
年
11
月
１
日

『
九
档
』
332

57

T
u

n
ciA

ge

初

崇
徳
元
年
５
月
１
日

『
宗
档
』
1031

→

『
内
档
』
天
聰
８
年
５
月
11
日

―

天
聰
９
年
６
月
19
日

『
九
档
』
185

58

屯
斉
喀
阿
哥

初

天
聰
８
年
８
月
21
日

『
内
档
』
100

第
Ⅲ
表
　
『
天
聰
五
年
八
旗
値
月
档
』
中
の
ア
ゲ
（
前
三
表
と
重
複
す
る
者
は
除
外
）

備
考：

『
天
聰
五
年
八
旗
値
月
档
』
は
『
歴
史
档
案
』
二
〇
〇
〇
―
四
、
二
〇
〇
一
―
一
・
二
に
拠
る

№

人
　
名

年
　
月
　
日

備
　
考

59

阿
哥
孟
阿
図

初

天
聰
５
年
２
月
13
日

№
11B

adu
riA

ge

の
弟

60

阿
哥
烏
都

初

天
聰
５
年
９
月
14
日

第
Ⅳ
表
　
『
太
祖
老
档
』
中
の
ア
ム
ジ
／
エ
チ
ケ

備
考：

下
線
部
は
太
祖
が
実
際
に
ア
ム
ジ
／
エ
チ
ケ
と
呼
び
か
け
た
人
物

№

人
　
名

年
　
月
　
日

出
典
　
頁

備
　
考

61

A
du

E
cike

※

天
命
５
年
８
月
21
日

『
宗
档
』
674
『
太
宗
老
档
』
天
聰
６
年
正
月
20
日
条

〜
６
年
５
月
14
日

所
載
の
エ
イ
ド
ゥ=

バ
ト
ゥ
ル
自
述
文

62

B
aijuhů

A
m

ji

初

天
命
10
年
正
月
７
日

『
祖
档
』
958

拝
塔
と
同
一
人
物

末

天
聰
６
年
８
月
23
日

『
宗
档
』
840

63

B
oih

ociE
cike

初

天
命
７
年
正
月
18
日

『
祖
档
』
491

※

天
命
９
年
６
月

『
祖
档
』
938
「B

oih
iciE

cike

の
（
子
）A

rai

」

末

崇
徳
元
年
８
月
６
日

『
宗
档
』
1222

64

D
obiE

cike

初

天
命
６
年
８
月
12
日

『
祖
档
』
367

※

天
命
４
年
３
月

『
祖
档
』
141
「H

an
iuksun

ideo

（
ハ
ン
の
宗
弟
）

D
obiB

eile

」

65

G
osingga

A
m

ji

初

天
命
８
年
７
月
８
日

『
祖
档
』
847

66

Gů
w

alca
E

cike

初

天
命
６
年
６
月
６
日

『
祖
档
』
339

※

天
命
４
年
６
月

『
祖
档
』
155
「H

an
iuksun

ideo

（
ハ
ン
の
宗
弟
）

G
ůw

alca

」

67

Joriktu
E

cike

初

天
命
７
年
正
月
13
日

『
祖
档
』
481

太
祖
の
弟
巴
雅
喇
に
同
じ

68

Sahalca
E

cike

初

天
命
８
年
７
月
８
日

『
祖
档
』
847

末

天
聰
６
年
８
月
23
日

『
宗
档
』
840

69

T
obohoiE

cike

初

天
命
７
年
正
月
13
日

『
祖
档
』
481

末

天
聰
４
年
６
月
13
日

『
宗
档
』
421

70

W
angšan

Ecike

初

天
命
８
年
３
月
３
日

『
祖
档
』
679

※

天
命
４
年
３
月

『
祖
档
』
141
「H

an
iuksun

ideo

（
ハ
ン
の
宗
弟
）

W
an

gšan

」

71
W

arka
E

cike

初

天
命
６
年
12
月
１
日

『
祖
档
』
436

末

天
聰
６
年
８
月
23
日

『
宗
档
』
840



注q

『
清
国
行
政
法
』（
第
一
巻
汎
論
）
一
九
〇
五
、
頁
八
四
〜
八
五
参
照
。

w

今
西
春
秋
『
校
注
異
域
録
』
一
九
六
四
、
頁
一
四
〇
〜
一
四
一
参
照
。
た
だ
し
、

本
文
所
掲
の
訳
文
は
平
易
を
期
し
て
、
あ
え
て
拙
訳
を
用
い
た
。

e

beisei
giran

の
用
例
と
し
て
は
、
三
祖
ソ
オ
チ
ャ
ン
ガ
の
孫
グ
ワ
ル
チ
ャ
（『
旧

満
洲
档
（
一
）』
昃
字
档
、
頁
四
四
一
﹇
満
文
老
档
研
究
会
訳
注
『
満
文
老
档
Ⅰ
・
太

祖
１
』
天
命
四
年
六
月
、
頁
一
五
五
﹈）、
五
祖
ボ
オ
ラ
ン
ガ
の
曾
孫
バ
イ
サ
ン
（『
満

文
老
档
Ⅳ
・
太
宗
１
』
天
聰
元
年
五
月
三
〇
日
、
頁
八
三
）、
三
祖
ソ
オ
チ
ャ
ン
ガ
の

孫
ラ
タ
イ
（『
満
文
老
档
Ⅳ
・
太
宗
１
』
天
聰
四
年
三
月
一
日
、
頁
三
三
三
）、
四
祖

ギ
ョ
チ
ャ
ン
ガ
の
子
リ
ド
ゥ
ン
の
孫
ア
ラ
イ
（
同
前
）
ら
が
、「beisei

giran

の
某
」

と
い
う
形
式
で
呼
称
さ
れ
た
事
例
が
あ
る
。

r

神
田
信
夫
「
清
初
の
貝
勒
に
つ
い
て
」（『
東
洋
学
報
』
四
〇
―
四
、
一
九
五
八
）、

お
よ
び
鴛
淵
一
（ ）a
「
清
初
太
祖
時
代
の
『
台
吉
』
に
関
す
る
研
究
」（『
密
教
文
化
』

四
八
・
四
九
・
五
〇
、
一
九
六
〇
）、
同
（b）
「
阿
格
多
爾
袞
か
阿
済
格
阿
格
か
―
清
初

称
号
問
題
の
一
●
―
」（『
滝
川
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
（
一
）』
一
九
五
七
）、
同
（ ）c

「
清
初
太
祖
時
代
の
貝
勒
に
関
す
る
一
解
釈
」（『
史
学
研
究
』
七
七
〜
七
九
合
併
号

﹇
三
〇
周
年
記
念
論
叢
﹈
一
九
六
〇
）
な
ど
。

t

ベ
イ
レ
の
う
ち
、
ア
バ
タ
イ
（
太
祖
第
七
子
）
の
み
は
例
外
的
に
「
側
妃
」

ash
an

i
fu

jin

の
所
出
で
あ
る
が
、
側
妃
は
「
大
妃
」am

ba
fu

jin

（
正
妻
）
と

「
庶
妃
」bu

ya
fu

jin

（
妾
）
の
間
に
位
置
し
、
そ
の
所
出
も
準
嫡
子
の
待
遇
を
受
け

た
よ
う
で
あ
る
。
同
じ
く
側
妃
の
所
出
で
あ
っ
た
太
祖
末
弟
の
バ
ヤ
ラ
は
、「
先
汗
親

弟
、
以
不
諳
事
務
、
未
入
貝
勒
之
列
」（
中
国
第
一
歴
史
档
案
館
『
清
初
内
国
史
院
満

文
档
案
訳
編
（
上
）』
一
九
八
九
、
天
聰
八
年
四
月
二
一
日
条
﹇
頁
七
七
﹈）
と
評
さ

れ
、「
事
務
を
諳
ん
ず
る
」
と
い
う
条
件
に
欠
け
た
た
め
に
、
貝
勒
（
こ
の
場
合
は
議

政
ベ
イ
レ
）
に
列
し
得
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
有
能
で
も
議
政
ベ
イ
レ
た
り

得
な
い
庶
出
子
と
は
鮮
明
な
区
別
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
側
妃
の
地
位
に

つ
い
て
は
定
宜
庄
『
満
族
的
婦
女
生
活
与
婚
姻
制
度
研
究
』
一
九
九
九
・
頁
六
四
〜

六
七
、
ま
た
ア
バ
タ
イ
と
バ
ヤ
ラ
に
つ
い
て
は
杜
家
驥
『
清
皇
族
与
国
政
関
係
研
究
』

一
九
九
八
・
頁
一
九
、
頁
五
一
〜
五
二
を
参
照
の
こ
と
。

y

神
田
信
夫
「
愛
新
覚
羅
考
」（『
東
方
学
』
八
〇
、
一
九
九
〇
）。
な
お
、
小
ベ
イ
レ

の
設
置
を
天
命
五
年
と
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
岡
田
英
弘
「
清
の
太
宗
嗣
立
の
事
情
」

（『
山
本
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』
一
九
七
二
）
頁
八
九
〜
九
〇
を
参
照
。

u

第
Ⅰ
表
の
人
名
比
定
に
関
し
て
は
、
一
言
し
て
お
く
べ
き
も
の
が
若
干
あ
る
。
№

３A
btai

A
ge

・
№
16D

odo
A

ge

・
№
24M

u
h

aliyan
A

ge

が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
ま

ずA
btai

A
ge

はA
btai

N
ak

cu

（
太
祖
大
妃
ウ
ラ=

ナ
ラ
氏
の
兄
弟
﹇n

ak
cu

は

「
母
舅
」
の
意
﹈）
と
同
名
で
あ
る
が
、『
老
档
』
天
命
七
年
三
月
九
日
条
に
「A

btai

N
ak

cu

の
旗グ
サ

」「A
btai

A
ge

の
旗グ
サ

」
が
同
時
に
出
現
し
、
両
者
が
別
人
か
つ
グ
サ=

エ
ジ
ェ
ンgů

sai
ejen

で
あ
っ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
か
ら
、A

btai
A

ge

は
天
命
七

年
当
時
グ
サ=

エ
ジ
ェ
ン
で
あ
っ
た
№
２A

batai
A

ge

の
誤
写
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
№
16D

odo
A

ge

は
天
命
六
（
一
六
二
一
）
年
時
点
で
八
歳
の
幼
齢
に
過
ぎ
ず
、

後
述
す
る
成
人
年
齢
一
五
・
六
歳
に
達
し
て
い
な
い
の
で
、
№
18D

u
du

A
ge

（
天

命
六
年
時
点
二
五
歳
）
を
誤
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

D
odo

とD
u

du

の
混
同
は
、
す
で
に
前
注
r
所
掲
神
田
論
文
の
注
£2
、
鴛
淵
論
文

（ ）c
の
注
k
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、『
老
档
』
天
命
九
年
四

月
二
二
日
条
に
「H

an

が
い
う
に
はD

odo
A

ge

の
母
よ
、
汝
はN

ikan
A

ge

の
母
を

も
と
ど
お
り
恭
っ
て
暮
ら
せ
。
…
…D

odo
A

ge

よ
、
汝
にN

ikan
A

ge

の
財
貨
な
ど

の
も
の
を
一
つ
に
合
わ
せ
た
の
は
…
…
」
と
あ
る
文
章
は
、D

odo

が
チ
ュ
エ
ン
長
子

D
u

d
u

（N
ik

a
n

の
兄
）
で
あ
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
前
後
の
意
味
が
通
ず
る
。

D
odo

は
天
命
一
一
年
時
点
で
も
い
ま
だ
一
三
歳
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
天
命
年

間
のD

odo
A

ge

に
関
す
る
限
り
ほ
ぼD

u
du

A
ge

の
誤
記
と
見
て
よ
く
、D

odo
A

ge

の
確
実
な
初
見
は
『
老
档
Ⅴ
』
天
聰
元
年
一
二
月
八
日
条
（
頁
一
一
〇
）
で
あ
る
。

た
だ
、『
老
档
Ⅳ
』
天
聰
元
年
五
月
六
日
条
（
頁
六
八
）
と
『
老
档
Ⅴ
』
同
六
年
正
月

六
日
条
（
頁
六
二
六
）
の
ド
ド=

タ
イ
ジ
は
、『
太
宗
実
録
』
の
該
当
記
事
に
照
ら
し

て
、
明
白
に
ド
ゥ
ド
ゥ=

タ
イ
ジ
の
誤
写
で
あ
る
。
な
お
、
同
じ
問
題
を
正
面
か
ら

扱
っ
た
最
近
の
専
論
と
し
て
は
、
杜
家
驥
「
《
満
文
老
档
・
天
命
朝
》
多
鐸
多
処
応

為
杜
度
考
」（『
南
開
学
報
』
一
九
九
八
年
一
期
）
が
あ
る
。

№
24M

u
h

aliyan
A

ge

は
天
命
六
・
七
年
頃
、
正
藍
旗
グ
サ=

エ
ジ
ェ
ン
と
し
て

活
躍
し
たM

u
h

aliyan

と
同
一
人
物
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
が
、
失
脚
し
た
た
め
か

列
伝
が
な
く
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。〈
ウ
ク
ス
ン
世
系
図
〉
の
よ
う
に
比
定
し
た
の

は
、『
老
档
』
天
命
八
年
七
月
八
日
条
に
「M

u
h

aliyan

の
（
子
）D

arbu

」
と
あ

るD
arbu

と
、
第
二
祖
リ
ォ
チ
ャ
ン
曾
孫
穆
哈
廉
の
長
子
塔
爾
布
と
の
一
致
に
依
拠

す
る
も
の
で
あ
る
。
論
功
行
賞
に
関
わ
る
こ
の
記
事
に
は
、
他
に
「M

u
h

aliyan

の
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二
九

清
朝
入
関
前
の
〈
ア
ゲ
〉age

に
つ
い
て



子Jooh
an

a

」「M
u

h
aliyan

の
子S

irai

」（
こ
の
二
人
の
ム
ハ
リ
ヤ
ン
は
№
24
と
は

同
名
異
人
）「N

iyah
an

の
子M

aitu

」「A
rbu

の
子A

n
ggů

」
な
ど
と
あ
る
の
で
、

「M
u

h
aliyan

のD
arbu

」
は
「M

u
h

aliyan

の
子D

arbu

」
か
ら
「
子ju

i

」
が
脱

落
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
類
例
に
は
第
Ⅳ
表
№
63B

oih
oci

E
cik

e

条
に
注
記
し

た
「B

oih
oci

E
cik

e

の
（
子
）A

rai

」
が
あ
り
、A

rai

はB
oih

oci

の
第
三
子
に
あ

た
る
（〈
ウ
ク
ス
ン
世
系
図
〉
参
照
）。
な
お
、
グ
サ=

エ
ジ
ェ
ン
（
都
統
）
ム
ハ
リ

ヤ
ン
の
出
自
に
つ
い
て
は
、『
皇
朝
文
献
通
考
』
巻
二
四
五
・
帝
系
七
に
「
都
統
穆
哈

廉
（
原
注：

索
爾
和
の
子
、
陸
虎
臣
の
孫
）」
と
あ
り
、
杉
山
清
彦
「
清
初
正
藍
旗
考

―
姻
戚
関
係
か
ら
み
た
旗
王
権
力
の
基
礎
構
造
―
」（『
史
学
雑
誌
』
一
〇
七
―
七
、

一
九
九
八
）
頁
三
二
・
注
™5
に
も
言
及
が
あ
る
。

i

第
Ⅱ
表
の
人
名
比
定
に
関
し
て
も
、
い
く
つ
か
付
言
す
べ
き
点
が
あ
る
。
ま
ず
、

№
56
シ
ュ
サ
ン
お
よ
び
第
Ⅲ
表
№
60
烏
都
は
系
譜
関
係
が
不
明
な
た
め
に
〈
ウ
ク
ス

ン
世
系
図
〉
か
ら
は
省
い
た
が
、
№
56
は
天
聰
九
年
一
一
月
に
ホ
シ
ョ=

ベ
イ
レ
と

並
ん
で
、
同
時
に
財
物
賜
与
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
（
東
洋
文
庫
清
代
史
研
究
室
訳

注
『
旧
満
洲
档
天
聰
九
年
２
』
頁
三
三
二
〜
三
三
三
）
の
で
、
同
年
正
月
制
定
の

「
ア
ゲ
」（
つ
ま
り
は
タ
ク
シ
の
子
孫
）
と
み
て
大
過
な
い
。
つ
い
で
№
53
オ
オ
ダ
は

第
Ⅱ
表
の
注
記
「
オ
オ
ダ=

ア
ゲ
の
妻
の
公
主
」（O

oda
A

ge
i

sargan
gege

）
を

見
る
限
り
、
一
見
公
主
を
妻
と
し
た
か
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ウ
ク
ス

ン
外
の
人
物
と
看
做
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
№
８
「
ア
ン
ガ
ラ=

ア
ゲ
の
娘

で
あ
る
公
主
」（A

n
ggara

A
ge

i
ju

i
gege

）
や
、
№
31
「
ウ
ダ
ハ
イ=

ア
ゲ
の
妹

で
あ
る
公
主
」（U

dah
ai

A
ge

i
n

on
gege

）
に
対
比
す
る
と
、sargan

gege

は

む
し
ろsargan

ju
i

gege

の
誤
記
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と

も
、『
旧
満
洲
档
』
で
もO

oda
A

ge
i

sargan
gege

と
書
か
れ
て
は
い
る
（
国
立
故

宮
博
物
院
『
旧
満
洲
档
訳
註
・
清
太
宗
朝
（
二
）』
一
九
八
〇
、
頁
五
九
﹇『
旧
満
洲

档
（
七
）』
頁
三
二
九
〇
﹈）。

o

『
清
初
内
国
史
院
満
文
档
案
訳
編
（
上
）
―
天
聰
朝
・
崇
徳
朝
』
と
『
清
実
録
』

双
方
の
天
聰
八
年
正
月
癸
巳
（
初
六
日
）
条
に
よ
る
と
、
タ
ク
シ
系
を
除
く
六
祖
の

子
孫
の
う
ち
、
従
来
、
官
職
保
有
者
だ
け
に
限
定
し
た
徭
役
優
免
の
恩
恵
を
、
新
た

に
無
官
職
者
へ
も
及
ぼ
す
と
し
て
人
名
が
列
挙
さ
れ
、
こ
の
う
ち
第
四
世
代
の
優
免

対
象
者
は
七
七
名
に
の
ぼ
る
。『
愛
新
覚
羅
宗
譜
』
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
を
含
む
天
聰

八
年
時
点
で
の
、
当
該
世
代
全
成
員
一
三
九
名
に
占
め
る
存
命
者
数
は
九
九
名
で
あ

っ
た
。
う
ち
九
名
は
一
五
歳
以
下
の
幼
年
者
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
除
外
す
る
と
、

無
官
職
者
の
比
率
は
八
五
％
強
に
達
す
る
。
太
祖
に
よ
る
積
極
的
な
疎
族
優
遇
の
跡

を
窺
う
こ
と
は
、
困
難
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

!0

父
系
出
自
集
団
と
し
て
の
ウ
ク
ス
ン
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
満
族
入
関
前

の
ウ
ク
ス
ン
に
つ
い
て
」（
石
橋
秀
雄
編
『
清
代
中
国
の
諸
問
題
』
一
九
九
五
所
収
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

!1

ア
ジ
ゲ
は
ア
ジ
ゲ=

ア
ゲ
、
ア
ジ
ゲ=

タ
イ
ジ
以
外
に
、
ア
ジ
ゲ=

ア
ゲ
を
あ
た
か

も
一
個
の
人
名
の
よ
う
に
使
用
し
た
ア
ジ
ゲ=

ア
ゲ=

ベ
イ
レ
（『
満
文
老
档
Ⅲ
・
太

祖
３
』
頁
一
〇
八
一
〜
八
二
）
と
い
う
呼
称
も
あ
り
、
こ
の
種
の
事
例
は
他
に
類
を

見
な
い
。
前
掲
鴛
淵
論
文
「
阿
格
多
爾
袞
か
阿
済
格
阿
格
か
」
は
、
こ
の
特
殊
性
を

ア
ジ
ゲ
が
ア
ゲ
＝
皇
太
子
に
擬
さ
れ
た
た
め
と
説
く
け
れ
ど
も
、
恐
ら
く
は
小
ア
ゲ

ajige
age

と
通
称
さ
れ
る
う
ち
に
人
名
に
転
化
し
た
結
果
で
あ
っ
て
、
ボ
イ
ホ
チ

（
リ
ド
ゥ
ン
長
子
）
が
ウ
ェ
チ
ェ
レ=

エ
チ
ケ
（
叔
父
）
と
別
称
さ
れ
た
の
と
同
類
で

あ
ろ
う
。w

ecere

と
は
「
神
を
祭
る
／
（
巫
者
サ
マ
ン

が
）
跳
神
す
る
」
を
意
味
す
る
動
詞

w
ecem

bi

の
連
体
形
で
あ
る
か
ら
、
ボ
イ
ホ
チ
は
シ
ャ
マ
ン
的
職
能
者
で
あ
っ
た
に

相
違
な
く
、
ア
ミ
ン=

ベ
イ
レ
が
彼
に
夢
で
守
護
神
の
黄
蛇
を
見
た
な
ど
と
告
げ
た

り
し
た
（『
満
文
老
档
Ⅳ
・
太
宗
１
』
頁
四
〇
九
）
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。

!2

た
と
え
ば
『
愛
新
覚
羅
宗
譜
』
に
よ
る
と
、
ア
ゲ
と
称
さ
れ
た
こ
と
が
確
実
な
前

出
の
ム
ハ
リ
ヤ
ン
は
一
五
七
四
年
の
出
生
で
あ
り
、
太
祖
庶
弟
ム
ル
ハ
チ
の
次
子
達

爾
察
は
一
五
八
二
年
の
出
生
で
あ
る
か
ら
、
と
も
に
ダ
イ
シ
ャ
ン
よ
り
年
長
で
あ
っ

た
が
、
大
ア
ゲ
と
は
呼
称
さ
れ
て
は
い
な
い
。

!3

『
旧
満
洲
档
（
四
）』
頁
一
四
八
一
、『
満
文
老
档
Ⅱ
・
太
祖
２
』
頁
七
四
九
。

!4

『
旧
満
洲
档
（
一
）』
頁
五
八
〜
七
三
、
廣
禄
・
李
学
智
訳
註
『
清
太
祖
朝
老
満
文

原
档
』（
第
一
冊
荒
字
老
満
文
档
冊
・
一
九
七
〇
）
頁
二
四
〜
三
〇
、『
満
文
老
档

Ⅰ
・
太
祖
１
』
頁
二
八
〜
三
四
。
参
考
ま
で
に
い
え
ば
、ahů

n
gga

ju
i

は
記
事
前
半

に
五
次
、am

ba
ju

i

は
後
半
に
九
次
、
計
一
四
次
も
言
及
さ
れ
る
。

!5

三
田
村
泰
助
「
満
文
太
祖
老
档
の
編
纂
」（『
清
朝
前
史
の
研
究
』
一
九
七
二
）
頁

三
四
〇
〜
三
四
一
、
前
掲
神
田
信
夫
「
愛
新
覚
羅
考
」
頁
四
〜
五
、
喬
治
忠
『
清
朝

官
方
史
学
研
究
』
一
九
九
四
、
頁
九
〇
〜
九
五
参
照
。

!6

天
命
四
・
五
年
の
情
況
を
伝
え
る
『
建
州
聞
見
録
』
に
シ
ュ
ル
ガ
チ
次
子
ア
ミ
ン

が
「
阿
未
羅
古a-m

i
n

a-go

」、
チ
ュ
エ
ン
長
子
ド
ゥ
ド
ゥ
が
「
豆
斗
羅
古du

-du
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三
〇



n
a-go

」、
ま
た
『
光
海
君
日
記
』
光
海
君
一
三
（
＝
天
命
六
）
年
九
月
戊
申
条
に
は

「
斗
斗
阿
古du

-du
a-go

」
と
し
て
登
場
す
る
。
明
側
の
文
献
で
も
、
張

が
万
暦
庚

申
（
一
六
二
〇
﹇
＝
天
命
五
﹈）
年
、
遼
東
に
使
を
奉
じ
た
際
の
見
聞
を
著
録
し
た

『
遼
夷
略
』
に
「（
奴
兒
哈
赤
）
長
男
、
曰
洪
把
禿
里

フ
ン
＝
バ
ト
ゥ
ル

、
為
奴
殺
矣
。
而
一
子
曰
阿
古
」

と
あ
り
、
ド
ゥ
ド
ゥ
が
天
命
五
年
頃
、
阿
古agu

/age

と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
る
。

!7

松
村
潤
「
中
国
第
一
歴
史
档
案
館
所
蔵
『
満
文
国
史
院
档
﹇
巻
号001

、
冊
号
２
﹈』

訳
註
」（『
清
太
祖
実
録
の
研
究
』
二
〇
〇
一
所
収
）
頁
六
三
に
「
ヌ
ル
ハ
チ=

ス
レ=

バ
ト
ゥ
ル
（
が
）
…
…
十
六
歳
に
な
っ
た
後
、（
父
と
継
母
は
）
や
っ
と
妻
（
を
）
与

え
た
」
と
あ
り
、
一
六
歳
の
結
婚
で
も
さ
し
て
早
婚
で
は
な
か
っ
た
よ
う
な
口
吻
で

あ
る
。
上
記
档
案
の
和
訳
に
は
石
橋
崇
雄
「
無
圏
点
満
文
档
案
『
先
ゲ
ン
ギ
ェ
ン=

ハ
ン
賢
行
典
例
・
全
十
七
条
』」（『
国
士
舘
史
学
』
八
、
二
〇
〇
〇
）
も
あ
る
の
で
、

併
せ
参
照
さ
れ
た
い
。

!8

『
愛
新
覚
羅
宗
譜
』
丙
冊
、
頁
五
五
六
二
。

!9

『
満
洲
実
録
』
に
は
他
に
サ
ル
フ
戦
中
の
描
写
に
も
う
一
例
、
さ
ら
に
イ
ェ
ヘ
国

討
滅
時
の
情
景
描
写
（
天
命
四
年
八
月
条
）
に
二
例
、
計
三
例
の
ア
ゲ
が
現
れ
る
。

第
一
例
は
や
は
り
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
ダ
イ
シ
ャ
ン
を
「
阿
哥age

﹇
兄/n

oyan

﹈」（
今

西
春
秋
『
満
和
蒙
和
対
訳
満
洲
実
録
』
頁
一
九
四
）
と
呼
ん
だ
も
の
で
、『
老
档
』
と

『
旧
満
洲
档
』（
以
下
『
旧
档
』
と
略
称
）
昃
字
档
に
も
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
る
。
蒙

文
訳
の
ノ
ヤ
ン
は
『
満
洲
実
録
』
で
は
ベ
イ
レ
に
対
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
語
彙
で

あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
ア
ン
バ=

ベ
イ
レ
に
対
す
る
呼
び
か
け
を
意
識
し
た
意
訳
で

あ
ろ
う
。

第
二
例
は
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
イ
ェ
ヘ
国
西
城
主
ギ
ン
タ
イ
シ=

ベ
イ
レ
（
ホ
ン
タ
イ

ジ
の
母
舅
ナ
ク
チ
ュ

）
に
条
理
を
尽
く
し
て
降
伏
を
勧
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
言
を
左
右
し

て
降
伏
す
る
気
配
が
な
い
の
で
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
の
を
、
ギ
ン
タ
イ
シ
が
「
阿
哥

age

﹇
―/

●ige
m

in
u

（
我
が
甥
）﹈、
汝
且
ら
く
行
く
こ
と
勿
か
れ
」（
同
上
書
、
頁

二
二
三
）
と
引
き
止
め
た
と
い
う
用
例
で
あ
る
。
第
三
例
は
降
伏
し
て
引
き
据
え
ら

れ
た
イ
ェ
ヘ
国
東
城
主
ブ
ヤ
ン
グ=

ベ
イ
レ
の
、
面
前
で
の
傲
慢
な
態
度
に
憤
激
し

た
太
祖
が
ダ
イ
シ
ャ
ン
に
対
し
て
「
阿
哥age

﹇
―/

―
﹈、
汝
の
エ
フ
（
妻
の
兄
）

を
伴
れ
て
そ
の
城
に
行
け
」（
同
上
書
、
頁
二
二
八
）
と
命
じ
て
退
け
、
そ
の
夜
の
う

ち
に
ブ
ヤ
ン
グ
を
縊
り
殺
さ
せ
た
と
い
う
用
例
で
あ
る
。
第
二
例
は
『
老
档
』
の
該

当
箇
所
は
も
と
よ
り
、
そ
の
原
拠
と
な
っ
た
『
旧
档
』
昃
字
档
に
もage

の
句
は
見

え
ず
、
ま
た
第
三
例
の
場
合
、
昃
字
档
にage

は
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
後
か

ら
加
筆
し
た
形
跡
が
あ
る
（
廣
禄
・
李
学
智
訳
註
『
清
太
祖
朝
老
満
文
原
档
』
第
二

冊
・
一
九
七
一
、
頁
一
六
八；

『
旧
満
洲
档
（
一
）』
頁
四
七
九
）。
つ
ま
り
、
二
例

と
も
直
接
的
な
二
人
称
代
名
詞
に
過
ぎ
な
い
「
汝

si

」
を
修
飾
す
べ
く
、
後
か
ら

age

が
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

@0

三
田
村
泰
助
「
満
文
太
祖
老
档
と
清
太
祖
実
録
と
の
対
校
」（『
立
命
館
文
学
』
一

六
一
・
一
六
二
・
一
六
三
合
併
号
、
一
九
五
八
）
頁
三
六
〜
六
六
。

@1

『
満
文
老
档
Ⅰ
・
太
祖
１
』
頁
一
二
八
。

@2

ア
フ
ン
と
ア
ゲ
は
一
見
同
義
語
の
よ
う
で
あ
る
が
、
関
係
名
称
と
し
て
の
ア
フ
ン

と
敬
称
と
し
て
の
ア
ゲ
を
明
確
に
使
い
分
け
た
ら
し
い
。
明
白
な
用
例
と
し
て
は
、

太
宗
が
兄
ダ
イ
シ
ャ
ン
に
「
ア
ゲ
」
と
呼
び
か
け
（『
満
文
老
档
Ⅰ
・
太
祖
１
』
頁
一

三
〇
、
中
国
第
一
歴
史
档
案
館
「
天
聰
五
年
八
旗
値
月
档
」
六
月
一
九
日
条
﹇『
歴
史

档
案
』
二
〇
〇
〇
年
四
期
﹈）、
ま
た
亡
兄
マ
ン
グ
ル
タ
イ
を
「
ア
ゲ
」
と
呼
ん
だ
例

（『
満
文
老
档
Ⅴ
・
太
宗
２
』
天
聰
六
年
一
二
月
二
日
、
頁
八
七
三
）
が
あ
り
、
と
も

に
「
兄
上
」
が
適
訳
で
あ
ろ
う
。

@3

『
満
文
老
档
Ⅰ
・
太
祖
１
』
頁
二
一
六
〜
二
一
七
。

@4

『
満
文
老
档
Ⅱ
・
太
祖
２
』
頁
七
六
二
。

@5

竹
村
卓
二
「
テ
ク
ノ
ニ
ミ
ー
」（
石
川
栄
吉
他
編
『
縮
刷
版
　
文
化
人
類
学
事
典
』

一
九
九
四
）
頁
五
〇
〇
〜
五
〇
一
参
照
。
な
お
、
テ
ク
ノ
ニ
ミ
ー
の
概
念
を
め
ぐ
る

言
語
学
的
な
議
論
、
こ
と
に
本
文
後
段
で
ふ
れ
る
、
話
者
の
視
点
が
子
供
の
視
点
に

共
感
的
に
一
体
化
す
る
た
め
、
一
家
の
中
で
は
年
上
の
家
族
成
員
は
子
供
が
用
い
る

親
族
用
語
で
自
己
お
よ
び
他
者
を
呼
ぶ
―
た
と
え
ば
、
父
親
は
子
供
の
前
で
は
自
分

を
「
お
父
さ
ん
」
と
称
し
、
彼
の
妻
を
「
お
母
さ
ん
」
と
呼
ぶ
―
と
い
う
議
論
に
つ

い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
鈴
木
孝
夫
「
テ
ク
ノ
ニ
ミ
ー
（tekn

on
ym

y

）
と
い
う
概
念
に

つ
い
て
」（『
鈴
木
孝
夫
言
語
文
化
学
ノ
ー
ト
』
一
九
九
八
）
の
、
日
本
語
の
テ
ク
ノ

ニ
ミ
ー
に
関
す
る
分
析
に
負
う
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

@6

「
ホ
オ
ゲ
の
父
ベ
イ
レ
」
に
つ
い
て
は
研
究
会
訳
注
本
『
満
文
老
档
Ⅰ
・
太
祖
１
』

頁
四
四
三
、『
満
文
老
档
Ⅱ
・
太
祖
２
』
頁
四
八
三
・
五
一
四
、『
老
档
Ⅲ
・
太
祖
３
』

頁
一
〇
八
八
、「
マ
イ
タ
リ
の
父
ベ
イ
レ
」
に
つ
い
て
は
『
満
文
老
档
Ⅱ
・
太
祖
２
』

頁
六
一
三
・
八
四
三
参
照
。
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@7

間
接
的
な
証
左
と
し
て
は
『
沙
済
富
察
氏
家
譜
』
所
載
の
、
第
四
世
代
に
位
置
す

る
「
阿
都
衣
阿
馬
」
な
る
人
名
を
挙
げ
得
る
。
こ
の
人
物
の
長
子
の
名
が
阿
都

（A
du

）
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
や
は
り
生
前
、
最
初
に
も
う
け
た
息
子
の
名
前
に
ち

な
ん
で
「
ア
ド
ゥ
の
父A

du
i

am
a

」
と
通
称
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
、
本
名
が
忘
失

さ
れ
て
し
ま
い
、
通
称
の
ま
ま
家
譜
に
記
録
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

@8

S
.M

.

シ
ロ
コ
ゴ
ロ
フ
『
満
洲
族
の
社
会
組
織
』（
大
間
知
篤
三
・
戸
田
茂
喜
共
訳
、

一
九
六
七
）
頁
一
五
七
。

@9
#0
#1
神
田
信
夫
前
掲
論
文
「
愛
新
覚
羅
考
」
頁
八
〜
一
一
。
参
考
ま
で
に
付
言
す
る

と
『
老
档
』
で
確
認
す
る
限
り
、
尊
称
的
ア
ム
ジ
・
エ
チ
ケ
は
崇
徳
元
年
八
月
六
日

の
ボ
イ
ホ
チ=

エ
チ
ケ
が
最
も
遅
い
使
用
例
の
よ
う
で
あ
る
（
第
Ⅳ
表
）。

#2

傍
線
を
施
し
た
バ
イ
ジ
ュ
フ
、
ゴ
シ
ン
ガ
、
ボ
イ
ホ
チ
、
ド
ビ
四
名
に
つ
い
て
は
、

特
に
『
満
文
老
档
Ⅲ
・
太
祖
３
』
頁
九
五
八
に
お
い
て
、
全
員
が
太
祖
自
身
の
発
言

の
な
か
で
ア
ム
ジ
・
エ
チ
ケ
を
人
名
の
後
に
付
し
て
呼
称
さ
れ
て
い
る
。

#3

『
清
太
祖
武
皇
帝
実
録
』
巻
四
に
「
素
把
海
姑
夫
」S

u
bah

ai
G

u
fu

に
注
し
て

「
素
把
海
、
哈
達
万
汗
之
孫
。
帝
以
宗
弟
吉
白
里
杜
吉
胡

ジ
ベ
リ
＝
ド
ゥ
ジ
ュ
フ

之
妹
妻
之
。
故
称”

姑
夫’

」

と
あ
る
。

#4

ジ
ャ
ン
河ビ
ラ

の
グ
、
ヤ
ン
シ
ュ=

グ
フ
、
イ
ェ
チ
ェ
ン=
グ
フ
、
バ
ト
ゥ
ル=

グ
フ
に

つ
い
て
は
、『
満
文
老
档
Ⅱ
・
太
祖
２
』
頁
七
五
八
・
七
六
一
、
頁
八
四
三
〜
八
四
四
、

『
満
文
老
档
Ⅴ
・
太
宗
２
』
頁
六
七
三
、
頁
六
七
二
〜
六
七
六
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。

#5

№
60A

du
E

cik
e

は
第
Ⅳ
表
に
も
注
記
し
た
よ
う
に
、『
老
档
』
天
聰
六
年
正
月

二
〇
日
条
に
見
え
る
が
、
こ
の
条
に
繋
け
ら
れ
た
記
事
そ
の
も
の
は
、
天
命
五
年
八

月
か
ら
翌
年
五
月
ま
で
に
エ
イ
ド
ゥ=

バ
ト
ゥ
ル
が
筆
記
し
た
功
業
記
を
再
録
し
た

も
の
で
あ
り
、
ア
ム
ジ
・
エ
チ
ケ
と
し
て
は
初
見
で
あ
る
。
功
業
記
に
つ
い
て
の
詳

細
は
、
拙
稿
「
ヌ
ル
ハ
チ
勃
興
初
期
の
事
跡
補
遺
―
エ
イ
ド
ゥ=

バ
ト
ゥ
ル
自
述
の

功
業
記
を
中
心
に
―
」（『
大
垣
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
四
〇
、
一
九
九
九
）
を
参
照

さ
れ
た
い
。

#6

三
田
村
泰
助
「
天
命
建
元
の
年
次
に
就
い
て
（1）
（2）
」（『
東
洋
史
研
究
』
一
―
二
・

三
、
一
九
三
五
・
一
九
三
六
）。
三
田
村
説
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
今
西
春
秋

「
天
命
建
元
考
」「
同
補
」（『
朝
鮮
学
報
』
一
四
、
一
九
五
九；

同
二
〇
、
一
九
六
一
）、

お
よ
び
黄
彰
建
「
清
太
祖
天
命
建
元
考
」（『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』

三
七
下
、
一
九
六
七
）。
ま
た
松
村
潤
「
牛
荘
城
老
満
文
門
額
に
つ
い
て
」（『
満
族
史

研
究
通
信
』
四
、
一
九
九
四
）
に
は
、
手
際
よ
く
諸
説
が
要
約
紹
介
さ
れ
て
い
て
有

益
で
あ
る
。

#7

ア
ゲ
と
対
称
的
な
尊
称
に
ゲ
ゲgege

（
後
に
「
公
主
」
の
義
）
が
あ
る
。
エ
ユ
ン

eyu
n

「
姉
」
に
対
す
る
「
姉
さ
ん
」「
姉
上
」
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
ウ
ク
ス
ン

卑
属
の
女
子
に
対
す
る
尊
称
で
あ
っ
た
。『
老
档
』
万
暦
三
六
年
六
月
条
（『
満
文
老

档
Ⅰ
・
太
祖
１
』
頁
九
）
のM

u
k

si
G

ege

（
太
祖
四
女
）、
万
暦
四
〇
年
九
月
条

（
同
上
、
頁
一
七
）
のO

n
je

G
ege

（
シ
ュ
ル
ガ
チ
の
娘
）
が
、『
旧
満
洲
档
』
で
も

そ
の
ま
ま
確
認
で
き
る
の
で
、
天
命
初
年
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

こ
れ
か
ら
推
し
て
ア
ゲ
も
非
公
式
に
は
天
命
初
年
、
延
い
て
は
そ
れ
以
前
か
ら
使
用

さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

#8

『
明
実
録
』
万
暦
四
七
年
正
月
辛
未
条
。

#9

李
民

『
柵
中
日
録
』（『
朝
鮮
学
報
』
六
四
﹇
一
九
七
一
﹈
掲
載
の
今
西
文
庫
本

に
拠
る
）。

$0
$1
鴛
淵
一
『
清
初
八
旗
制
度
考
（
一
）』
の
第
五
章
「
清
初
固
山
額
真
考
」
第
一
節

「
天
命
時
代
の
固
山
額
真
」
第
一
項
「
天
命
初
期
の
固
山
額
真
」
頁
一
八
七
〜
一
九
〇
、

第
二
項
「
天
命
中
葉
に
於
る
固
山
額
真
に
関
す
る
満
文
老
档
の
記
事
」
頁
一
九
六
〜

一
九
七
、
第
四
項
「
朝
鮮
の
記
録
に
見
え
る
固
山
額
真
に
就
い
て
」
頁
二
一
八
〜
二

一
九
参
照
。
な
お
、
本
書
（
油
印
二
冊
本
）
は
奥
付
け
が
な
い
の
で
発
行
年
次
等
は

不
明
で
あ
る
が
、
同
氏
の
「
清
初
太
祖
時
代
の
『
台
吉
』
に
関
す
る
研
究
」
注
a
に

よ
る
と
昭
和
二
二
（
一
九
四
七
）
年
の
学
位
論
文
で
あ
る
と
の
由
で
あ
る
。
ま
た
、

同
書
第
五
章
「
清
初
固
山
額
真
考
」
に
つ
い
て
は
、
著
者
自
ら
緒
言
に
「
之
は
先
に

山
下
先
生
還
暦
記
念
東
洋
史
論
文
集
に
載
せ
た
が
可
成
り
補
正
し
此
に
改
め
て
一
章

と
し
て
述
ぶ
る
事
と
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
ア
ド
ゥ
ン
の
素
性
に
関
し
て
は
、
松
浦
茂
『
清
の
太
祖
ヌ
ル
ハ
チ
』
一

九
九
五
で
も
、
鴛
淵
氏
と
は
独
立
に
、
か
つ
異
な
っ
た
角
度
か
ら
言
及
さ
れ
て
い
る

（
頁
二
六
九
〜
二
七
二
）。
ま
た
「
奴
酋
八
将
」
に
つ
い
て
は
後
注
%2
参
照
。

$2

杉
山
清
彦
「
清
初
八
旗
に
お
け
る
最
有
力
軍
団
―
太
祖
ヌ
ル
ハ
チ
か
ら
摂
政
王
ド

ル
ゴ
ン
へ
―
」（『
内
陸
ア
ジ
ア
史
研
究
』
一
六
、
二
〇
〇
一
）
頁
二
一
〜
二
二
。

$3

前
掲
シ
ロ
コ
ゴ
ロ
フ
『
満
洲
族
の
社
会
組
織
』
頁
五
八
。

$4

拙
稿
「
明
末
建
州
女
直
の
有
力
ム
ク
ン
〈
シ
ャ
ジ
の
フ
チ
ャ
・
ハ
ラ
〉
に
つ
い
て
」

（『
立
命
館
文
学
』
五
五
九
、
一
九
九
九
）
頁
二
〇
三
。

280

三
二



$5

『
初
集
』
旗
分
志
に
よ
れ
ば
以
下
の
通
り
（﹇

﹈
内
の
漢
数
字
は
ジ
ャ
ラ
ン
〔
参

領
〕、
算
用
数
字
は
ニ
ル
〔
佐
領
〕
の
序
数
番
号
を
示
す
）
―
正
白
旗
﹇
一
・
１；

一
・
４；

三
・
12；

四
・
１
﹈、

白
旗
﹇
二
・
12
﹈、

紅
旗
﹇
一
・
10
﹈、

藍

旗
﹇
三
・
５
﹈。

$6

『
旧
満
洲
档
・
天
聰
九
年
１
』
頁
四
〇
。
な
お
、
専
管
ニ
ル
に
関
し
て
は
阿
南
惟

敬
「
天
聰
九
年
専
管
ニ
ル
分
定
に
関
す
る
新
研
究
（
上
）（
下
）」（『
清
初
軍
事
史
論

考
』
一
九
八
〇
）、
張
晋
藩
・
郭
成
康
『
清
入
関
前
国
家
法
律
制
度
史
』
一
九
八
八
・

頁
一
九
五
〜
一
九
七
参
照
。

$7

前
掲
拙
稿
「
ヌ
ル
ハ
チ
勃
興
初
期
の
事
跡
補
遺
」
頁
五
〇
。

$8
$9
同
上
拙
稿
、
頁
四
八
。

%0

『
初
集
』
巻
一
六
二
・
邱
（
雍
舜
の
弟
）
伝
に
、「
戊
申
（
万
暦
三
六
﹇
一
六
〇
八
﹈）

年
、
従
征
烏
喇
、
同
阿
蘭
柱
阿
格
下
馬
歩
戦
、
身
被
四
創
、
賞
人
二
口
」
と
あ
り
、

ア
ラ
ン
ジ
ュ
が
陣
没
し
た
の
は
一
六
〇
八
年
に
お
け
る
ウ
ラ
の
イ
ハ
ン
山
城
を
攻
め

た
際
と
解
し
て
誤
ら
な
い
。
ま
た
、
邱
伝
中
の
「
阿
蘭
柱
阿
格
」
は
、
ア
ゲ
号
公
称

後
の
呼
称
を
無
批
判
に
遡
及
さ
せ
た
表
記
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

%1

『
初
集
』
旗
分
志
に
よ
れ
ば
以
下
の
通
り
―

紅
旗
﹇
二
・
８；

四
・
11；

四
・

14
﹈。

%2

『
燃
黎
室
記
述
』
己
未
年
五
月
条
（
所
引
『
姜
弘
立
別
録
』『
春
坡
堂
日
月
録
』）

に
は
「
奴
酋
の
八
将
。
一
は
老
酋
ヌ
ル
ハ
チ

﹇
両
黄
﹈、
姓
崔
、
癸
丑
に
生
ま
る
。
二
は
貴
永
介

グ

イ

ェ

ン

（G
u

yen
g

B
atu

ru

ダ
イ
シ
ャ
ン
﹇
両
紅
﹈）、
奴
の
長
子
。
三
は
多
乙
含
所
吐
里

ダ
ル
ハ
ン
＝
バ
ト
ゥ
ル

（D
arh

an
B

atu
ru

﹇
●
藍
﹈）、
奴
の
弟
小
乙
可
赤

シ

ュ

ル

ガ

チ

の
長
子
、
或
い
は
阿
未
羅

ア
ミ
ン=

ア
ゲ

と
名

づ
く
。
四
は
亡
哥
土

マ
ン
グ
ル
タ
イ

﹇
正
藍
﹈、
奴
の
次
子
。
五
は
弘
太
市

ホ
ン
タ
イ
ジ

（
一
に
﹇
弘
太
﹈
時
に
作

る
）﹇
正
白
﹈、
奴
の
第
四
子
。
六
は
豆
斗
ド
ゥ
ド
ゥ

﹇
●
白
﹈、
奴
の
長
孫
。
七
は
所
道
里

バ

ド

ゥ

リ

、
奴

の
姪
子
。
八
は
阿
斗
ア
ド
ゥ
ン

、
奴
の
従
弟
云
云
」
と
あ
る
。

鴛
淵
一
『
清
初
八
旗
制
度
考
（
一
）』
の
第
五
章
「
清
初
固
山
額
真
考
」
第
一
節

「
天
命
時
代
の
固
山
額
真
」
第
四
項
「
朝
鮮
の
記
録
に
見
え
る
固
山
額
真
に
就
い
て
」

頁
二
一
四
、
注
XVI
（
頁
二
五
一
〜
二
五
二
）
や
、
最
近
で
は
徐
丹

「
奴
爾
哈
赤
姓

氏
問
題
」（『
満
学
研
究
』
第
五
輯
、
二
〇
〇
〇
）
頁
一
〇
〇
は
、
い
ず
れ
も
所
道
里

を
「
姪
子
」
に
牽
か
れ
て
ジ
ル
ガ
ラ
ン
（
シ
ュ
ル
ガ
チ
第
六
子
）
に
比
定
し
て
い
る

が
、『
李
朝
実
録
』
仁
祖
一
二
（
天
聰
八
）
年
一
一
月
壬
午
条
の
秋
信
使
羅
徳
憲
の
馳

啓
に
「
此
の
賊
（
後
金
）、
今
年
宣
大
の
役
、
所
道
里
以
下
諸
将
の
戦
亡
せ
る
者
、
或

い
は
七
八
と
云
ひ
、
或
い
は
数
十
人
と
云
ふ
」
と
あ
り
、
宣
府
大
同
の
役
で
陣
没
し

た
点
に
照
ら
し
て
も
所
道
里
＝
バ
ド
ゥ
リ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
ア

ミ
ン
（
阿
未
）
が
父
シ
ュ
ル
ガ
チ
同
様
、「
多
乙
含
所
吐
里
」D

arh
an

B
atu

ru

の

称
号
を
帯
び
た
こ
と
は
『
満
文
老
档
Ⅳ
・
太
宗
１
』
天
聰
四
年
六
月
七
日
条
（
頁
四

〇
六
）
に
明
証
が
あ
る
。

%3

『
初
集
』
旗
分
志
に
よ
れ
ば
以
下
の
通
り
―
正
白
旗
﹇
四
・
３；

四
・
６；

四
・

８
﹈。
第
四
参
領
第
六
佐
領
が
バ
ド
ゥ
リ
直
属
の
ニ
ル
で
あ
る
が
、
専
管
ニ
ル
第
一
次

認
定
（『
太
宗
実
録
』
天
聰
八
年
一
二
月
丙
申
）
で
は
「
巴
都
礼
、
原
係
包
衣
牛

」

と
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
バ
ド
ゥ
リ
所
有
の
ニ
ル
は
も
と
ボ
オ
イ=

ニ
ル

b
ooi

n
iru

で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

%4

バ
ド
ゥ
リ
は
『
初
集
』
等
の
列
伝
に
よ
る
と
天
命
初
年
に
来
帰
し
た
と
さ
れ
、『
嘯

亭
雑
録
』
続
録
巻
二
「

昭
毅
」
も
巴
篤
理
が
族
叔
の

養
正
に
随
っ
て
天
命
三

（
一
六
一
八
）
年
に
来
帰
し
た
と
す
る
が
、
錯
誤
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
後
注
&1
所
引

『
清
実
録
』
に
よ
れ
ば
、
バ
ド
ゥ
リ
は
幼
時
か
ら
多
年
に
わ
た
り
諸
ベ
イ
レ
に
近
侍
し

た
と
奏
聞
し
、
か
つ
『
清
史
稿
』
巻
二
二
六
・
本
伝
に
は
そ
の
戦
死
を
惜
し
む
太
宗

の
言
が
「
此
れ
朕
が
旧
臣
に
し
て
転
戦
数
十
年
、
命
を
疆
場
に
効
す
」
と
あ
り
、『
満

洲
名
臣
伝
』
巻
二
・
蒙
阿
図
伝
に
よ
る
と
、
弟
ム
ン
ガ
ト
ゥ
は
崇
徳
三
﹇
一
六
三
八
﹈

年
（
バ
ド
ゥ
リ
戦
死
の
四
年
後
）
時
点
で
す
で
に
「
年
老
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
バ

ド
ゥ
リ
が
十
代
前
半
か
ら
近
侍
し
た
と
仮
定
し
て
、
一
般
に
老
齢
と
さ
れ
る
六
〇
歳

（
金
徳
純
『
旗
軍
志
』
に
拠
る
）
ま
で
の
年
数
（
ほ
ぼ
四
五
〜
五
〇
年
）
を
遡
る
と
、

バ
ド
ゥ
リ
の
帰
附
は
一
五
八
四
〜
八
九
年
頃
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
マ
チ
ャ
地
方
は

ワ
ン
ギ
ャ
部
（
万
暦
一
六
・
七
﹇
一
五
八
八
・
八
九
﹈
年
征
服
）
の
す
ぐ
東
方
に
位

置
す
る
の
で
、
バ
ド
ゥ
リ
が
帰
附
し
た
の
も
同
部
征
服
の
前
後
で
あ
ろ
う
。

%5

『
満
文
老
档
Ⅱ
・
太
祖
２
』
頁
八
九
三
。

%6

今
西
春
秋
『
満
和
蒙
和
対
訳
満
洲
実
録
』
頁
五
六
、
お
よ
び
『
満
文
老
档
Ⅰ
・
太

祖
１
』
頁
二
七
二
、『
満
文
老
档
Ⅱ
・
太
祖
２
』
頁
六
九
二
。

%7

『
初
集
』
旗
分
志
に
よ
れ
ば
以
下
の
通
り
―
正
白
旗
﹇
三
・
３；

三
・
５；

三
・

７
﹈。

%8

阿
南
前
掲
論
文
頁
五
五
六
は
ダ
ル
タ
イ
を
ア
ン=

フ
ィ
ヤ
ン
グ
第
六
子
に
比
定
す

る
が
、
旗
分
か
ら
推
し
て
す
で
に
指
摘
が
あ
る
通
り
、
フ
ル
ガ
ン
六
弟
と
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う
（
杉
山
清
彦
「
清
初
八
旗
に
お
け
る
最
有
力
軍
団
―
太
祖
ヌ
ル
ハ
チ
か
ら
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摂
政
王
ド
ル
ゴ
ン
へ
―
」
頁
三
三
・
注
£0
）。

%9

『
初
集
』
旗
分
志
に
よ
れ
ば
以
下
の
通
り
―
正
黄
旗
﹇
三
・
８；

三
・
９
﹈、
正
白

旗
﹇
二
・
２；

二
・
７
﹈
、
正
紅
旗
﹇
五
・
３；

五
・
９；

五
・
12
﹈
、

藍
旗

﹇
二
・
１；

二
・
３
﹈。

^0

杉
山
清
彦
「
清
初
正
藍
旗
考
」
頁
三
四
・
注
¢5
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
哈
達
納
喇

氏
宗
譜
正
冊
』
に
「
将
舒
爾
哈
赤
之
孫
女
許
配
給
呉
爾
古
岱
子
額
森
徳
礼
」（
瀋
陽
市

民
委
民
族
志
編
纂
辧
公
室
編
『
瀋
陽
満
族
誌
』
一
九
九
一
・
頁
六
三
所
引
）
と
あ
る
。

^1

都
堂
に
関
す
る
説
明
は
、
松
浦
茂
『
清
の
太
祖
ヌ
ル
ハ
チ
』
一
九
九
五
、
頁
二
四

〇
〜
二
四
三
に
依
拠
し
て
い
る
。

^2

ケ
シ
ネ
の
専
管
ニ
ル
に
関
し
て
は
阿
南
惟
敬
「
天
聰
九
年
専
管
ニ
ル
分
定
に
関
す

る
新
研
究
（
上
）」（『
清
初
軍
事
史
論
考
』
一
九
八
〇
）
頁
五
五
九
、
杉
山
清
彦
「
清

初
正
藍
旗
考
」
頁
一
九
、
同
「
八
旗
旗
王
制
の
成
立
」（『
東
洋
学
報
』
八
三
―
一
、

二
〇
〇
一
）
頁
七
二
〜
七
三
参
照
。
ケ
シ
ネ
の
専
管
ニ
ル
二
個
以
外
の
、
旧
ハ
ダ
王

族
系
の
ニ
ル
は
、『
初
集
』
旗
分
志
に
よ
れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
―
正
黄
旗
﹇
四
・

１；

四
・
４
﹈、
正
紅
旗
﹇
二
・
３；

三
・
８
﹈、

白
旗
﹇
三
・
12
﹈、

藍
旗

﹇
三
・
８
﹈。

^3

阿
南
惟
敬
「
天
聰
九
年
専
管
ニ
ル
分
定
に
関
す
る
新
研
究
（
上
）」
参
照
。

^4

拙
稿
「
グ
チ
ュ
考
」（『
立
命
館
文
学
』
五
七
二
、
二
〇
〇
一
）
頁
五
一
〜
五
二
。

^5

『
初
集
』
巻
一
五
〇
、
額
参
伝
に
「
額
伯
根
（
額
参
父
）、
太
祖
高
皇
帝
時
、
撫
育

禁
廷
、
視
同
子
姪
」
と
あ
る
。

^6

太
祖
（
一
五
五
九
―
一
六
二
六
）
に
対
し
て
、「
五
大
臣
」
の
生
没
年
は
各
々
エ
イ

ド
ゥ
（
一
五
六
二
―
一
六
二
一
）、
ア
ン=

フ
ィ
ヤ
ン
グ
（
一
五
五
九
―
一
六
二
二
）、

ホ
ホ
リ
（
一
五
六
一
―
一
六
二
四
）、
フ
ュ
ン
ド
ン
（
一
五
六
四
―
一
六
二
〇
）、
フ

ル
ガ
ン
（
一
五
七
六
―
一
六
二
三
）
と
な
り
、
フ
ル
ガ
ン
以
外
は
概
ね
同
年
配
と
い

っ
て
よ
い
。

^7

『
満
文
老
档
Ⅰ
・
太
祖
１
』
頁
二
七
二
。

^8

ア
ド
ゥ
ン
と
ダ
イ
ン
ブ
の
系
譜
関
係
は
つ
ま
び
ら
か
で
は
な
い
が
、
ア
ド
ゥ
ン
の

子
タ
ン
バ
イ
を
「
総
兵
官
達
音
布
之
族
子
」（『
初
集
』
巻
一
五
四
・
譚
拝
伝
）
と
す

る
の
で
、
両
者
が
同
世
代
の
族
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

^9

『
老
档
Ⅲ
・
太
祖
３
』
頁
一
一
二
二
。
誓
詞
は
『
老
档
Ⅲ
・
太
祖
３
』（
巻
七
五
、

頁
一
一
〇
九
〜
一
一
二
九
）
に
著
録
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
が
無
年
月
で
あ
る
が
、
ム
ン

ガ
ト
ゥ
の
そ
れ
が
「
戌
（
天
命
七
）
年
十
一
月
に
誓
っ
た
」
と
紀
年
を
明
記
し
、
ま

た
タ
ン
グ
ダ
イ
の
誓
詞
に
「
総
兵
官
の
職
」
と
あ
り
、
彼
が
総
兵
官
を
解
任
さ
れ
る

の
が
天
命
八
年
三
月
で
あ
る
（『
満
文
老
档
Ⅱ
・
太
祖
２
』
頁
六
九
五
）
か
ら
、
や
は

り
天
命
七
年
頃
の
提
出
と
解
し
て
お
い
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

&0

『
満
文
老
档
Ⅰ
・
太
祖
１
』
頁
三
八
一
。

&1

『
清
太
宗
実
録
』
崇
徳
四
年
五
月
辛
巳
条
に
い
う
。

上
命
和
碩
豫
親
王
多
鐸
ド

ド

、
跪
受
戒
諭
。
上
諭
曰
「
…
…
昔
、
巴
都
礼
阿
格

バ

ド

ゥ

リ

=

ア

ゲ

存
日

（
天
聰
八
年
以
前
）、
曾
奏
言
、『
臣
自
幼
侍
諸
貝
勒
、
歴
有
年
所
。
近
見
我
本
貝

勒
（
多
鐸
）
所
行
悖
謬
、
自
与
行
悖
謬
之
阿
済
格
阿
格

ア

ジ

ゲ

=

ア

ゲ

両
相
親
昵
。
皇
上
宜
早

諭
之
。
不
則
必
陥
於
罪
戻
矣
。』
…
…
」

こ
れ
に
よ
る
と
、
太
祖
直
属
の
両
黄
旗
を
ア
ジ
ゲ
・
ド
ル
ゴ
ン
・
ド
ド
が
継
承
し

た
後
、
バ
ド
ゥ
リ
は
ド
ド
を
最
終
的
な
主
君
＝
「
本
貝
勒
」
と
し
て
仕
え
た
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
以
前
、
バ
ド
ゥ
リ
が
少
年
期
（
前
注
%4
の
ご
と
く
一
五
八
八
・
八
九
年

頃
、
十
代
前
半
と
仮
定
）
に
「
諸
貝
勒
に
侍
」
し
た
と
い
う
の
は
、
内
廷
に
引
き
取

ら
れ
、
い
ま
だ
幼
い
チ
ュ
イ
ェ
ン
（
一
五
八
〇
年
生
）
・
ダ
イ
シ
ャ
ン
（
一
五
八
三

年
生
）
付
き
の
随
侍
に
な
っ
た
こ
と
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。

&2

次
注
所
掲
の
関
連
文
献
に
は
「
叔
貝
勒
」
と
あ
り
、
こ
の
「
叔
」
と
は
す
な
わ
ち

太
祖
諸
子
か
ら
見
た
叔
父ecik

e

で
あ
る
か
ら
、
年
齢
か
ら
推
し
て
ム
ル
ハ
チ
（
一

五
九
三
年
当
時
三
三
歳
）
か
シ
ュ
ル
ガ
チ
（
同
じ
く
三
〇
歳
）
を
指
す
で
あ
ろ
う
。

太
祖
末
弟
バ
ヤ
ラ
（
同
じ
く
一
二
歳
）
は
論
外
で
あ
る
。

&3
&4
『
満
洲
名
臣
伝
』
巻
二
・
西
喇
布
伝
、
巻
八
・
博
爾
晋
伝
、
お
よ
び
『
初
集
』
巻

一
六
二
・
西
喇
巴
札
爾
固
斉
伝
、
博
爾
晋
轄
伝
。

&5

『
満
洲
名
臣
伝
』
巻
八
・
博
爾
晋
伝
、『
初
集
』
巻
一
六
二
・
博
爾
晋
轄
伝
。

&6

『
御
製
増
訂
清
文
鑑
』
巻
一
〇
、
人
倫
類
第
二
に
「
父
に
生
ま
れ
た
子
ら
で
、
自

分
よ
り
年
長
の
も
の
をahů

n

と
い
う
。
ま
た
同
じ
世
代
の
親
戚n

iy
a

m
a

n

hů
n

cih
in

で
、
自
分
よ
り
年
長
の
も
の
を
や
は
りahů

n

と
い
う
」
と
あ
っ
て
、
中
表

兄
（
舅
／
姑
／
姨
表
兄
）
を
も
慣
例
上
「
兄
」
と
呼
ん
だ
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
エ

イ
ド
ゥ=

バ
ト
ゥ
ル
は
姑
表
兄
の
ガ
ハ
シ
ャ
ン=

ハ
ス
フ
を
「
兄
」ahů

n

と
呼
ん
で

い
る
（『
満
文
老
档
Ⅴ
・
太
宗
２
』
頁
六
七
三
〜
六
七
四
）。

&7

愛
琿
地
方
の
満
洲
族
に
関
し
て
シ
ロ
コ
ゴ
ロ
フ
は
「
男
性
の
養
取
は
子
供
達
に
関

し
て
の
み
行
わ
れ
る
。
…
…
子
無
し
の
夫
婦
が
養
育
の
た
め
に
異
氏
族
の
子
供
達
を
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貰
う
こ
と
は
比
較
的
に

々
お
こ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
子
供
が
六
―
七
歳
に
な
る

と
、
そ
れ
を
養
取
す
る
夫
婦
は
彼
等
の
氏
族
諸
神
霊
へ
供
犠
す
る
。
…
…
こ
の
養
取

は
満
洲
語
（
口
語
）
で
ウ
ジ
マ
・
カ
ジ
ヤ
・
ヂ
ュ
サu

├

d
im

a
k

a

├

d
ija

├

d
’u

sa

即
ち

『
養
育
す
る
た
め
に
取
り
た
る
子
供
達
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
成
人
の
養
取
に
関
し
て

は
、
そ
の
例
を
私
は
一
度
も
聞
い
た
こ
と
が
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
前
掲
『
満
洲

族
の
社
会
組
織
』
頁
九
七
）。
こ
れ
が
女
直

ジ
ュ
シ
ェ
ン

／
満
洲
マ
ン
ジ
ュ

人
の
養
子
慣
行
に
も
妥
当
す
る

な
ら
、
デ
ル
ゲ
ル
の
養
取
は
や
は
り
異
例
で
あ
っ
た
し
、
史
料
に
明
記
さ
れ
な
い
ア

ド
ゥ
ン
と
ア
ラ
ン
ジ
ュ
の
養
取
年
齢
に
関
し
て
も
、
積
極
的
に
少
年
期
で
あ
っ
た
と

推
測
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

&8

本
稿
で
は
あ
え
て
言
及
し
な
か
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
人
ア
ゲ
、
ド
ル
ジD

orji

（『
満
文

老
档
Ⅱ
・
太
祖
２
』
天
命
八
年
九
月
一
一
日
条
、
頁
八
六
九
）
に
つ
い
て
も
、
彼
が

天
命
七
年
二
月
に
全
部
衆
を
挙
げ
て
太
祖
に
来
附
し
、
つ
い
で
一
旗
に
編
成
さ
れ
た

ウ
ル
ト
部
（
チ
ャ
ハ
ル
部
所
属
）
筆
頭
タ
イ
ジ
、
ミ
ン
ガ
ン
の
次
子
に
あ
た
る
こ
と

（『
初
集
』
巻
一
四
七
・
明
安
伝
、
多
爾
済
伝
）
か
ら
推
し
て
、
デ
ル
ゲ
ル
父
子
・
エ

セ
ン
デ
リ
同
様
の
事
情
か
ら
養
子
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
ウ
ル
ト
部
の

チ
ャ
ハ
ル
部
所
属
に
関
し
て
は
、
森
川
哲
雄
「
チ
ャ
ハ
ル
・
八
オ
ト
ク
と
そ
の
分
封

に
つ
い
て
（『
東
洋
学
報
』
五
八
一
一
・
二
、
一
九
七
六
）
参
照
。

&9

一
例
を
挙
げ
る
と
、
天
命
年
間
に
は
「
ハ
ン
の
フ
ン
チ
ヒ
ンhů

n
cih

in

（
こ
の
場

合
は
ウ
ク
ス
ン
と
ほ
ぼ
同
義
）
に
不
遜
で
あ
っ
た
と
き
は
誰
で
あ
っ
て
も
打
ち
、
手

が
及
ん
だ
時
は
斬
り
殺
せ
」（『
満
文
老
档
Ⅱ
・
太
祖
２
』
天
命
七
年
正
月
一
四
日
条
、

頁
四
八
五
〜
四
八
六
）
と
の
太
祖
の
厳
命
に
よ
り
、
ウ
ク
ス
ン
全
成
員
に
人
身
保
護

の
特
権
が
付
与
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
ギ
ョ
ロ
身
分
の
制
定
さ
れ
た
天
聰
九
年
以
後
、

六
祖
以
下
の
父
祖
に
対
す
る
故
意
の
罵
倒
は
「
死
罪
に
擬
す
」
け
れ
ど
も
、「
六
祖
の

子
孫
」（
＝
ギ
ョ
ロ
）
と
「
殴
り
合
い
の
喧
嘩
を
し
た
だ
け
で
は
罪
と
な
ら
」
ず
、
そ

の
「
是
非
の
判
断
」
は
法
司
に
委
ね
る
（『
旧
満
洲
档
・
天
聰
九
年
１
』
正
月
二
六
日

条
、
頁
四
二
〜
四
三
）
に
と
ど
ま
り
、
特
権
的
な
人
身
保
護
の
対
象
か
ら
ギ
ョ
ロ
は

排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

*0

神
田
信
夫
「
愛
新
覚
羅
考
」
頁
一
一
〜
一
三
、
杜
家
驥
『
清
皇
族
与
国
政
関
係
研

究
』
頁
七
八
〜
八
〇
、
張
晋
藩
・
郭
成
康
『
清
入
関
前
国
家
法
律
制
度
史
』
頁
四
四

六
〜
四
五
一
参
照
。

*1

『
清
初
内
国
史
院
満
文
档
案
訳
編
（
上
）
―
天
聰
朝
・
崇
徳
朝
』
頁
三
四
八
。

*2

太
宗
期
の
ア
ゲ
の
う
ち
、
太
祖
・
シ
ュ
ル
ガ
チ
嫡
出
系
の
フ
ィ
ヤ
ン
グ
・
ニ
カ

ン
・
シ
ョ
ト
・
ワ
ク
ダ
・
マ
ジ
ャ
ン
（
ダ
イ
シ
ャ
ン
の
側
出
子
）
・
ボ
ロ
・
ホ
ト
・

ト
ゥ
ン
チ
・
ロ
ト
・
ム
ル
フ
ら
は
す
べ
て
、
崇
徳
元
年
に
固
山
貝
子
を
受
封
し
て
い

る
（〈
ウ
ク
ス
ン
世
系
図
〉）。
な
お
、
マ
ン
グ
ル
タ
イ
・
デ
ゲ
レ
イ
兄
弟
の
諸
子
（
マ

イ
ダ
リ
・
グ
ワ
ン
グ
ン
・
エ
ビ
ル
ン
・
デ
ン
シ
ク
）
が
崇
徳
元
年
の
封
爵
か
ら
漏
れ

て
い
る
の
は
、
前
年
の
天
聰
九
年
、
マ
ン
グ
ル
タ
イ
・
デ
ゲ
レ
イ
死
後
に
か
れ
ら
に

よ
る
ハ
ン
位
簒
奪
の
謀
議
が
告
発
断
罪
さ
れ
た
事
件
に
縁
坐
し
て
、
一
旦
宗
室
か
ら

黜
斥
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

『
清
内
国
史
院
満
文
档
案
訳
編
（
上
）』
を
対
象
に
、
崇
徳
元
年
以
後
同
末
年
ま
で

に
現
れ
る
ア
ゲ
を
摘
録
す
る
と
、
左
表
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
る
。
見
る
通
り
、

ア
ゲ
の
用
例
が
記
録
さ
れ
る
の
は
崇
徳
三
年
末
ま
で
で
あ
る
。
そ
の
顔
ぶ
れ
は
ア
バ

イ
・
タ
バ
イ
・
バ
ブ
タ
イ
、
お
よ
び
グ
ン
ガ
ダ
イ
ら
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
こ
の
段
階

で
受
爵
し
て
い
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
ア
バ
イ
は
鎮
国
将
軍
受
封
後

も
一
度
だ
け
ア
ゲ
と
記
録
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
『
内
国
史
院
档
』
編
者
の
遺
漏
に
帰

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

年

次

月
／
日

人

名

頁

年

次

月
／
日

人

名

頁

崇
徳
三
年

正
／
18

承
政
ア
バ
イ=

ア
ゲ

268
崇
徳
三
年

９
／
２

鎮
国
将
軍
承
政
ア
バ
イ

371

２
／
23

ア
バ
イ=

ア
ゲ

284

12
／
29

ア
バ
イ=

ア
ゲ

406

３
／
６

バ
ブ
タ
イ=

ア
ゲ

287

12
／
29

バ
ブ
タ
イ=

ア
ゲ

409

６
／
21

承
政
ア
バ
イ=

ア
ゲ

321
崇
徳
五
年

２
／
６

承
政
宗
室
ア
バ
イ

452

７
／
23

承
政
ア
バ
イ=

ア
ゲ

339

８
／
15

承
政
宗
室
ア
バ
イ

453

７
／
29

承
政
ア
バ
イ=

ア
ゲ

345

８
／
５

鎮
国
将
軍
ア
バ
イ

459

８
／
７

タ
バ
イ=

ア
ゲ

350
崇
徳
七
年

12
／
29

宗
室
ア
バ
イ

501

８
／
８

グ
ン
ガ
ダ
イ=

ア
ゲ

352

12
／
29

宗
室
グ
ン
ガ
ダ
イ

501

８
／
11

ア
バ
イ=

ア
ゲ

353

*3

順
治
年
間
、
こ
と
に
ド
ル
ゴ
ン
摂
政
期
に
登
場
す
る
ア
ゲ
の
顔
触
れ
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

a
太
宗
第
五
子
シ
ョ
セ
（『
清
内
国
史
院
満
文
档
案
訳
編
（
中
）
―
順
治
朝
』
順
治

元
年
五
月
五
日
条
﹇
頁
一
五
﹈）

s
太
宗
第
一
一
子
ボ
ン
ボ
ゴ
ル
（『
清
内
国
史
院
満
文
档
案
訳
編
（
下
）
―
順
治
朝
』
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五

清
朝
入
関
前
の
〈
ア
ゲ
〉age

に
つ
い
て



順
治
六
年
正
月
二
〇
日
条
﹇
頁
一
三
﹈、
同
八
年
五
月
一
四
日
条
﹇
頁
一
九
一
﹈）

d
ア
ジ
ゲ
第
五
子
ロ
チ
ン
（『
清
内
国
史
院
満
文
档
案
訳
編
（
下
）
―
順
治
朝
』
順

治
六
年
一
一
月
一
〇
日
条
﹇
頁
六
八
﹈、『
盛
京
内
務
府
順
治
年
間
档
』﹇
戸
田
茂

喜
訳
、
満
洲
国
立
中
央
図
書
館
籌
備
処
発
行
・
一
九
四
三
﹈
第
五
九
号
档
案
・

順
治
八
年
三
月
一
四
日
発
文
）

f
ド
ド
第
二
子
ド
ニ
（『
清
実
録
』
順
治
八
年
正
月
甲
寅
条
）

g
ド
ド
第
五
子
ド
ル
ボ
﹇→

ド
ル
ゴ
ン
の
養
嗣
子
﹈（『
清
実
録
』
順
治
八
年
二
月

癸
未
条
、『
盛
京
内
務
府
順
治
年
間
档
』
第
四
八
号
档
案
・
順
治
七
年
三
月
八
日

発
文
）

こ
れ
を
見
る
限
り
、
ド
ル
ゴ
ン
摂
政
期
の
ア
ゲ
は
い
ま
だ
狭
く
「
皇
子
」
に
限
定

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、「
皇
子
」
に
語
義
転
化
す
る
時
期
は
こ
れ
以

後
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
の
ア
ゲ
も
テ
ク
ノ
ニ
ミ
ー
に
発
す
る
息
子
に
対
す

る
愛
称
か
ら
説
明
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
本
学
非
常
勤
講
師
）
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